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研究ノート

第
二
節

第
三
節

第
三
章

第
四
章

結
語

一
八
八
三
年
疾
病
保
険
法
の
成
立

現
物
給
付
原
則
と
金
庫
医
師
法
(
以
上
本
号
)

ラ
イ
ヒ
保
険
法
と
ベ
ル
リ
ン
協
定

共
同
自
主
運
営
制
度
の
確
立

序
昭
和
三
六
年
に
確
立
し
た
医
療
保
険
の
国
民
皆
保
険
体
制
は
、
様
々
な

改
正
を
重
ね
な
が
ら
も
今
日
に
至
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の

間
、
医
療
保
険
制
度
を
め
ぐ
る
種
々
の
紛
争
が
発
生
し
、
そ
の
結
果
、
同

制
度
に
お
け
る
法
的
な
問
題
点
が
次
第
に
明
確
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
紛
争
は
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
医
療
保
険

制
度
の
特
殊
性
や
事
件
数
の
点
で
目
を
ひ
く
の
は
、
保
険
診
療
の
実
施
に

か
か
わ
る
一
連
の
紛
争
で
あ
る
。

医
療
保
険
制
度
は
、
労
災
も
し
く
は
年
金
保
険
と
い
っ
た
他
の
社
会
保

険
と
同
様
に
、
保
険
原
理
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疾
病
と
い
う
社

会
的
な
危
険
か
ら
国
民
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度

が
目
的
と
し
て
い
る
給
付
の
内
容
に
着
目
し
た
場
合
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特

殊
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
療
保
険
制
度
は
疾
病
に
起
因
す
る
様
々
な

生
活
阻
害
要
因
の
排
除
と
り
わ
け
減
退
し
た
生
活
能
力
の
回
復
を
目
的
と

し
、
最
終
的
に
は
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
国
民
に
保
障
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
医
療
保
険
制
度
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
医
師
を
は
じ

め
と
す
る
医
療
技
術
者
集
団
の
存
在
が
前
提
な
い
し
必
要
と
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
医
療
技
術
者
は
、
各
国
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
も
の
の
、
そ

の
国
の
社
会
的
歴
史
的
諸
事
情
に
あ
っ
た
社
会
的
な
い
し
は
経
済
的
地
位

を
有
し
、
こ
れ
ら
の
地
位
は
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
医
事
法
航
「
よ
り

規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
医
療
関
係
法
規
の
発
展
経
過
か

ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
医
事
法
制
が
常
に
医
療
保
険
法
に
先
行
し
て

い
る
と
い
う
歴
史
的
事
情
か
ら
、
医
療
保
険
法
の
立
法
は
医
療
技
術
者
の

有
す
る
既
存
の
地
位
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
、
医
療
保
険
制
度
を
国
民
に
対
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
保

障
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
制
度
運
営
に
つ
い
て
は
常
に
つ
ぎ
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の
よ
う
な
問
題
を
考
慮
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
事
法
制

に
よ
り
何
ら
か
の
法
的
地
位
な
い
し
権
利
を
付
与
さ
れ
た
医
療
技
術
者
集

団
が
ど
の
よ
う
に
医
療
保
険
制
度
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
同
制
度

の
保
障
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

わ
が
国
の
医
療
保
険
各
法
は
、
大
正
一
一
年
に
施
行
さ
れ
た
健
康
保
険

法
以
来
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
方
式
と
し
て
、
現
物
で
こ
れ
を
被
保
険

者
に
給
付
す
る
「
現
物
給
付
方
式
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
れ
ば
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
主
体
は
保
険
者
に
な
っ
て
い
る
が
、

多
く
の
場
合
保
険
者
は
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
能
力
を
有
し
て
い
な
い
た

め
、
そ
の
実
施
を
医
療
機
関
等
に
委
託
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
現
物
給
付
方
式
が
採
用
さ
れ
た
結
果
、
医
療
機
関
な
い
し
医
療

技
術
者
は
同
給
付
の
実
施
主
体
と
し
て
医
療
保
険
制
度
の
中
に
組
み
込
ま

れ
、
保
険
診
療
の
実
施
を
め
ぐ
る
法
関
係
は
保
険
者
、
被
保
険
者
お
よ
び

医
療
機
関
の
関
与
す
る
三
当
事
者
関
係
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
当
事
者
構
造
を
採
用
す
る
わ
が
国
医
療
保
険
制
度
で

は
、
法
所
定
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
受
給
権
を
有
す
る
被
保
険
者
、
適
法
な
保

険
運
営
を
求
め
ら
れ
る
保
険
者
、
保
険
診
療
の
取
扱
い
に
よ
っ
て
経
済
上

の
利
益
を
得
る
医
師
ま
た
は
医
療
機
関
の
三
者
が
保
険
診
療
の
実
施
を
め

ぐ
っ
て
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
保
険
診
療
に
つ
き
紛

争
が
発
生
す
る
た
び
に
三
者
の
利
害
が
錯
綜
し
、
そ
の
統
一
的
な
解
決
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
近
年
、
保
険
診
療
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
相
当
数
提
起
さ

れ
、
少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
、
こ
の
種
の
紛
争
解
決
に
有
効
な
判
例
理
論

が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
紛
争
に
お
け
る
実
際
の
解

決
は
、
紛
争
当
事
者
た
る
二
当
事
者
間
の
解
決
に
限
ら
れ
、
三
当
事
者
間

(5) 

全
体
の
利
益
調
整
を
視
野
に
入
れ
た
か
た
ち
で
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
多

く
、
判
例
理
論
の
穴
を
埋
め
る
べ
き
統
一
的
な
法
解
釈
論
の
展
開
も
困
難

と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
産
み
出
し
た
原
因
の
多
く
は
社
会
保
障
法
学
自
体

の
歴
史
の
浅
さ
に
よ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
の
主
た
る
要
因
と
し
て
、

わ
が
国
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
三
当
事
者
構
造
お
よ
び
そ
の
運
営
に
対

す
る
共
通
認
識
の
欠
知
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
、
三
当
事

者
構
造
の
原
因
で
あ
る
現
物
給
付
方
式
の
採
用
の
趣
旨
、
そ
れ
に
よ
っ
て

生
じ
る
基
本
的
な
法
律
関
係
お
よ
び
そ
の
中
で
の
利
害
対
立
の
構
造
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
理
解
は
、
現
行
制
度
の
体
系
的
把
握
に
と
っ
て
必
要
不

可
欠
な
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
基
本
的
な
問
題
に

つ
い
て
す
ら
、
現
段
階
で
は
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
状

況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
現
状
認
識
か
ら
、
わ
が
国
医
療
保
険
制
度
の

母
国
と
も
い
う
べ
き
西
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
(
関
『

S
W
8
2
3
R
E
E口
問
)

北法40(3・273)745
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制
度
が
い
か
に
し
て
形
成
・
発
展
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
の
対

象
と
す
る
。
西
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
医
療
サ
ー

ビ
ス
給
付
の
方
式
と
し
て
現
物
給
付
方
式
を
採
用
し
て
お
り
、
保
険
診
療

を
め
ぐ
る
法
的
構
造
も
そ
の
基
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
同
国
の
疾
病
保
険
制
度
を
、
現
物
給
付
原
則
の
採
用
と

そ
れ
に
伴
う
利
害
対
立
の
発
生
お
よ
び
そ
の
調
整
シ
ス
テ
ム
の
確
立
と
い

う
視
点
か
ら
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
西
ド
イ
ツ
の

疾
病
保
険
制
度
を
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
、
現
物
給
付

方
式
を
採
用
す
る
わ
が
国
医
療
保
険
制
度
の
理
解
に
役
立
つ
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
調
整
シ
ス
テ
ム
確
立
以
前
に
お
け
る
利
害
状
況
の
把
握
が
現
行

制
度
に
お
け
る
法
解
釈
理
論
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。わ

が
国
に
お
け
る
保
険
診
療
を
め
ぐ
る
紛
争
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
現

物
給
付
方
式
の
下
で
生
じ
る
一
番
先
鋭
な
利
害
対
立
は
、
保
険
診
療
と
い

え
ど
も
医
療
に
お
け
る
医
師
の
自
主
性
を
主
張
す
る
医
療
機
関
側
と
、
限

界
の
あ
る
保
険
財
源
の
中
か
ら
で
き
る
限
り
公
平
な
保
険
運
営
を
求
め
る

保
険
者
側
と
の
対
立
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
対
立
は
保
険
診
療
の
具
体
的

な
内
容
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
被
保
険
者
に
と
っ
て
も
重
要
な

問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
医
療
費
の
増
大
と
そ
れ
に
対
応
す
る
保
険
運
営

の
あ
り
方
と
い
う
今
日
的
な
問
題
の
解
決
と
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る

疾
病
保
険
制
度
の
歴
史
的
発
展
経
過
の
な
か
で
も
、
現
物
給
付
原
則
の
採

用
に
よ
り
生
じ
た
医
療
技
術
者
側
と
保
険
者
側
の
利
害
対
立
と
こ
れ
を
解

消
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
制
度
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
、

と
い
う
点
に
重
点
を
お
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
構
成
に
つ
い
て
、
若
干
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

本
稿
は
、
現
物
給
付
原
則
を
採
用
す
る
疾
病
保
険
と
自
由
開
業
医
制
と
が

併
存
す
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
医
療
機
関
と
保
険
者
と
の
聞
に
生
じ
た

利
害
対
立
の
調
整
シ
ス
テ
ム
の
成
立
過
程
を
紹
介
す
る
(
第
四
章
)
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
段
階
の
説
明
と
し
て
必
要
と
思
わ
れ
る
、
利
害

対
立
の
直
接
の
原
因
に
な
っ
た
現
物
給
付
原
則
が
採
用
さ
れ
た
経
過
(
第

二
章
)
と
利
害
対
立
の
具
体
的
な
発
展
状
況
(
第
三
章
)
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
西
ド
イ
ツ
の
現
行
疾
病
保
険
制
度
で
も
、

医
療
機
関
と
保
険
者
と
の
法
律
関
係
を
規
律
す
る

1

金
庫
医
師
法
(
同

2
・

印

g
E
R可
R
Z
)
」
と
い
う
や
や
特
殊
な
領
域
を
、
主
と
し
て
と
り
あ
げ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
冒
頭
に
簡
単
な
が
ら
現
行
制
度
の
全
体
像
と

金
庫
医
師
法
に
つ
い
て
紹
介
し
、
現
状
の
問
題
を
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る

(
第
一
章
)
こ
と
に
し
た
い
。

北法40(3・274)746
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(
2
)
 よ

り
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
伝
統
的
な
理
解
に
従

ぃ
、
医
療
施
設
お
よ
び
医
療
関
係
者
に
関
す
る
諸
法
規
を
指
す
も

の
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

野
田
寛
『
医
事
法
上
巻
(
現
代
法
律
学
全
集
団
)
』
ご
九
八
四
年
、

青
林
書
院
)
三
頁
以
下
参
照
。

わ
が
国
の
医
療
関
係
法
制
の
発
展
史
に
つ
い
て
は
、
佐
口
卓
『
日

本
社
会
保
険
制
度
史
』
(
一
九
七
七
年
、
動
草
書
一
房
)
の
健
康
保
険

法
に
関
す
る
部
分
、
川
上
武
『
現
代
日
本
医
療
史
』
(
一
九
六
五
年
、

動
草
書
房
)
な
ど
が
詳
し
い
。

健
保
法
四
三
条
、
国
保
法
三
六
条
な
ど
。

と
り
わ
け
、
保
険
医
療
機
関
が
保
険
診
療
に
か
か
る
費
用
報
酬

等
を
請
求
し
た
際
に
な
さ
れ
る
、
保
険
者
な
い
し
は
保
険
者
の
業

務
委
託
に
基
づ
く
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
機
関
(
社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金
ま
た
は
国
保
連
合
会
)
の
減
点
査
定
に
関
す
る
紛

争
が
多
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
紛
争
に
つ
き
、
整
理
検
討
し
た
も

の
に
、
加
藤
智
章
「
医
療
保
険
法
に
お
け
る
減
点
査
定
の
手
続
と

判
例
法
理
」
『
山
形
大
学
紀
要
〔
社
会
科
学
〕
』
一
八
巻
一
号
こ

九
八
七
年
)
七
五
頁
、
川
上
宏
二
郎
「
保
険
医
療
制
度
を
め
ぐ
る

法
律
問
題
」
西
南
学
院
大
学
『
法
学
論
集
』
一

O
巻
二
・
三
・
四

号
(
一
九
七
八
年
二
三
頁
が
あ
る
。

(3) 

4 

保
険
医
療
機
関
の
請
求
し
た
診
療
報
酬
額
が
減
点
査
定
に
よ
り

減
額
さ
れ
た
場
合
、
わ
が
国
で
は
保
険
診
療
に
つ
き
被
保
険
者
(
患

者
)
は
一
部
負
担
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
被
保
険
者
の

側
に
一
部
負
担
金
の
過
払
が
発
生
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
減
点
査
定

の
問
題
は
、
保
険
者
と
医
療
機
関
の
間
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

被
保
険
者
に
も
直
接
関
係
の
あ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
一
部
負
担
金
の
過
払
い
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
と
し

て
、
土
岐
市
高
額
療
養
費
請
求
事
件
最
高
裁
判
決
(
最
二
小
判
昭
和

六
一
年
一

O
月
一
七
日
・
判
時
三
二
九
号
五
八
頁
)
が
あ
る
が
、

こ
の
判
決
は
高
額
療
養
費
に
よ
る
過
払
い
分
の
返
還
を
否
定
し
た

だ
け
で
、
過
払
い
分
の
返
還
ル

1
ル
を
明
示
し
て
い
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
4
)
加
藤
論
文
一
一
三
頁
、
拙
稿
「
療

養
担
当
規
則
に
適
合
し
な
い
診
療
と
高
額
療
養
費
」
『
賃
金
と
社
会

保
障
』
一

O
一
O
号
(
一
九
八
九
年
)
五
三
頁
(
五
八
頁
以
下
)

参
照
。

(6)

前
掲
注

(
2
)
佐
口
論
文
九
三
頁
以
下
、
川
上
論
文
三
四
八
頁

以
下
参
照
。

(
7
)

前
掲
注

(
4
)
川
上
論
文
一
五
頁
以
下
、
加
藤
論
文
一

O
二
頁

以
下
参
照
。

5 
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第
一
章

保
険
診
療
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題

医
療
保
険
に
お
け
る
現
物
給
付
方
式
の
導
入
は
、
医
師
に
よ
る
治
療
や

薬
剤
投
与
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
療
養
給
付
と
す

る
)
を
通
常
の
保
険
給
付
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

方
式
の
導
入
は
、
業
務
委
託
等
の
手
段
に
よ
り
医
師
等
を
制
度
内
に
組
み

込
ん
だ
給
付
シ
ス
テ
ム
の
形
成
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
で

は
、
こ
の
給
付
シ
ス
テ
ム
全
般
を
規
律
す
る
法
を
疾
病
保
険
制
度
の
中
で

も
特
に
金
庫
医
師
法
と
呼
称
し
、
や
や
特
殊
な
領
域
と
し
て
取
り
扱
っ
て

いマ。。本
稿
は
、
西
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
制
度
を
素
材
に
、
現
物
給
付
方
式
の

導
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
害
対
立
の
構
造
と
こ
れ
を
調
整
す
る
シ
ス
テ
ム

と
し
て
成
立
し
た
金
庫
医
師
法
を
歴
史
的
な
側
面
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
金
庫
医
師
法
は
疾
病
保
険
制
度
の
中
の

一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
内
容
も
か
な
り
複
雑
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
の
み
を
取
り
出
し
て
紹
介
す
る
に
は
論
述
上
不
都
合
が

生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
本
論
の
発
展
史
に

入
る
ま
え
に
ご
く
簡
単
に
現
行
制
度
を
概
観
し
、
そ
の
後
や
や
詳
し
く
金

庫
医
師
法
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

こ
れ
と
同
時
に
本
章
で
は
、
西
ド
イ
ツ
の
金
庫
医
師
法
と
、
わ
が
国
の

医
療
保
険
制
度
の
う
ち
で
こ
れ
に
相
当
す
る
部
分
と
の
比
較
対
照
を
こ
こ

ろ
み
る
。
こ
の
作
業
は
、
日
本
の
制
度
と
西
ド
イ
ツ
の
制
度
と
の
相
違
点

を
明
ら
か
に
し
、
か
っ
ド
イ
ツ
の
制
度
理
解
を
容
易
に
す
る
。
し
か
し
、

単
に
制
度
上
の
対
比
か
ら
だ
け
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
歴
史
研
究
を
素
材
と

し
て
保
険
診
療
の
背
後
に
あ
る
利
益
状
況
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
本
稿
の

意
図
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
部
分
で
は

さ
ら
に
、
金
庫
医
師
法
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
の
判
例
傾
向
を
紹
介
し
、
そ

こ
で
ど
の
よ
う
な
紛
争
当
事
者
の
利
益
が
議
論
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す

る。
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第
一
節
現
行
疾
病
保
険
制
度
の
概
観

第
一
款
被
保
険
者
の
範
囲

こ
こ
で
は
、
西
ド
イ
ツ
の
療
養
給
付
に
関
す
る
制
度
を
紹
介
す
る
ま
え

に
、
用
語
説
明
を
か
ね
て
、
現
行
疾
病
保
険
制
度
の
概
観
を
す
る
。
西
ド

イ
ツ
の
疾
病
保
険
制
度
は
、
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
と
同
様
に
、
単
一

の
制
度
で
は
な
く
複
数
の
制
度
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
制
度
の
基
本
構
造
は
ど
れ
も
同
じ
で
あ
る
た
め
、
以
下
、
現
行
法

の
な
か
で
も
一
般
的
な
「
ラ
イ
ヒ
保
険
法

(
H
E
n
F
2
R∞
W
E円
5
m
g丘目

ロ
ロ
門
戸
内
・
以
下

R
V
O
と
略
)
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
。

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
疾
病
保
険
(
穴
『
同
ロ
W
巾
ロ
話
『
回
一
円
宮
市

E
口
問
)
」
と
い



ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

う
場
合
、
い
わ
ゆ
る
社
会
保
険
と
し
て
の
保
律
上
の
疾
病
保
険
(
肉
2
2
N
Z
'

n
E
同『白ロ

w
g〈巾門的
-ny巾
E
口
問
)
と
民
間
の
疾
病
保
険
(
司
守
由
美
日
ロ
'

w
g〈巾『凹
-
n
y
m
E
口
問
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
各
保
険
に
加
入
す

る
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
全
人
口
に
対
す
る
割
合
は
、
一
九
八
八
年
一

O

月
現
在
で
前
者
が
約
九
二
%
で
あ
り
、
後
者
は
約
七
%
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
国
民
全
員
を
社
会

保
険
と
し
て
の
疾
病
保
険
に
強
制
加
入
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
国
民

皆
保
険
体
制
」
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
社
会
保
険
と
し
て
の

疾
病
保
険
の
み
を
と
り
あ
げ
る
の
で
、
民
間
の
疾
病
保
険
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
紹
介
の
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
な
る
。

法
律
上
の
疾
病
保
険
(
以
下
こ
れ
を
単
に
疾
病
保
険
と
す
る
)
は
、
そ

の
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
を
規
定
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、

法
律
上
ま
た
は
規
約
上
当
然
に
保
険
加
入
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
強
制
被
保

険
者
百

E
n
z
s
a
w
Zユ
巾
)
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
任
意
の
保
険
加

入
が
可
能
と
さ
れ
る
保
険
加
入
資
格
者
(
〈
角
田
一

S
R
Z口
問
号

R
R
Z
-
m
g
)

で
あ
る
。
前
者
の
範
鳴
に
含
ま
れ
る
の
は
、
使
用
者
と
使
用
関
係
(
回

2
・

n
E
E
m
g
m∞話『
E-E2)
に
あ
る
労
働
者
(
〉
号
巴
宮
司
)
の
全
員
と
保
険

料
算
定
報
酬
限
度
額
(
』
岳
話
器
号
巳

Z
2丘
-gm仲間
Z
E巾
)
の
七
五
%
を

超
え
な
い
収
入
を
得
て
い
る
職
員
(
〉
口
問
巾

am--芯
)
で
あ
り
、
後
者
に
含
ま

れ
る
の
は
こ
れ
を
超
え
る
収
入
を
得
る
職
員
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
労
働

者
と
職
員
の
両
概
念
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
近
年
こ
の
両
概

念
は
事
実
上
相
対
化
し
て
き
で
い
る
た
め
、
両
者
の
区
別
は
非
常
に
難
し

い
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
労
働
者
は
主
と
し
て
肉
体
的
な
労

務
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
職
員
は
知
的
な
労
務
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
款
保
険
者
と
監
督
行
政
庁

疾
病
保
険
の
運
営
を
担
当
す
る
保
険
担
当
機
関
(
〈
常
印

E
M
R
5
m回目

可
間
関
巾
『
)
は
、
「
疾
病
金
庫
(
同
『
白
ロ
W
巾ロ
-S凹
凹
巾
)
」
と
い
わ
れ
る
保
険
組
合
で

あ
る
。
こ
の
疾
病
金
庫
は
非
常
に
数
が
多
く
(
一
九
八
八
年
八
月
現
在
で
一

一
三
九
)
、
そ
の
種
類
も
多
様
で
あ
る
。

R
V
O
だ
け
で
も
、
つ
ぎ
の
四
つ

の
種
類
が
あ
る
。
第
一
は
、
地
区
行
政
区
域
ご
と
に
設
立
さ
れ
る
地
区
疾

病
金
庫
(
。
三
島

E
ロ
w
g
w問
団
団
巾
)
で
あ
り
、
こ
れ
が
加
入
者
全
体
の
四

五
%
を
対
象
と
し
て
い
る
。
第
二
は
、
一
定
以
上
の
事
業
規
模
を
有
す
る

企
業
ご
と
に
設
立
さ
れ
、
当
該
企
業
の
全
従
業
員
を
対
象
と
す
る
経
営
体

疾
病
金
庫
(
切
旦
立
与
田
可

s
w
g
r目
的
凹
巾
)
で
あ
る
。
第
三
は
、
こ
れ
も
一

定
数
以
上
の
組
合
員
の
存
在
を
要
件
と
す
る
同
業
組
合
ご
と
に
設
立
さ
れ

る
同
業
組
合
疾
病
金
庫
(
同
ロ
ロ
ロ
ロ
関
白

W
Eロ
w
g
w出
回
目
巾
)
で
あ
る
。
最
後
に
、

こ
れ
ら
の
金
庫
と
は
別
に
組
織
さ
れ
る
補
充
金
庫
(
肘
Z
巳
N
W
同
協
町
)
が
存

在
す
る
。
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こ
れ
ら
の
疾
病
金
庫
は
権
利
能
力
を
有
す
る
公
法
上
の
社
団
法
人

(穴

α弓
巾
吋
印
各
国

p
g
色
白

α
R
S
E
n
Zロ
mon宮
田
)
で
あ
り
、
保
険
運
営

に
必
要
な
内
部
組
織
に
よ
っ
て
自
主
的
に
そ
の
運
営
を
行
う
(
自
主
運

営
Hω
巴
冨
言
句
項
目

15m)
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
部
組
織
は
、
通
常
の

場
合
、
被
保
険
者
側
と
使
用
者
側
の
同
数
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
代
議
員

総
会
(
〈
句
可
2
2
E
5
5
Eロ
m)
と
理
事
会
(
〈
。
吋
凹
仲
田
口
弘
)
で
あ
る
。
代
議
員

総
会
の
構
成
員
は
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
推
薦
名
簿
(
〈
。

a
s
u
m
g印'

rcか
ら
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
こ
れ
は
六
年
ご
と
に
改
選
さ
れ
る
。

ま
た
、
理
事
会
の
構
成
員
は
、
代
議
員
総
会
の
構
成
員
か
ら
被
保
険
者
側

と
使
用
者
側
と
に
分
け
て
選
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
金
庫

の
業
務
を
遂
行
す
る
事
務
長
(
の
巾

R
E宮内
5
5吋
)
が
理
事
会
の
推
薦
に

基
づ
き
、
代
議
員
総
会
の
構
成
員
か
ら
選
出
さ
れ
る
。

疾
病
金
庫
に
お
け
る
自
主
運
営
組
織
の
最
も
重
要
な
事
務
は
、
疾
病
保

険
運
営
の
細
則
を
規
定
す
る
規
約
百
忠

NEm)の
作
成
・
変
更
で
あ
る
。

規
約
の
内
容
を
規
定
す
る

R
V
O
一
二
一
二
条
に
よ
れ
ば
、
給
付
の
種
類
お

よ
び
範
囲
(
二
号
)
や
保
険
料
の
額
お
よ
び
支
払
期
日
(
三
号
)
な
ど
、
被
保

険
者
の
権
利
義
務
に
直
接
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
こ
の
金
庫
規
約

に
よ
り
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
規
約
は
、
当
該
疾
病
金
庫
に

つ
き
管
轄
を
有
す
る
監
督
行
政
庁
の
認
可
を
必
要
と
し
、
公
示
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
疾
病
保
険
が
被
保
険

者
お
よ
び
使
用
者
の
代
表
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
疾
病
金
庫
の
自
主
運
営
に
も
、

R
V
O
な

ど
の
法
律
上
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
適
法
な
保

険
運
営
の
確
保
に
必
要
な
監
督
行
政
庁
(
〉
ロ
笠
円
宮
寄
与
α丘
叩
)
が
お
か

れ
て
い
る
。
こ
の
監
督
行
政
庁
は
、
つ
ぎ
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第

一
は
直
接
疾
病
金
庫
の
監
督
に
あ
た
る
保
険
局
(
〈
角
田
一

n
F
2
5
m
g
g
c

で
あ
り
、
第
二
は
各
ラ
ン
ト
の
法
律
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
上
級
保
険
局

3
Z
3
2包
n
y
q
g
m回
同

BH)
で
あ
り
、
第
三
は
連
邦
労
働
社
会
秩
序
大
臣

(∞

5
骨∞

B
E凹
H
R
B吋
〉
岳
町
山
門
戸

HEω
。
N
E
Z丘
ロ

E
m
・
以
下
連
邦
労

働
大
臣
と
略
)
の
も
と
に
あ
る
連
邦
保
険
局
(
∞

z
E
2
5
3
w
Z
Eロ
ma

sseで
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
監
督
行
政
庁
の
権
限
な
ら
び
に
組
織
構
造
に
関
し
て
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
連
邦
保
険
局
は
他
の
二
つ
の
保
険
局
の
上
級

行
政
庁
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
保
険
に
対
す

る
監
督
は
連
邦
直
轄
の
も
の
(
例
え
ば
連
邦
鉱
山
労
働
者
組
合
)
を
除
き
、

原
則
と
し
て
ラ
ン
ト
法
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

連
邦
保
険
局
は
一
般
の
疾
病
金
庫
に
対
す
る
監
督
権
限
も
、
上
級
保
険
局

等
に
対
す
る
指
揮
命
令
権
も
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

保
険
局
を
は
じ
め
と
す
る
監
督
行
政
庁
は
主
に
業
務
と
経
理
の
監
督
を



行
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
疾
病
金
庫
に
対
し
て
当
該
金
庫
の
な
し
た
違
法

な
状
態
の
排
除
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
監
督
行
政
庁
よ

り
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
対
し
て
は
、
社
会
裁
判
所

(ωONE-mqwZ)
へ

の
出
訴
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
監
督
行
政
庁
は
、
被
保
険
者
等
が
疾
病
保

険
に
関
し
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
に
必
要
な
前
置
手
続
(
〈

R
Zえ白・

(
お
)

可
2
・
日
本
で
い
う
不
服
審
査
)
も
行
う
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

第
三
款
給
付
と
拠
出

最
後
に
、
西
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
制
度
が
被
保
険
者
に
対
し
て
保
障
し
て

い
る
給
付
の
内
容
と
、
給
付
を
支
え
る
財
源
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。
給
付
内
容
と
い
う
面
か
ら
、
西
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
制

度
と
わ
が
国
の
医
療
保
険
と
を
比
較
し
て
み
た
場
合
、
西
ド
イ
ツ
の
方
が

は
る
か
に
優
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
わ
が
国
に

お
い
て
通
常
給
付
と
さ
れ
て
い
な
い
、
健
康
診
断
や
出
産
扶
助
が
通
常
給

付
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
そ
の
優
劣
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
療

養
給
付
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
、
そ
れ
以
外
の
給
付

に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

疾
病
保
険
に
よ
る
給
付
は
、
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
基
本
的
な
給
付

と
し
て
の
通
常
給
付
(
河
巾
官

--amE口
問
)
と
、
あ
く
ま
で
も
法
律
が
許
容

す
る
範
囲
で
の
み
許
さ
れ
る
付
加
給
付
(
冨
巾
冒

-amE口
問
)
と
に
分
け
ら

れ
る
。
後
者
は
本
節
第
二
款
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
各
疾
病
金
庫
の
規
約

に
基
づ
い
て
給
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
監
督
行
政
庁
の
認
可

を
必
要
と
す
る
。

R
V
O
に
よ
り
通
常
給
付
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も

の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
九
七
一
年
の

R
V
O改
正
に
よ
り

新

た

に

通

常

給

付

に

加

え

ら

れ

た

疾

病

の

早

期

発

見

措

置

(
冨
由
民
ロ
田
町
B
巾ロ

NC吋
司
呂
町

q
w
gロ
ロ
ロ
閃
〈
。
ロ
穴
E
D
w
g
F
a
gロ
)
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
四
歳
児
の
予
防
検
診
、
男
性
四
五
歳
、
女
性
三

O
歳
か

ら
認
め
ら
れ
る
癌
検
診
が
含
ま
れ
、
そ
の
他
に
連
邦
労
働
大
臣
が
法
規
命

令

(
m
R
Z
2
2。
丘
ロ
ロ
ロ
閃
)
で
定
め
る
検
診
も
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。つ

ぎ
に
、
疾
病
時
の
稼
得
保
障
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
疾
病
手
当
金

(関門白ロ

wgmmE)
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

R
V
O
一
八
二
条
は
、

被
保
険
者
の
疾
病
時
に
お
け
る
給
付
と
し
て
、
後
述
す
る
療
養
の
給
付

(同

E
ロ
w
g
U
2
m
m巾
)
と
疾
病
手
当
金
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
疾
病
手
当

金
請
求
権
は
、
通
常
、
疾
病
時
に
お
け
る
賃
金
継
続
支
払
期
間
で
あ
る
六

週
間
が
経
過
し
た
後
に
発
生
し
、
労
働
不
能
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
医
師

が
確
定
す
る
こ
と
を
そ
の
要
件
と
し
て
い
針
「
な
お
、
疾
病
手
当
金
の
額

は
、
当
該
被
保
険
者
の
通
常
賃
金
(
河
巾
mo--oy口
町
)
、
す
な
わ
ち

R
V
O
一

八
O
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
た
賃
金
額
、
の
八

O
%で
あ
る
。
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疾
病
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
保
障
の
他
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
給
付
も
通
常

給
付
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
出
産
時
に
お
け
る
稼
得
保
障
と
治
療
お
よ

び
薬
剤
等
の
保
障
と
を
含
ん
だ
出
産
扶
助
給
付
(
宮
ロ
ロ

R
R
E同一仲間
E
E、

妊
娠
中
絶
に
関
す
る
刑
法
の
改
正
と
関
連
し
て
一
九
七
五
年
に
新
た
に
加

え
ら
れ
た
特
別
扶
助
給
付

(ωoロ
在
官
臣
民
巾
)
、
そ
し
て
被
保
険
者
の
死

亡
に
つ
き
支
給
さ
れ
る
死
亡
手
当
金

G
Z
5
a巾
亙
)
な
ど
が
存
在
し
て

い
る
。最

後
に
、
こ
れ
ら
の
給
付
を
支
え
る
財
源
に
つ
い
て
、

ド
イ
ツ
の
場
合
、
疾
病
保
険
財
源
は
労
使
折
半
に
よ
る
拠
出
金
に
よ
り
ほ

ぼ
全
額
が
(
九
六
%
)
ま
か
な
わ
れ
て
お
り
、
国
庫
補
助
金
の
占
め
る
割
合

は
非
常
に
少
な
い
(
三
%
)
。
ま
た
、
拠
出
金
率
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

各
疾
病
金
庫
の
規
約
に
よ
り
独
自
に
設
定
さ
れ
る
し
く
み
が
採
用
さ
れ
て

い
る
た
め
、
多
少
ぱ
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
平
均
は
二
了

九
%
で
あ
お
v

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
財
源
が
ほ
ぼ
全
額
拠
出
金

に
ま
か
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
決
算
や
拠
出
金
率
の
決
定
も
各
疾
病
金
庫

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
近
年
で
は
、
金
庫
聞

の
拠
出
金
率
の
格
差
と
、
医
療
費
の
増
大
に
伴
う
負
担
増
に
よ
る
保
険
財

源
の
圧
迫
が
問
題
化
し
て
お
り
、
政
策
的
に
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

み
て
い
こ
う
。

1 

疾
病
保
険
に
限
ら
ず
、
西
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
制
度
は
保
険
の

対
象
者
ご
と
に
存
在
す
る
複
数
の
制
度
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い

る
。
因
み
に
、
疾
病
保
険
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
R

V
O
の
他
に
、
自
営
農
家
疾
病
保
険
法
(
の
巾
認
定

5
2門
出
巾
穴
『
田
口
a

w巾ロ〈巾吋∞
-ny巾】
1
Z
D
m

仏
巾
門
戸
同
口
弘
司
町
芯
w

∞
の
∞
-

H

H

由、吋

N
ω
-

Eωω
・
)
、
ラ
イ
ヒ
鉱
山
労
働
者
組
合
法
(
河
包
n
z
w
s
u
u
m
n
g
p
m
e

m
沼田巾

F
∞
の
盟
H

E

N

∞
ω・
起
き
、
芸
術
家
社
会
保
険
法
(
関
口
ロ
'

田己巾吋由。
N
E】〈巾吋∞
-nF巾『ロロ
m印肉巾印
2N-
∞
の
回
目

H

H

窓口

ω・一三)日・)

な
ど
が
あ
る
。
社
会
保
障
法
関
係
法
規
の
こ
の
よ
う
な
散
在
に

よ
っ
て
生
じ
る
受
給
権
者
の
と
ま
ど
い
を
な
く
す
た
め
に
、
い
わ

ゆ
る
社
会
法
典

a
s
u
-
m
2
2
N
E
n
v・
以
下
S
B
G
と
略
)
に
よ

る
統
一
法
典
化
が
現
在
進
行
中
で
あ
る
。
こ
の

S
B
G
に
関
し
て

は
、
上
村
学
寸
西
ド
イ
ツ
社
会
保
障
法
の
動
向
L

『
創
価
法
学
』
四

巻
三
号
(
一
九
七
五
年
二
頁
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ギ
ツ
タ

l
(佐

藤
昭
夫
/
滝
沢
仁
唱
訳
)
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
社
会
法

の
法
典
化
」
早
稲
田
大
学
『
比
較
法
学
』
一
四
巻
二
号
(
一
九
八

O

年
ご
三
一
頁
等
を
参
照
。

R
V
O
の
各
条
文
に
つ
い
て
は
、
少
々
古
い
が
、
有
泉
亨
監
修
・

健
康
保
険
連
合
会
編
・
海
外
社
会
保
障
法
制
研
究
会
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
社
会
保
障
法
』
(
一
九
七
七
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
)
一
五
七

北法40(3・280)752
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3 

頁
以
下
に
邦
訳
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
出

am-
〈
-
E
2
2

関門白
ZMLS℃
同
¥
の
ロ
ロ
円
宮
町
同
l
ω
n
y吋
O巾
仏
叩
門
司
ユ
ロ
丹
N
m
p
ω
O
N一色巾

穴『同ロ}内巾ロ〈巾吋回目門町巾円ロロ
m
関
OBB-N-KFCE--(ハ
リ
・
出
回
巾
円
}p

zg)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
条
文
を
参
照
し
た
。

d
〈。再開
g
m
E
R
R
-
ω
。
N
U
-
z
n
y
G
-
〉
ロ
戸
(
円
・
国
-
F
n
F

】由∞品)・

ω・A
H
H

一町内・

健
康
保
険
組
合
連
合
会
編
『
社
会
保
障
年
鑑
一
九
八
八
年
版
』

二
九
八
八
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
)
二
四
五
頁
。
な
お
、
社
会
保

障
研
究
所
編
『
西
ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
』
(
一
九
八
九
年
、
東
大
出

版
会
)
一
九
七
頁
以
下
(
石
本
忠
義
執
筆
部
分
)
に
よ
れ
ば
、
近

年
、
民
間
疾
病
保
険
へ
の
加
入
者
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

〈
関
戸
の

x
g
p
白・白・
0
・・

ω・印∞町内・

。一昨件
R
-
白・白・
0
・wω
・
2
・
な
お
、

R
V
O
一
六
五
条
一
項
二
号
参

照。

4 5 6 7 

〈
m-・の芹円四同
J

白・白・
0
・・

ω・品]戸内・

社
会
保
障
研
究
所
編
前
掲
注

(
4
)
一
九
四
頁
参
照
。

R
V
O
二
二
五
条
一
項
、
ニ
二
六
条
以
下
参
照
。

R
V
O
二
二
五
条
一
項
、
二
四
五
条
以
下
参
照
。

R
V
O
二
二
五
条
一
項
、
二
五

O
条
以
下
参
照
。
な
お
、
こ
の

8 (9) 

(
叩
)

(U) 

疾
病
金
庫
に
つ
い
て
は
、
以
下
イ
ン
ヌ
ン
グ
疾
病
金
庫
と
呼
称
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ン
ヌ
ン
グ
(
同
ロ
ロ
ロ
ロ
肉
)
と
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ

ン
・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
改
革
に
は
じ
ま
る
一
連
の
営
業
政
策
の
結

果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
業
組
合
的
な
側
面
を
有
す

る
も
の
の
、
わ
が
国
に
お
け
る
同
業
組
合
組
織
と
必
ず
し
も
性
質

的
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ン
ヌ
ン

グ
に
つ
き
紹
介
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
八
林
秀
一
寸
一
八
七

0

年
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
徒
弟
制
度
の
再
編
」
岡
田
与
好
編
『
一
九

世
紀
の
諸
改
革
』
(
一
九
七
九
年
、
木
鐸
社
二
九
九
頁
以
下
所
収
、

同
「
ド
イ
ツ
帝
政
期
に
お
け
る
手
工
業
者
「
保
護
」
と
イ
ン
ヌ
ン

グ
「
復
活
」
に
つ
い
て
」
岡
田
与
好
編
『
現
代
国
家
の
歴
史
的
源

流
』
(
一
九
八
二
年
、
東
大
出
版
会
)
一
一
三
頁
以
下
所
収
が
あ
る

の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(ロ
)
R
V
O
五
O
四
条
以
下
参
照
。

(
日
)
田
町
一
ヨ
副
司
∞
g
u
J
ω
O
N
E
-
z
n
Z
印
・
〉
え
]
ニ
(
〉
R
B
S
F
P
Rロ巾戸

邑∞由)喝

ω・口∞一回内『田口間}向。
1
・出・白・
0
・wω
・
8
同
・
な
お
、

S
G
B
W

二
九
条
一
項
を
参
照
。

(
H
)

い
わ
ゆ
る

R
V
O金
庫
、
す
な
わ
ち
地
区
、
経
営
体
お
よ
び
イ

ン
ヌ
ン
グ
疾
病
金
庫
以
外
の
金
庫
に
つ
い
て
は
、
異
な
っ
た
取
扱

北法40(3・281)753
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い
が
な
さ
れ
る

(
S
G
B
W
四
四
条
参
照
)
。
〈
m
F
C
R
R
F
白・同・

。・・

ω
∞ω
・

(
日
)

E
4・白・白・
0
・・
ω・
口
∞
・
一
番
最
近
の
選
挙
は
一
九
八
六
年
に
行

わ
れ
た
。

(日
)
S
G
B
W
四
六
条
、
五
二
条
を
参
照
。
な
お
、
金
庫
理
事
会
、

代
議
員
総
会
の
構
成
員
は
、
い
わ
ゆ
る
名
誉
職
と
し
て

(
各
日
ロ
同
ヨ
己
WY)
取
り
扱
わ
れ
る

(
S
G
B
W
四
O
条)。

(汀

)
S
G
B
N
三
六
条
参
照
。

(
四
)
盟
巾
M
J

白・白

0
・
ω・口申・

(
叩
)
〈
関
戸
烈
『
白
ロ
印
r
o
-
-
M
F白・
0
・・

ω・吋
N
R
な
お
、

S
G
B
W
三
四

条
を
参
照
。

(
却
)

(
幻
)

(
詑
)

S
G
B
W
八
七
条
以
下
を
参
照
。

S
G
B
W
九
一
条
。
〈
包
・
関

E
5
r
。1
・白・白・
0
・・
ω-NCOR-

〈
m-・同
E
E
W
O同)戸白血・
0
・w

∞-
N
H
0
・
こ
の
こ
と
は
、
社
会
保
険

立
法
が
ボ
ン
基
本
法
(
以
下
G
G
と
略
)
七
四
条
に
い
う
い
わ
ゆ
る

連
邦
の
競
合
的
立
法
権
限

E
g
w
o号
R
E
R
g骨
の

2
2
N
'

mmσ
ロロ
m∞
吋
叩
円
宮
)
に
属
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ

の
連
邦
の
競
合
的
立
法
権
限
と
は
、
連
邦
法
に
よ
る
統
一
的
な
規

律
が
必
要
と
な
る
限
り
で
連
邦
が
有
す
る
立
法
権
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
ラ
ン
ト
法
律
が
優
先
す
る
。
そ
の
た

め
、
疾
病
金
庫
の
自
主
運
営
に
対
す
る
監
督
組
織
に
つ
い
て
は
、

各
ラ
ン
ト
の
立
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
幻
)
〈
包
・
同
叶
出
口
凹
wo--
白・同・

9
・
ω-H由民間・
S
G
B
W
八
八
条
お
よ

び
八
九
条
。

(
担
)
な
お
、
社
会
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
清
野
幾
久
子
「
西
ド
イ
ツ

社
会
裁
判
所
」
『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
(
法
学
)
』
二
三
巻
一
号

こ
九
八
六
年
)
一
二
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
社
会
裁
判
法

(ω

。N
E
m巾ユ
n
v
g
m巾
g
R・
以
下
S
G
G
と
略
こ

条
お
よ
び
社
会
裁
判
権

G
O
N
E
-
m巾
ユ
円
宮
島
田
昇
包
門
)
へ
の
出
訴
の

途

(

閉

山

2
y
g
d司
巾
ぬ
)
に
つ
き
規
定
す
る
S
G
G
五
一
条
等
を
参
照
。

〈
也
』
巾
ロ
印
昌
司
可
巾
『
戸
白
色
巾
項
目
m
-
ω

。NE-m巾『
-ny仲間問巾印巾同
N

開
。

5
5・
ω
・〉ロ巴・・

(
(
U

・
国
-
∞
巾
n
w
E∞吋
)wω
・]片岡ニ

ω・呂町内・

(初

)
S
G
G
七
八
条
以
下
、
な
ら
び
に

S
G
B
X
六
二
条
お
よ
び
六

三
条
を
参
照
。

〈
m
F
C
R
Z
F
白・白・
0
・・

ω・品市町・

R
V
O
一
八
一
条
以
下
を
参
照
。
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(
幻
)

(
却
)

(
却
)
の
-
2
R噌白・白・
0
・・

ω・由由・

(
却
)
の

E
R
w
白田・
0
・
ω・
ロ
・
こ
の
六
週
間
と
い
う
期
間
は
、
使
用
者

に
対
し
被
用
者
の
疾
病
時
に
お
け
る
賃
金
の
継
続
支
払
義
務
を
規

定
し
た
賃
金
継
続
支
払
法
(
戸
岳
民

2
R与
-5官
官
認
定
)
一
条
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一項、

B
G
B
六
一
六
条
、

H
G
B
六
三
条
、

G
e
w
O
二
三
二

条

c
の
支
払
期
間
に
対
応
し
て
い
る
。

(剖

)
R
V
O
一
八
二
条
を
参
照
。
〈
包
・
の
宮
町
戸
田
・
白
・
0
・w
ω
-
S
R
一

同ハ
E
E
W
O円)戸出・白・。・・
ω
-
H
E
R

(沼

)
R
V
O
一
八
二
条
四
項
を
参
照
。
〈
包
・

2
R
R噌白・白・
0
・・
ω・
3
・

(
お
)
〈
包

-cxzh
白・白・
0
・・
ω・
3
R
R
V
O
一
九
五
条
以
下
。
こ
の

う
ち
、
稼
得
保
障
に
資
す
る
出
産
手
当
金
は
出
産
前
六
週
間
か
ら

出
産
後
八
週
間
ま
で
給
付
さ
れ
る
。

(
担
)
〈
包
・

2
2
2・白・白()・噂
ω
a
R
R
V
O
二
O
O条
e
。
こ
れ
は
、

刑
法
改
正
に
よ
り
合
法
と
さ
れ
た
措
置
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
妊
娠
中
絶
ま
た
は
産
児
制
限
に
関
す
る
医
師
の
助
言

等
に
要
す
る
費
用
が
新
た
に
疾
病
保
険
給
付
の
対
象
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

〈
mu・
2
2
m
n
担問・
0
・
ω・叶由民・
R
V
O
二
O
一
条
以
下
。

社
会
保
障
研
究
所
編
前
掲
注
(
4
)
一
九
一
頁
以
下
。
〈
m--
合
同
-

R
『・白・白・。・・

ω・∞
N

・
な
お
、
被
保
険
者
の
月
収
が
年
金
保
険
に
い

う
と
こ
ろ
の
保
険
料
算
定
報
酬
限
度
額
の
一

O
分
の
一
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
全
額
使
用
者
拠
出
と
な
る

(
R
V
O
三
八
一
条
一

項
参
照
)
。

(
幻
)
社
会
保
障
研
究
所
編
前
掲
注
(
4
)
一
九
二
頁
。

36 35 

(

お

)

〈

m--
巧
O
R
m
国語
2
2
2・
5
0
』
同
町
日
開
巾

m
z
a巾
円

Z
F
2・

wmロ
〈
巾
司
由
一
円
}
回
巾
門
戸
】
ロ

m
L口
一
同
州
円
〈
冨
∞
H

ω

N
由
N
町
内
・

(
却
)
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
年
の
疾
病
保
険
制
度
改
革
等
に
つ
い
て

は
、
社
会
保
障
研
究
所
編
前
掲
注

(
4
)
二
O
二
頁
以
下
を
参
照
。

第
二
節
療
養
給
付
と
金
庫
医
師
法

第
一
款
わ
が
国
に
お
け
る
療
養
給
付
の
仕
組
み

西
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
被
保
険
者
に
対
し
て
保

険
者
が
現
物
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
給
付
す
る
義
務
を
直
接
負
う
、
い
わ
ゆ

る
「
現
物
給
付
原
則

(
Z
巳
ZE--包
凹

E
ロ
想
胃
ENe)
」
を
採
用
し
て
い
る

(
R
V
O
一
八
二
条
一
項
一
号
)
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
の
採
用
は
直
接
、

外
部
委
託
に
よ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
実
施
に
結
び
つ
く
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
保
険
者
が
医
療
技
術
な
い
し
施
設
を
保
有
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
保
険
者
が
直
接
被
保
険
者
に
対
し
て
給
付
義
務
を
履
行
す

る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
西
ド
イ
ツ

に
お
い
て
も
、
保
険
者
が
通
常
こ
の
よ
う
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
い

と
い
う
事
情
が
あ
る
た
め
、
療
養
給
付
の
実
施
は
開
業
医
そ
の
他
の
医
療

機
関
に
委
託
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
わ
が
国
の
法
制
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
健
康
保

険
法
(
以
下
健
保
法
と
略
)
を
は
じ
め
と
す
る
わ
が
国
の
医
療
保
険
制

北法40(3・283)755
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度
は
、
法
所
定
の
手
続
を
経
た
医
療
機
関
お
よ
び
医
師
に
療
養
給
付
の
実

施
を
委
託
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
療
養
給
付
の
取
扱
い
を
希
望
す
る
医

療
機
関
な
い
し
医
師
が
直
接
保
険
者
に
で
は
な
く
、
保
険
者
を
監
督
す
る

都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
そ
の
旨
を
申
請
し
、
知
事
の
申
請
の
受
理
ま
た

は
指
定
処
分
に
よ
っ
て
療
養
給
付
の
実
施
委
託
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
療
養
給
付
の
取
扱
い
を
許
さ
れ
た
医
療
機
関
な
い
し

医
師
を
保
険
医
療
機
関
ま
た
は
保
険
医
と
い
い
、
こ
れ
ら
は
知
事
に
よ
る

処
分
の
時
点
か
ら
知
事
の
監
督
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。

知
事
の
処
分
に
よ
り
成
立
す
る
、
保
険
者
と
医
療
機
関
な
い
し
医
師
と

の
法
律
関
係
は
、
判
例
上
「
医
療
機
関
に
対
す
る
療
養
の
給
付
と
い
う
委

託
を
目
的
と
し
た
公
法
上
の
準
委
任
契
約
」
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
発
生
す
る
具
体
的
な
法
律
問
題
も
ほ
ぽ
こ
の
理
解
を
べ

l
ス
に
し
て

処
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
険
医
療
機
関
な
い
し
保
険

医
は
こ
の
委
託
契
約
に
基
づ
き
被
保
険
者
に
対
し
て
治
療
行
為
す
な
わ
ち

療
養
給
付
を
な
し
、
そ
れ
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
報
酬
を
保
険
者
か
ら
受

け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
療
養
給
付
と
い
っ
て
も
保
険
給
付
の
ひ
と
つ
と

し
て
な
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
内
容
に
は
一
定
の
制
限
が
あ
る
た
め
、
保
険

者
が
保
険
医
療
機
関
等
に
費
用
報
酬
を
支
払
う
際
に
は
、
医
療
機
関
側
の

請
求
が
真
に
こ
の
制
限
の
中
に
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
必
要
が
生
じ

久
v

。

医
療
の
大
部
分
が
医
療
保
険
に
よ
り
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
わ

が
国
で
は
、
医
療
機
関
側
か
ら
の
費
用
報
酬
請
求
が
大
量
に
発
生
し
、
そ

の
迅
速
か
つ
統
一
的
な
処
理
の
必
要
性
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
務
処
理
は

個
々
の
保
険
者
で
は
な
く
、
別
個
の
組
織
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
組
織
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
金
な
い
し
連
合
会
は
、
報
酬
請
求
に

か
か
る
審
査
支
払
事
務
を
、
保
険
者
か
ら
の
審
査
支
払
委
託
に
関
す
る
「
公

法
上
の
契
約
」
に
基
づ
き
実
施
す
る
。
そ
の
主
要
な
事
務
の
内
容
は
、
医

療
機
関
か
ら
送
付
さ
れ
る
診
療
報
酬
請
求
明
細
書
(
レ
セ
プ
ト
)
が
療
養
給

付
の
内
容
に
関
す
る
基
準
、
す
な
わ
ち
「
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療

養
担
当
規
則
(
以
下
療
養
担
当
規
則
と
略
)
L

に
適
合
す
る
か
否
か
を
審
査

し
、
審
査
を
通
過
し
た
請
求
に
つ
き
報
酬
を
支
払
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
審
査
の
結
果
、
療
養
担
当
規
則
に
適
合
し
な
い
と
さ
れ
た
請
求
に

つ
い
て
は
、
医
療
保
険
各
法
に
基
づ
く
療
養
給
付
と
認
め
ら
れ
ず
、
請
求

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
減
額
す
る
と
い
う
減
点
措
置
が
と
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
こ
れ
ら
の
基
金
な
い
し
連
合
会
が
実
際
の
保
険
運
営
に
お
い
て
有

す
る
ウ
ェ
イ
ト
は
非
常
に
大
き
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ぎ
に
、

今
ま
で
紹
介
し
て
き
た
わ
が
国
の
療
養
給
付
の
実
施
に
関
す
る
制
度
を
念

頭
に
お
き
な
が
ら
、
西
ド
イ
ツ
で
は
ど
の
よ
う
な
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い

る
し
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

し
か
し
、

北法40(3・284)756
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第
二
款
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
療
養
給
付
の
仕
組
み
(
組
織
)

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、

R
V
O
一
八
二
条
一
項
一
号
所
定
の
療
養
給

付
(
穴
円
白
ロ
W
巾ロ
U
2
a
巾
)
の
実
施
に
つ
い
て
、
保
険
者
で
あ
る
疾
病
金
庫
が

医
療
機
関
に
で
は
な
く
、
医
師
、
病
院
な
ら
び
に
薬
剤
師
の
そ
れ
ぞ
れ
に

委
託
す
る
と
い
う
点
以
外
、
原
則
的
に
は
わ
が
国
と
異
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
は
、
病
院
と
薬
剤
師
に
対
す
る
委
託
の
方
式
が
医
師
に
対
す
る
そ
れ
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
医
師
に
つ
い
て
の
み
紹
介
す
る
。

疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
聞
に
存
す
る
、
療
養
給
付
の
実
施
に
か
か
る
委

託
関
係
を
規
律
す
る
法
制
度
一
般
を
、
西
ド
イ
ツ
で
は
特
に
「
金
庫
医
師

法
(
町
内
問
団
由
自
由
ロ
可
巾
n
F
同
)
」
と
呼
称
し
、
独
自
の
法
領
域
と
し
て
取
り

扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
な
歴
史
的
沿
革
に
由
来
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
と
同
様
に
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
療
養
給
付
の
実
施
に
か
か
る
業
務
委
託
は
、
聞
に
社
会

保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
も
し
く
は
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
介
在

さ
せ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
保
険
者
と
個
々
の
保
険
医
療
機
関
と
の
間

で
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
保
険
者
と
委
託
関
係

に
あ
る
の
は
、
個
別
の
医
師
で
は
な
く
、
医
師
の
組
織
で
あ
る
。
こ
の
組

織
を
金
庫
医
師
協
会
(
同
国
凹
印

g
出

R
E
n
Z
〈
R
巾
E
m
g
m
)
と
い
い

(
R

V
O
三
六
八
条
k
)
、
R
V
O
一
八
二
条
所
定
の
療
養
給
付
の
取
扱
い
を
許

可
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
金
庫
医
師
(
同
国

m
g野
洋
巾
)
は
許
可
と
同
時
に
同
協

会
の
構
成
員
に
な
る
。

こ
の
金
庫
医
師
協
会
は
、
わ
が
国
の
医
師
会
に
相
当
す
る
同
R
R
W白
5
・

5
q
と
は
別
個
に
、
被
保
険
者
に
対
す
る
療
養
給
付
の
保
障
と
実
施
を

目
的
と
し
た
公
法
上
の
社
団
法
人
と
し
て
、
金
庫
医
師
に
よ
り
各
ラ
ン
ト

ご
と
に
結
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
協
会
の
主
な
業
務
は
、
業
務
委

託
の
相
手
方
で
あ
る
保
険
者
団
体
と
の
契
約
締
結
お
よ
び
そ
の
内
容
に
関

す
る
協
議
、
保
険
者
団
体
か
ら
の
診
療
報
酬
の
受
取
お
よ
び
報
酬
の
医
師

た
ち
へ
の
分
配
、
な
ら
び
に
金
庫
医
師
任
用
の
許
可
へ
の
関
与
等
で
あ

る
。
そ
し
て
、
金
庫
医
師
協
会
は
こ
れ
ら
の
業
務
を
遂
行
す
る
の
に
必
要

な
内
部
組
織
、
す
な
わ
ち
代
議
員
総
会
(
〈
巾
ユ

Z
Z
2
2
E
B
B
-
g
m
)
や

理
事
会
(
〈
C
門
広
告
仏
)
を
構
成
員
た
る
金
庫
医
師
の
中
か
ら
選
出
し
、
業

務
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
金
庫
医
師
協
会
の
相
手
方
と
な
る
の
は
、
個
々
の
疾
病
金
庫
で
は

な
く
、
各
ラ
ン
ト
ご
と
に
結
成
さ
れ
る
疾
病
金
庫
の
ラ
ン
ト
連
合
会

(
戸
自
色
町
田
〈
巾
円
σ白
ロ
仏
己
負
同
日
ロ
-
お
ロ
}
向
山
田
凹
巾
ロ
)
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
連
合
会

も
ま
た
、
金
庫
医
師
協
会
と
同
様
に
、
公
法
上
の
社
団
法
人
で
あ
り
、
業

務
執
行
に
必
要
な
内
部
組
織
を
有
し
て
い
る
。
連
合
会
の
主
た
る
業
務
は
、

金
庫
医
師
任
用
の
許
可
へ
の
関
与
、
金
庫
医
師
協
会
と
の
間
の
療
養
給
付

実
施
に
か
か
る
契
約
締
結
お
よ
び
そ
の
準
備
、
な
ら
び
に
金
庫
医
師
協
会

へ
の
診
療
報
酬
の
支
払
い
等
で
あ
る
。

北法40(3・285)757
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こ
の
他
、
金
庫
医
師
協
会
お
よ
び
ラ
ン
ト
連
合
会
双
方
の
連
邦
レ
ベ
ル

で
の
組
織
で
あ
る
、
連
邦
金
庫
医
師
協
会
(
同

E
Rロ
同
日

E
n
Z
∞

E'

号
者
向
巾

E
宮
口
閃
)
と
、
疾
病
金
庫
連
邦
連
合
会
(
∞

E
仏何回

4
R
E
E
骨可

欠
日
ロ
}
内
巾
ロ
}
内
出
回
目
巾
ロ
)
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル
で
締

結
さ
れ
る
療
養
給
付
実
施
委
託
契
約
の
外
枠
を
設
定
す
る
。
な
お
、
今
述

べ
た
四
種
の
団
体
に
対
す
る
監
督
は
、
金
庫
医
師
協
会
と
ラ
ン
ト
連
合
会

に
つ
い
て
は
社
会
保
険
を
所
管
す
る
各
ラ
ン
ト
の
最
上
級
行
政
官
庁
が
、

連
邦
金
庫
医
師
協
会
と
連
邦
連
合
会
に
つ
い
て
は
連
邦
労
働
大
臣
が
行
っ

て
い
る
。

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
療
養
給
付
の
仕
組
み
(
運
営
)

今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
の
金
庫
医
師
法
は
、
疾
病
金
庫

と
金
庫
医
師
と
の
聞
に
双
方
を
代
表
す
る
こ
つ
の
団
体
を
介
在
さ
せ
る
と

い
う
仕
組
み
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
を
運
営
の

面
す
な
わ
ち
委
託
と
い
う
法
関
係
の
面
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
日
本
で
い
う
保
険
医
の
指
定
に
あ
た
る
金
庫
医
師
の
許
可

(
N
E
白
留
ロ
ロ
m)
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

R
V
O
三
六
八
条

a
に
よ
れ
ば
、

療
養
給
付
の
取
扱
い
を
希
望
す
る
医
師
は
各
ラ
ン
ト
の
金
庫
医
師
協
会
が

作
成
す
る
登
録
簿
(
〉

R
8
5
m
g
R吋
)
に
登
録
さ
れ
た
後
に
、
金
庫
医
師
の

許
可
に
つ
き
権
限
を
有
す
る
許
可
委
員
会

(Nc-BEロ
宮

E
E円
宮
田
)
に

第
三
款

そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
許
可
委
員
会
は
金
庫
医
師

協
会
お
よ
び
ラ
ン
ト
連
合
会
か
ら
任
命
さ
れ
た
同
数
の
委
員
に
よ
り
構
成

さ
れ
、
金
庫
医
師
の
許
可
を
多
数
決
で
決
定
す
る
。
な
お
、
こ
の
委
員
会

は
二
審
制
で
、
許
可
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
上
訴
委

員
会
(
∞

q
三
口
口
問
的
問
己
出
回
門
町
ロ
ロ
)
に
不
服
申
立
が
で
き
、
さ
ら
に
不
服
の

あ
る
場
合
に
は
社
会
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
連
邦
の

レ
ベ
ル
で
締
結
さ
れ
る
連
邦
基
本
契
約
(
∞

5
仏
2
5同
三
巴
話
三

Em)
と

各
ラ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
で
締
結
さ
れ
る
総
契
約
(
の
巾

S
E守
巾

3
3ぬ
)
と
が
存

在
す
る
。
前
者
は
、
連
邦
金
庫
医
師
協
会
と
疾
病
金
庫
の
連
邦
連
合
会
と

の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
主
に
金
庫
医
師
と
被
保

険
者
と
の
聞
の
義
務
(
例
え
ば
金
庫
医
師
の
診
断
書
の
開
示
義
務
や
被
保

険
者
の
疾
病
票
表
示
義
務
な
ど
)
に
つ
い
て
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
の
総

契
約
は
金
庫
医
師
協
会
と
ラ
ン
ト
連
合
会
と
の
間
で
締
結
さ
れ
、
そ
の
内

容
は
診
療
報
酬
の
具
体
的
な
算
定
方
市
)
や
支
払
い
額
等
で
あ
お

P

こ
れ
ら
の
契
約
は
公
法
上
の
契
約

(
α
R
B
E
n
v
l
z
n
z
z
n
v
g
〈

q-

可
血
肉
)
で
あ
り
、
そ
の
効
果
と
し
て
労
働
法
に
い
う
賃
金
協
約
(
吋

R
・

5
、m-
ユ
gm)
類
似
の
規
範
的
効
力
宮
司
自
白
江
戸
、
巾
君
主
自
口
町
)
を
有
す
る
。

そ
の
た
め
、
契
約
当
事
者
た
る
団
体
と
そ
の
構
成
員
は
こ
れ
ら
の
契
約
規

範
に
拘
束
さ
れ
、
総
契
約
の
具
体
的
内
容
も
ま
た
そ
の
上
位
規
範
で
あ
る

北法40(3・286)758
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連
邦
基
本
契
約
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
療
養
給
付
の
実
施
委
託
の
法
関
係

は
、
原
則
的
に
疾
病
金
庫
側
と
医
師
側
の
合
意
を
基
礎
と
し
た
諸
契
約
に

よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
金
庫
医
師
法
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
運
営
形
態
は
、
疾
病
金
庫
の
業
務
運
営
が
被
保
険
者
お
よ
び
使
用
者

と
い
う
関
係
当
事
者
に
よ
り
直
接
運
営
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
自
主
運

営

(ω
巳
σ凹
2
2岩田
-Z口
問
)
が
医
師
側
と
の
共
同
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
「
共
同
自
主
運
営
(
∞

g
g
-
g
g巾
ω叩
5
2〈巾吋羽田一門戸己記)」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
運
営
形
態
に
お
け
る
当
事
者
間
の
合

意
は
完
全
な
自
由
で
は
な
く
、
社
会
保
険
と
し
て
の
疾
病
保
険
制
度
の
性

格
に
由
来
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
制
限
に
服
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
制
限
の
具
体
的
な
も
の
に

R
V
O
の
諸
規
定
が
含
ま
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
法
律
上
の
規
定
以
上
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も

の
と
し
て
、
さ
ら
に
連
邦
委
員
会
(
∞

E
骨

g
g
R宮
田
)
の
設
定
す
る
契

約
規
則
(
〈
巾
2
z
m一
回
ユ
円
宮
ロ
ロ
ぽ
ロ
)
が
存
在
す
る

(
R
V
O
三
六
八
条
O
)
。

連
邦
委
員
会
は
、
非
党
派
の
公
益
委
員

(5百
三
色
町

n
F
E
Z
-ぷ円]一色町吋目

ロ
)
、
連
邦
金
庫
医
師
協
会
の
代
表
、
な
ら
び
各
金
庫
種
別
ご
と
の
連
邦
連

合
会
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
、
療
養
給
付
の
大
枠
と
し
て
の
契
約
規
則
等

を
設
定
す
る
。
こ
の
規
則
は
、
い
わ
ゆ
る
法
規
範

(
m
R宮
田
ロ
ミ
ヨ
)
と
し

て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

R
V
O
三
六
八
条
P
三
項
が
連
邦
委
員
会
に
代
表
を
出
し
て
い
る
連
邦
金

庫
医
師
協
会
と
各
疾
病
金
庫
の
連
邦
連
合
会
に
対
し
、
規
則
を
遵
守
す
る

旨
の
規
約
設
定
を
義
務
づ
け
て
い
る
た
め
、
す
べ
て
の
団
体
が
こ
れ
ら
の

規
則
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
総
契
約
お
よ
び
連
邦
基
本
契
約
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
き
当

事
者
の
合
意
が
成
立
し
な
い
場
合
、

R
V
O
三
六
八
条
i
所
定
の
仲
裁
機

関

(ω
岳
山
包
回
国
B
C
が
仲
裁
を
行
う
。
仲
裁
機
関
は
金
庫
医
師
協
会
お
よ

び
疾
病
金
庫
の
連
合
会
双
方
の
代
表
者
、
な
ら
び
に
判
事
職
も
し
く
は
高

級
行
政
官
の
資
格
を
有
す
る
委
員
お
よ
び
公
益
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
、

仲
裁
が
不
調
の
ま
ま
終
了
し
た
場
合
に
は
契
約
内
容
を
確
定
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
な
お
、
仲
裁
機
関
の
決
定
に
関
す
る
不
服
に
つ
い
て
は
、
社
会
裁

判
所
へ
の
出
訴
が
許
さ
れ
て
い
る
。

日
本
と
西
独
の
相
違
点

こ
こ
ま
で
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
療
養
給
付
の
実
施

に
か
か
る
疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
法
関
係
は
、
種
々
の
制
限
は
あ
る
も
の

の
、
基
本
的
に
は
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
公
法
上
の
契
約
に
よ
り
規

律
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

第
四
款

北法40(3・287)759

こ
の
こ
と
を
先
に
紹
介
し
た
わ
が
国
の
法
制
と
比
較
し
た
場
合
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
違
い
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
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い
て
は
制
度
的
に
疾
病
金
庫
と
医
師
の
合
意
が
直
接
委
託
関
係
に
反
映
さ

れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
主
に
監
督
行
政
庁
が
こ
れ
を
規
律
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
は
保
険
者
を
監
督
す
る

地
位
に
あ
る
都
道
府
県
知
事
な
い
し
は
厚
生
大
臣
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
保
険
医
の
指
定
や
療
養
給
付
の
具
体
的
内
容
の
決
定
が
、
ド
イ
ツ
で

は
疾
病
金
庫
と
医
師
の
代
表
機
関
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
点
に
顕
著

で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
制
度
上
の
相
違
点
か
ら
日
独
両
法
制
を
み
た

場
合
、
現
物
給
付
原
則
の
採
用
の
点
に
の
み
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
な
、
判
例
の
状
況

を
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
背
景
に
あ
る
関
係
当
事
者
間
の
利
益
関
係
と
い
う

点
で
か
な
り
類
似
の
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ぎ
に
、
判
例
を
概
観
し

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)
Z由
吉
『
田
口
角
川
町
宮
ロ
m
に
類
す
る
語
と
し
て
、

ω国円
F
Z
2
E口
問
と

い
う
語
が
あ
る
。
こ
の
語
は
前
者
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
が
、
通
常
は
り
ぽ
自
己
巾
互
ロ
ロ
m
と
い
う
語
と
対
に
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、

ω
R
E色
目

E
口
問
と
は
、

療
養
給
付
の
う
ち
で
も
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
や
輸
血
な
ど
ま
さ
に
物

と
し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

文
で
用
い
る
よ
う
な
、
費
用
償
還
(
同

S
Z
5
3
g口
口
口
問
)
の
対

概
念
と
し
て
の
現
物
給
付
と
い
う
場
合
に
も
、
こ
の
語
が
用
い
ら

れ
る
と
い
う
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
〈
何

?
u
-
2
2
E巾
丘
町
-

U
一
巾
関
白
田
印
巾
ロ
〈
巾
ユ
『
阻
mmw
仏
巾
円
由
。
N
U
-巾
口
問
円
印
ロ
}
内
巾
ロ
〈
巾
『
印
-nyRE

ロロ
m
-
0
2
F
、
吋
口
日
比
口
問
巾
ロ
呂
町
印

wω
・
由
一
口
一
巾
円
巾
叶
関
門
田
口
印
}
内
O
℃

叫

¥

のロロ同町巾円

ω
n
y『。巾仏
2
・1
1

句江口同
N巾
P
ω
。
N
E
Z
間内『白ロ}内巾ロ〈巾『印ナ

門町巾

E
口
問
問
OBB-N-
〉口町一
-w((V-E-
∞巾
nw・
5
∞由

)ω
・
ω
M
m

(
2
)

周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
医
療
保
険
法
に
は
、
健
保
法
の
ほ

か
に
、
国
民
健
康
保
険
法
や
船
員
保
険
法
な
ど
複
数
存
在
す
る
が
、

こ
こ
で
は
健
保
法
に
つ
い
て
の
み
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
他
の
医
療
保
険
法
も
療
養
給
付
に
つ
い
て
閉
じ
構
造
の
シ

ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
3
)

保
険
医
療
機
関
の
指
定
お
よ
び
保
険
医
の
登
録
等
に
つ
い
て

は
、
健
保
法
四
三
条
の
三
、
四
三
条
の
四
お
よ
び
四
三
条
の
五
、

ま
た
こ
れ
ら
に
対
す
る
監
督
指
導
等
に
つ
い
て
は
、
同
法
四
三
条

の
七
、
四
三
条
の
一

O
、
四
三
条
の
二
一
、
四
三
条
の
一
三
を
参

照。

北法40(3・288)760

4 

岐
阜
地
判
昭
和
五
九
年
一

O
年
一
五
日
(
判
時
一
一
六
九
号
四

三
頁
)
四
八
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
八
年
五
月
二
七
日
(
判
時
一

O
八
四
号
二
五
頁
)
三

O
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
五
二
年
三
月
二
三
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5 

日
(
判
時
九
九
八
号
一
一
頁
)
二

O
頁。

わ
が
国
の
医
療
保
険
法
に
お
け
る
療
養
給
付
に
か
か
る
診
療
報

酬
を
め
ぐ
る
判
例
に
つ
き
整
理
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
加
藤
智

章
「
医
療
保
険
法
に
お
け
る
減
点
査
定
の
手
続
と
判
例
法
理
」
『
山

形
大
学
紀
要
〔
社
会
科
学
〕
』
一
八
巻
一
号
(
一
九
八
七
年
)
七
五

頁
、
川
上
宏
二
郎
「
保
険
医
療
制
度
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
西
南

学
院
大
学
『
法
学
論
集
』
一

O
巻
二
・
三
・
四
号
こ
九
七
八
年
)

一
三
頁
参
照
。

健
保
法
四
三
条
の
九
。

こ
の
点
に
つ
き
、
神
戸
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
三

O
日
(
判
時

一
O
一
一
号
二

O
頁
)
三
一
頁
は
、
診
療
報
酬
の
支
払
に
国
庫
負

担
金
、
労
使
双
方
の
保
険
料
な
ど
の
「
い
わ
ば
国
民
か
ら
拠
出
さ

れ
た
貴
重
な
財
源
」
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
「
診
療
報
酬

に
つ
い
て
も
社
会
的
に
容
認
し
得
る
支
払
の
根
拠
を
持
つ
」
必
要

が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
旨
と
思
わ
れ
る
も

の
に
、
東
京
地
判
昭
和
五
八
年
二
一
月
一
六
日
(
判
時
一
一
二
六

号
五
六
頁
)
六
二
頁
が
あ
る
。

加
藤
前
掲
注

(
5
)
八
九
頁
。

社
会
保
険
報
酬
支
払
基
金
法
の
各
条
文
を
参
照
。

国
民
健
康
保
険
法
八
三
条
以
下
。

6 7 8 (9) 

(
叩
)

11 

最
一
小
判
昭
和
四
八
年
二
一
月
二

O
日
(
民
集
二
七
巻
一
一
号

一
五
九
四
頁
)
。

(
ロ
)
昭
和
三
二
年
厚
生
省
令
一
五
。

(
日
)
減
点
措
置
等
の
詳
細
な
手
続
に
関
し
て
は
、
加
藤
前
掲
注

(5)

九
O
頁
以
下
参
照
。

(
H
)
 
〈

m--
要
。
再
開
同
ロ

m
E
5・
ω0江
田
町
巾

n
Z
M
-
〉
ロ
戸
(
打
出

回巾円
}
P
E∞由)・

ω・
3
町
内
一
回
巾
]
門
出
国
司
巴
巾
ω

コ∞
O
N
E
-
z
n
y巾
印

〉
口
出
・
・
(
旨
同
門
巾
門
同
冨

2
2
R噌
H

S

由)・

ω-Nロ片岡・

(
日
)
こ
こ
で
い
う
関
白

8
2同
区
は
日
本
で
い
う
保
険
医
に
該
当
す

る
が
、
間
宮
田
町
口
同
司
N

可

R
Z
と
い
う
語
は
そ
も
そ
も
金
庫

(
択
回
目
印
巾
)
と
医
師
(
〉
自
己
と
の
聞
を
規
律
す
る
法
(
河
内
山
門
宮
)
と
い

う
意
味
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
「
保
険
医
法
」
と
訳
さ
ず
、
あ

え
て
「
金
庫
医
師
法
」
と
訳
す
る
こ
と
に
し
た
。
詳
細
は
、
第
二

章
第
三
節
を
参
照
。

(
日
)
第
二
章
以
下
と
り
わ
け
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
を
参
照
。

(
口
)
R
V
O
三
六
八
条

a
四
項
。

(
団
)
こ
こ
で
い
う
〉
R
Z
W即
日
日
常
は
、
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
医

師
会
に
あ
た
る
。
そ
の
法
的
根
拠
は
、
連
邦
医
師
法
(
∞

E
a
g時
-

N

門巾
O

丘ロ
S
F
切
の
盟
H

H

申
告
∞

-
E印
叶
)
が
医
師
免
許
の
取
得
・

取
消
・
撤
回
・
停
止
等
以
外
に
規
定
し
な
か
っ
た
部
分
を
、
補
充

北法40(3・289)761
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的
に
定
め
た
各
ラ
ン
ト
の
立
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ト
立
法

は
、
医
師
会
の
組
織
お
よ
び
機
能
、
な
ら
び
に
そ
の
構
成
員
に
対

す
る
制
裁
等
に
関
わ
る
規
定
を
有
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
宇
都
木
伸
「
西
ド
イ
ツ
医
師
職
業
裁

判
所
」
『
東
海
法
学
』
一
号
(
一
九
八
七
年
)
一
二
七
頁
以
下
に
詳

細
な
紹
介
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(凶

)
R
V
O
三
六
八
条
k
三
項
第
一
文
。

(
却
)
∞

E
E
S
P
E
-
-ロ
¥
君
。
-
町
田
口
問
。
ロ
タ

N
R
由
民
一

5
2ロぬ

|
|
|
関
白

g
g白吋
N
円R
n
y
F
』ロ

ω
巴∞品

ω・
S
0・∞
-
S
N・

ωnyc--
ロ
¥
ロ
ロ
my
白・白・
0
・wω
・由一山
ω
一

(U-=巾HJ
白・白・。
-wω
・叶∞・

ω
n
yロ
ロ
ロ
¥
ロ
ロ
ク
白
・
白
・
0
・wω
・申
Nω
・

(
幻
)

(
幻
)

(
幻
)

(
泊
)

(
お
)

開

σ巾ロ色白・

R
V
O
三
六
八
条
k
三
項
、
四
一
四
条
四
頁
。

〈
関
戸
間
吋
州
W
Z
凹
-SH】戸田・白・
0
・・
ω-AFω
∞町内・一∞-巾山〉白・白・。・・

ω
・
N町一吋

炉喝、..... . 
〈
m-・
同
日

g
-
8
1・回・回・
0
・・

ω・
主
食
肉
・
な
お
、
上
訴
委
員
会
へ

の
不
服
申
立
は
、
社
会
裁
判
所
へ
の
出
訴
要
件
で
あ
る
前
置
手
続

(
S
G
G
七
八
条
以
下
)
と
み
な
さ
れ
る

(
R
V
O
三
六
八
条
b
七

項)。

(
幻
)

26 

S
G
G
五
一
条
二
項
。
〈
包
・

」『巾ロ凹

冨
a
R
l
F白
骨
当
日
明

ω。
N
E】肉巾門戸円
y
g
m巾由。同
N
同州
O
B
B
-
ω
・〉口出・・

(
(
υ

・
出
・
∞

2-P

戸市町∞吋)噌

ω・
]FN
∞・

(羽
)
ω
円F
E
-
-
ロ
¥
ロ
ロ
巾
・
白
・
白
・
0
・・
ω'
由
NAR-
一
の
宮
巾
ア
出
・
白
・
0
・wω
・吋∞同・

(
却
)
の
芹
芯
タ
白
・
白
・
。
・
・

ω
・
吋
∞
一
明
日
ロ
N
H
N
Z
Eロ
p
z
ω
O
N
E
-円巾
R
H
y
q
・

一
ロ
・
司
巾
円
巾
H
I

回白己ロ『
P

河
口
門
出
関
巾
円
∞
百
一
戸
M
m
w
H
a
-
-

ハ
白
ユ
国
包
ロ
ユ
n
y

m，
江
田
口
同
巾
仲
田
戸

S
a
m
-
Y
∞
巾
印
。
ロ
円
四
巾
吋
巾
印
〈
巾
コ
司
白

]Zロ
問
団
吋
巾
円
宮
∞
・

〉
口
出
・
(
巧
白

]Ea巾
の
『
己
可
否

-
E∞∞)・
ω・
品
凶
器
-

(
却
)
な
お
、
ラ
ン
ト
連
合
会
か
ら
金
庫
医
師
協
会
へ
支
払
わ
れ
る
、

協
会
加
入
医
師
全
員
分
の
い
わ
ゆ
る
総
報
酬
(
の

2
白
B
守

q-

松
山
苫
口
問
)
の
算
定
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
通
り
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

R
V
O
三
六
八
条
f
二
項
に
よ
れ
ば
、

総
契
約
に
よ
り
、
出
来
高
方
式
(
巴
ロ
N
m
-
Z
E
E
m
)
、
人
頭
割
方

式
(
関
。
匂
守
き
印
門
町
田
]
巾
)
、
件
数
割
方
式
(
司
白
Z
3
5
n
y包
巾
)
も
し

く
は
こ
れ
ら
の
方
式
を
結
合
さ
せ
た
方
式
の
ど
れ
か
が
選
択
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
わ
が
国
の
医
療
保
険
の
採

用
し
て
い
る
も
の
に
近
い
の
は
、
最
初
の
出
来
高
方
式
で
、
こ
れ

は
具
体
的
な
療
養
給
付
に
要
す
る
費
用
報
酬
に
応
じ
て
算
出
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
方
式
が
総
契
約
で
採
用
さ
れ
た
場

合
、
金
庫
医
師
協
会
が
診
療
報
酬
の
算
定
審
査
を
行
う
。
〈
包
・
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。
X
Z
F
白・白
-CJω
・
斗
由
一
回
内
自
己
凹

}
8
1・出・同・
0
・・

ω・九日一山由・
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(
氾
)
の
X
Z叫
w由・白・。
-wω
・
斗
由
一
月
三
回
口
門
戸
白
・
白
・
0
・wωeAFM∞・

(詑

)
ω
n
yロ
ロ
ロ
¥
ロ
ロ
巾
噌
白
・
同
・
0
・wω-shp
一
色
丹
S
F
白
b
・o・-ω
・
吋
∞
同
な

ぉ
、
社
会
保
障
法
に
い
う
公
法
上
の
契
約
も
、
行
政
手
続
法

(
〈
巾
司
君
田
]
宮
口
問
凹
〈
伸
江
田
町
「
巾
ロ
凹
ぬ
巾
凹
巾
門
N-
∞
の
∞
H
H
H由吋由
ω-HN印
ω・)

五
四
条
第
一
文
で
い
う
そ
れ
と
同
じ
く
、
公
法
領
域
に
お
け
る
法

律
関
係
を
形
成
、
変
更
ま
た
は
廃
止
す
る
契
約
で
あ
る

(
S
G
B

X
五
三
条
一
項
第
一
文
)
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、

つ
ぎ
の
二
通
り
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
当
事

者
が
対
等
で
あ
る
対
等
法
的
契
約

(
E
o
E
E三
Z
5
2
n
y
E
n
y
R

〈
貨
同
『
担
問
)
と
、
契
約
当
事
者
が
通
常
の
場
合
に
相
互
に
優

越
・
従
属
の
関
係
に
あ
る
従
属
法
的
契
約
(
印
与
。
丘
一

Ezoa-

5
n
y
E
n
z
q
〈巾
3
5
m
)
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
扱
う
、
総
契

約
や
連
邦
基
本
契
約
は
、
対
等
な
地
位
に
あ
る
疾
病
金
庫
の
連
合

会
と
金
庫
医
師
協
会
と
の
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
等
法
的
契

約

で

あ

る

と

位

置

づ

け

ら

れ

て

い

る

。

〈

色

。
2
2
V
常

ωnF『
。
巾
弘
常
l

司
ユ
ロ
ロ
巾
P
ω
。
N一色
m巾凹巾同
Nσ
己
ny
〈
巾
司
君
曲
目
E
口問中

〈巾吋

P
F円巾ロ
|ω
の
∞
同
開
。
BE--((い
出
・
∞
巾
n
r
L混同)・

ω・
ピ
∞

戸司、
伊牛、. 

34 33 

〈
mFω
門
町
ロ
ロ
ロ
¥
ロ
ロ
巾
・
白
・
由
。
-wω
・申
NhR-

〈
m--
∞
ZMNLF白・
0
・w
ω
H吋
∞
一
同
『
白
己
印
}S同)戸田・白・。・・

ω・品川山町・

35 

。
ロ
ロ
己
百
円

ω円}戸口巾広巾同
1

・
0
ぽ
開
ロ
プ
三
円
}
内
]
ロ
ロ
何
色
巾
吋
∞
巾
N

山巾}凶ロロ-

m巾ロ
N
d弓

2
n
y
巾
ロ
〉
「
N

R

ロ
ロ
ロ
門
日
開
門
出
口
付
巾
ロ
}
内
包
印
印
巾
P
。
。
同
呂
∞
同

ω・∞品目・

ω・∞吋
ω・

(却

)
R
V
O
三
六
八
条

o
。
〈
吃
・
開
門
田
5
w
o
-
-
白・白

0
・wω
・
8
2・

(
幻
)
∞
与
ロ
ロ
ロ
¥
ロ
ロ
巾
・
同
・
白
・

0
・∞

-
S品
一
同
日
ロ
凹

}
S
1・白・白・

9
・∞-

日
同
]
戸

(
お
)
思
u
巾
ロ
色
白
一
・
な
お
、
こ
の
契
約
規
則
が
憲
法
に
適
合
し
て
い
る
か

否
か
(
〈
q
p
g
zロ
m白
日
出
回
目
m
w色
丹
)
に
つ
き
論
じ
た
も
の
と
し

て、

E
R
B白
ロ
ロ
国
ロ
f
N
C
吋
〈
句
者
巾
一
回
ロ
ロ
関
白
口
町
初
日
nFED-巾口一
B

同内田回田町口出『
N可
巾
門
戸

Z
』
当
呂
∞
ω
ω
-
N
H宏
氏
・
が
あ
る
。

(
却
)

(
叫
)

関
E
C
m
}
8
1・白・白・。
-w
∞
-AH∞N
同・

〈
m-・関門白ロ∞}内
CHV一『・国-阻・
0
・
ω-h匹、吋吋片岡・

第
三
節
金
庫
医
師
法
を
め
ぐ
る
法
的
問
題

第

一

款

概

観

こ
こ
で
は
、
前
節
で
紹
介
し
た
金
庫
医
師
法
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
紛
争
が
発
生
し
、
ど
の
よ
う
な
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
、
連
邦
社
会
裁
判
所
(
∞
ロ
ロ
母
E
C
N
S
-
m
q
w宮
・
以
下

B
S
G
と

略
)
の
裁
判
例
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

本
稿
が
参
考
に
し
た
文
献
に
よ
れ
ば
、
金
庫
医
師
法
に
か
か
わ
る
紛
争

北法40(3・291)763 
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は
、
つ
ぎ
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
医
師
に
療
養
給
付
の
取

扱
い
を
認
め
る
金
庫
医
師
の
許
可
(
N
巳
忠
臣
ロ
m
-
R
V
O
三
六
八
条

a)

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
疾
病
金
庫
の
ラ
ン
ト
連
合
会

が
金
庫
医
師
協
会
に
支
払
う
総
報
酬

5
2白
5
2
R
m
g
E
m
・
R
V
O
三

六
八
条
f
)
の
支
払
・
算
定
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
日
本
法

に
あ
て
は
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
前
者
は
保
険
医
の
登
録
も
し
く
は
保
険

医
療
機
関
の
指
定
に
関
す
る
紛
争
に
、
後
者
は
診
療
報
酬
支
払
・
審
査
(
す

な
わ
ち
減
点
措
置
等
)
に
関
す
る
紛
争
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
こ
の
分
け
方
に
し
た
が
っ
て
、
金
庫
医
師
の
許
可
に
関
す
る
判

例
の
傾
向
と
総
報
酬
の
支
払
算
定
に
関
す
る
判
例
の
傾
向
に
つ
い
て
、
ご

く
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
款
金
庫
医
師
判
決
と
許
可
に
関
す
る
判
例

金
庫
医
師
の
許
可
に
関
す
る
最
も
重
要
な
判
例
と
し
て
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
一
九
六

O
年
三
月
二
三
日
判
決
、
い
わ
ゆ
る
「
金
庫
医
師
」
判
決

(
関
白
印
田
巾
ロ
白
円

N
E門
広
三
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
許
可
委
員
会
が
金
庫
医

師
許
可
の
際
に
基
準
と
し
て
い
た

R
V
O
三
六
八
条

a
一
項
の
制
限
が

G

G
一
二
条
一
項
に
い
う
職
業
選
択
の
自
由
に
反
す
る
違
憲
な
も
の
で
あ

る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
金
庫
医
師
の
許
可
に
関
す
る
重
要
な

判
例
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
以
下
や
や
詳
し
く
事
案
と
判
旨
に
つ
い

て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

北法40(3・292)764

こ
の
当
時
、
金
庫
医
師
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
六

O
O人
(
家

族
も
保
険
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
五

O
O人
)
あ
た
り
に
医
師

一
名
の
割
合
で
こ
れ
を
許
可
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
比
例
数
(
〈

2
・

V
包

E
2
E
Z
)
」
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
憲
法
訴
願
の
申
立
人
で
あ

る
開
業
医
X
は
、
許
可
委
員
会
の
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
、
比
例
数
以
外
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
委
員
会
お
よ
び
上
訴
委

員
会
か
ら
比
例
数
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
金
庫
医
師
の
許
可
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

X
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
を

し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
対
し
憲
法
訴
願
を
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、

法
律
上
の
疾
病
保
険
が
国
民
の
八

O
%を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
状
況
下

で
か
か
る
比
例
数
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
本
来
医
師
免
許
の
取
得
に

よ
り
理
論
的
に
は
何
時
で
も
自
由
に
開
業
医
と
し
て
職
業
活
動
を
行
え
る

と
い
う

X
の
職
業
活
動
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た

こ
の
よ
う
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
自
体
に
つ
き
正
当
な
理
由
を
欠
く
、
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
金
庫
医
師
の
法
的
な
地
位
お
よ
び
性
質
に

つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
ま
ず
、
疾
病
保
険
は
自
由
業

と
し
て
の
医
師
の
存
在
を
事
実
的
に
も
法
的
に
も
前
提
と
し
な
が
ら
、
疾
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病
保
険
の
事
務
を
実
施
す
る
た
め
に
、
医
師
の
自
由
業
と
し
て
の
性
格
を

変
え
る
こ
と
な
く
彼
ら
を
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
と
り
こ
ん
で
い
る
。
つ

ま
り
、
金
庫
医
師
は
公
立
の
施
療
施
設
に
勤
務
す
る
医
師
(
〉
B
Z民
主
)

と
異
な
り
、
そ
れ
自
体
開
業
医
と
対
置
さ
れ
る
特
別
な
職
業
で
は
な
く
、

ま
た
そ
の
活
動
も
通
常
の
開
業
医
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
国
民
の
ほ
ぼ
八

O
%が
疾
病
保
険
に
よ
る
保
護
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
今
日
の
状
況
の
下
で
は
、
金
庫
医
師
の
許
可
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
開
業
医
と
し
て
の
十
全
な
職
の
遂
行
(
島

2
-
E〈
o
-
Z
〉

5
5
5
m

仏

g
∞
常
三
凹
)
が
可
能
に
な
る
た
め
、
こ
の
許
可
に
か
か
る
制
限
は

G
G

一
二
条
一
項
後
段
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
職
業
活
動
に
関
す
る
規
律
(
∞
巾

gpa

回

5
ロ
σロ
ロ
阿
国
司
巾
肉
色
口
口
問
)
」
と
し
て
審
査
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
先
例
と
し
て
有

名
な
一
九
五
八
年
六
月
一
一
日
の
薬
事
法
判
決
の
枠
組
み
に
し
た
が
っ

て
、
比
例
数
規
定
に
つ
き
憲
法
判
断
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
比
例
数
に
よ

る
許
可
制
限
の
必
要
性
が
共
同
の
福
祉
の
保
護

(ω
各
三
N

仏

R
E
-
-

m
m
g
m
E
V包
同
)
と
の
関
係
で
厳
格
に
衡
量
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
い
う
比
例
数
に
基
づ
く
許
可
の
制
限
は
、
個
人
の
能
力
の
及
ば
な

い
寸
客
観
的
許
可
要
件
(
。
豆
島
江
〈

g
p
u
n
g
m∞
g
g
g
R
R
E官
ロ
)
」

で
あ
る
か
ら
、
他
の
手
段
で
は
保
護
さ
れ
え
な
い
共
同
体
の
特
に
重
大
な

利
益
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
の
み
正
当
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
連
邦
お
よ
び
ラ
ン
ト
政
府
の
主
張
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
比

例
数
制
度
採
用
の
理
由
は
、
鑑
定
人
の
提
出
し
た
資
料
等
の
全
証
拠
に
照

ら
し
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
正
当
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
さ
れ
唱
す
な
わ
ち
、
そ
の
理
由
と
は
、
す
べ
て
の
開
業
医
に
許
可

を
行
え
ば
従
前
か
ら
の
金
庫
医
師
の
平
均
収
入
が
低
下
し
、
そ
の
結
果
、

金
庫
医
師
間
の
過
当
競
争
、
職
業
モ
ラ
ル
の
低
下
、
過
剰
診
療
の
増
加
等

が
発
生
す
る
た
め
、
疾
病
金
庫
に
対
し
て
非
常
に
大
き
な
財
政
負
担
を
課

す
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
局
、
こ
の
金
庫
医
師
判
決
は
、
許
可
に
つ
き
比
例
数
と
い
う
か
た
ち

で
客
観
的
な
要
件
を
課
す
こ
と
を
医
師
の
職
業
活
動
の
自
由
を
不
当
に
制

限
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
決
中
に
示
さ
れ
た
金
庫
医

師
に
対
す
る
捉
え
方
は
、
許
可
委
員
会
に
よ
る
金
庫
医
師
の
許
可
・
不
許

可
お
よ
び
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る

B
S
G
の
判
例
に
反
映
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
金
庫
医
師
と
し
て
の
義
務
を
著
し
く
僻
怠
し
た
こ
と
や
許

可
要
件
が
消
滅
し
た
こ
と
を
理
由
に
な
さ
れ
る
許
可
取
消
し
は

(
R
V
O

三
六
八
条

a
六
項
)
、
先
に
述
べ
た
医
師
の
職
業
活
動
の
自
由
と
い
う
基
本

権
と
適
正
な
保
険
運
営
と
い
う
公
益
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、

B
S

G
は
こ
れ
を
極
め
て
厳
格
に
解
釈
し
て
い
る
。
確
か
に
、

R
V
O
一
ニ
六
八

条

a
六
項
は
、
許
可
の
取
消
し
に
つ
き
具
体
的
な
基
準
を
示
し
て
い
な
い
。

北法40(3・293)765
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し
か
し
、
個
別
の
取
消
基
準
は
、
許
可
取
消
し
の
目
的
す
な
わ
ち
金
庫
医

師
と
し
て
不
適
格
な
医
師
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
疾
病
保
険
制
度
を
支

障
な
く
機
能
さ
せ
る
と
い
う
目
的
と
の
関
係
で
、
よ
り
限
定
的
に
解
釈
さ

れ
ぺ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

B
S
G
は
、
本
来
取
り
消
す
こ
と
が

「
で
き
る
」
と
い
う

R
V
O
三
六
八
条

a
六
項
の
規
定

(
E

関
白
ロ
ロ
ョ
ぐ

2
・

印
門
町
立
さ
を
「
ね
ば
な
ら
な
い
L

と
い
う
規
定

(
E

冨
z
p
f〈
2
R可
芹
)

と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
麻
薬
中
毒
の
医
師
に
つ

{
日
)

い
て
は
当
然
許
可
の
取
消
し
は
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
取
消
し

後
に
金
庫
医
師
と
し
て
の
適
格
性
を
回
復
し
た
医
師
に
つ
い
て
は
再
許
可

(
凶
)

(巧

-a巾円
N
C
}
白山田

Em)
の
請
求
権
が
発
生
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ヲ
匂
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
金
庫
医
師
の
許
可
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
の
判

例
は
、
医
師
の
有
す
る
職
業
活
動
の
自
由
と
い
う
基
本
権
に
対
し
て
慎
重

な
配
慮
を
加
え
つ
つ
、
適
正
な
保
険
運
営
の
確
保
と
い
う
目
的
と
の
関
連

で
許
可
お
よ
び
許
可
取
消
し
に
つ
い
て
審
査
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

第
三
款
総
報
酬
の
支
払
い
に
関
す
る
判
例

つ
ぎ
に
、
総
報
酬
の
支
払
い
等
に
関
す
る
判
例
に
つ
い
て
、
概
観
す
る

(口}

こ
と
に
し
よ
う
。
前
節
で
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
で
は
療

養
給
付
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
報
酬
は
疾
病
金
庫
の
ラ
ン
ト
連
合
会
か
ら

金
庫
医
師
協
会
へ
総
報
酬
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
支
払
わ
れ
、
金

庫
医
師
協
会
の
内
部
で
各
金
庫
医
師
に
対
し
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
総
報
酬
の
支
払
い
お
よ
び
報
酬
分
配
に

関
し
て
は
、
ラ
ン
ト
連
合
会
と
金
庫
医
師
協
会
と
の
聞
で
と
り
き
め
ら
れ

た
総
契
約
な
い
し
は
配
分
基
準
等
が
こ
れ
を
規
律
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
総
報
酬
の
支
払
い
等
に
関
す
る

B
S
G
の
判
例
は
数
も
多
く
、
ま

た
論
点
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係

上
、
日
本
法
と
最
も
対
比
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
つ
ぎ
の
点
に
し
ぽ
っ
て

紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、

R
V
O
や
続
契
約
な
ど
が
療
養
給

付
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
き
規
律
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
生
じ
る
、

金
庫
医
師
に
対
す
る
報
酬
の
減
額
や
治
療
行
為
に
対
し
て
な
さ
れ
る
審
査

に
関
す
る
判
例
で
あ
る
。

ま
ず
、
療
養
給
付
の
具
体
的
内
容
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
は

R
V
O
三
六
八
条

e
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
被
保
険
者
は
「
医
師
の
水
準
に
沿
っ
た
治
療
も
し
く
は
鎮
痛
に
と
っ

て
合
目
的
的
で
か
つ
十
分
な
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
(
色
巾
管
N
E
n
z

〈
岱

ω。円肉ロロ
mw
門出巾

N

ロ
門
出
色
]
口
口
問
。
門
町
叶
戸
宮
内
同
巾
『
ロ
ロ
関
口
釦
門
町
内
凶
巾
ロ

岡山巾
mH
巴
ロ
己
巾
門
出
円
N
E
n
v
g
関口口印丹

Nd司巾
n
w
g叫
-M-mcロ門目白ロ印吋命日
nF巾同丘

町
門
)
」
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
医
師
お
よ
び
疾
病
金
庫
は
「
不
必

北法40(3・294)766
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要
も
し
く
は
非
効
率
的
な
(
ロ

W
Z
ロ
O
同
者
自
島
問
。
仏
巾
『
ロ
ロ
項
目
吋
g
n
F白岸田

(
印
}

-一ny)
」
な
給
付
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
金
庫

医
師
は
同
条
に
い
う
治
療
行
為
の
基
準
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま

(
初
)

た
金
庫
医
師
協
会
は
そ
の
道
守
に
つ
き
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R
V
O
一
八
二
条
所
定
の
療
養
給
付
に
求
め
ら
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
要

{
幻
)

請
を
「
効
率
性
の
要
請
(
巧
吉
田
円

E
E
W
F
Z的
関
与
三
)
」
と
い
い
、
こ
れ

に
対
す
る

B
S
G
の
解
釈
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
い
う
「
合
目
的
的
(
N
者
R
W
B阻
虫
色
」
と
「
十
分
な

2
5吋包
e

n
y
g己
)
」
と
は
同
じ
意
味
の
こ
と
ば
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
両
者
は
同
じ

(n) 

も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
可
能
な
限
り
速
や
か
に

(
お
)

健
康
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
す
べ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
と
理

解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
治
療
行
為
が
非
効
率
的
な
(
己
口
三
叶

F

n
F白
E
W
F
)
治
療
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

B
S
G
の
判
例
に
よ
れ
ば
、

療
養
給
付
と
し
て
な
さ
れ
た
治
療
も
し
く
は
処
方
が
、
そ
の
専
門
領
域
に

お
け
る
平
均
的
な
価
格
か
ら
み
て
明
白
に
調
和
し
て
い
な
い
場
合
(
唱

gロ

∞
巾
町
田
口
色
ロ
ロ
向
的
。
門
ぽ
『
〈
巾
『
。
丘
ロ
ロ
ロ
何
回
当
包
括
吉
冊
目
ロ
巾
B
。町内巾ロ回目円宮戸山田

n
Eロ
宮
5
4
m
岳
山
F
E∞
N
Z
己
巾
ロ
ロ
ロ
司

nymny口
百
回
当
巾
『
芯
ロ
田
仲
巾
宮
)
に
、
非

効
率
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の

疾
病
が
医
師
に
よ
る
費
用
等
の
超
過
支
出
を
全
部
も
し
く
は
一
部
を
正
当

化
す
る
よ
う
な
場
合
、
ま
た
は
そ
の
治
療
に
お
け
る
部
分
的
な
超
過
支
出

が
そ
れ
と
と
も
に
主
と
し
て
な
さ
れ
た
他
の
治
療
に
よ
る
支
出
の
減
少
に

よ
っ
て
全
部
も
し
く
は
部
分
的
に
補
填
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
そ
の

専
門
領
域
に
お
け
る
平
均
的
な
価
格
と
は
、
療
養
給
付
に
あ
た
っ
て
い
る

医
師
の
属
す
る
専
門
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

こ
こ
で
、
あ
る
療
養
給
付
が
効
率
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す

る
機
関
に
つ
い
て
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
金
庫
医
師
協
会
の
業
務

に
つ
き
規
定
す
る

R
V
O
三
六
八
条

n
は
、
そ
の
五
項
に
お
い
て
、
同
協

会
が
療
養
給
付
の
効
率
性
審
査
の
た
め
に
必
要
な
審
査
機
関
(
甲
良

E
哲・

吉田

g
ロ
Ng)を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定

に
よ
れ
ば
、
金
庫
医
師
協
会
は
審
査
機
関
の
構
成
員
(
た
だ
し
医
師
側
と
金

庫
側
の
同
数
の
代
表
者
で
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
て
任
期
、
任
務
の

遂
行
等
に
つ
い
て
、
協
会
の
規
約
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
審
査

機
関
を
審
査
委
員
会
(
早
良

E
m
S
E
R
E
-
w
)
と
い
い
、
通
常
は
査
定
方

式
(
即
日
当
四
mm
仏
R
F
E
R
E
m
)
で
、
個
別
の
療
養
給
付
が
効
率
的
で
あ

る
か
否
か
に
つ
い
て
、
そ
し
て
非
効
率
と
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
程
度
・

範
囲
に
つ
い
て
審
査
す
る
。

こ
の
審
査
の
結
果
、
あ
る
療
養
給
付
が
非
効
率
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
場
合
、
当
該
金
庫
医
師
に
そ
の
部
分
の
費
用
等
の
償
還
を
命
じ
、
医
師

北法40(3・295)767
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に
対
し
注
意
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
庫
医
師
が
こ
の
決
定
に
つ
き

不
服
を
有
す
る
場
合
に
は
、
金
庫
医
師
協
会
の
規
約
に
よ
り
設
置
さ
れ
る

不
服
申
立
委
員
会
(
切

gny巧
巾
丘

2
5印
円
宮
田
)
に
審
査
請
求
を
し
、
不
服

申
立
委
員
会
の
決
定
に
対
し
て
は
社
会
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
他
、
金
庫
医
師
の
治
療
行
為
に
よ
り
疾
病
金
庫
の
被
っ
た
そ
の

他
の
損
害
(
的
。
ロ
由
民
問
巾

ωng仏
g)が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
審
査
委
員

会
は
疾
病
金
庫
の
申
請
に
基
づ
き
損
害
の
額
を
確
定
し
、
そ
の
償
還
を
当

該
金
庫
医
師
に
命
じ
る
決
定
を
な
す
。
こ
の
損
害
填
補
決
定
に
関
す
る
B

S
G
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
法
的
確
定
力
あ
る
も
の

(
Z
S
Z
4
1岳
'

g
g
)
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
要
件
と
し
て
当
該
金
庫
医
師
の
過
失
を
必

要
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
効
率
的
に
提
供
さ
れ
た
金
庫
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
も
ま
た
、

協
会
に
所
属
す
る
医
師
が
将
来
的
に
過
剰
な
診
療
を
行
う
危
険
が
あ
る
場

合
に
限
り
、
報
酬
制
限
(
図
。
ロ
。
吋
同

Eσ
尚
司
自

N
E
口
問
)
に
服
す
る
こ
と
が
あ
る

(
R
V
O
三
六
八
条
f
一
項
第
五
文
)
。
こ
れ
は
、
西
ド
イ
ツ
法
が
療
養
給

付
に
対
す
る
費
用
報
酬
等
の
支
払
い
を
総
報
酬
と
い
う
か
た
ち
で
金
庫
医

師
協
会
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
過
剰
診
療

の
予
防
手
段
と
し
て
協
会
の
内
部
で
総
報
酬
を
各
医
師
に
配
分
す
る
際
に

用
い
ら
れ
る
基
準
(
図
。
ロ
。
『
白
『
〈
巾
ス
包
E
D
m
m
g旧
民
一
回

g
g
の
中
に
配
分
報

酬
額
の
上
限
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
報
酬
制
限
に
対
し
て
は
、
医
師
の
側
か
ら
、

G
G
一
一
一
条
一
項
後

段
に
い
う
職
業
活
動
の
自
由
を
不
当
に
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
訴
え
が

提
起
さ
れ
て
い
た
が
、

B
S
G
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
理

由
か
ら
こ
れ
を
合
憲
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
報
酬
配
分

基
準
は
疾
病
金
庫
の
ラ
ン
ト
連
合
会
と
金
庫
医
師
協
会
と
の
協
議
に
基
づ

い
て
作
成
さ
れ
る

(
R
V
O
三
六
八
条
f
一
項
第
三
文
)
た
め
、
同
基
準
は

医
師
の
自
律
的
な
社
団
の
自
主
運
営
権
か
ら

2
5
骨

S
H
N
R
Z
骨
吋

ω巴
百
円
〈
句
者
向
-ZHMm
巾
山
口
巾
吋
白
三
。
ロ

O
B
g
M内
α『
℃
叩
吋
印
門
町
田
町
同
己
句
〉
叶
NR)

形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
合
憲
判
断
の
決
め
手
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、

B
S
G
も
憲
法
裁
判
所
も
配
分
基
準
に
お
け
る
報
酬
制
限

の
設
定
を
金
庫
医
師
ら
に
よ
る
自
主
的
な
規
律
と
い
う
点
を
重
視
し
、
そ

の
限
り
で
憲
法
判
断
の
基
準
を
ゆ
る
や
か
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
点
が
、
前
節
で
紹
介
し
た
「
金
庫
医
師
判
決
」
と
結
論
を

異
に
す
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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本
稿
の
視
点

い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
の
金
庫
医
師
法
を
め
ぐ
る
判

例
は
、
医
師
の
「
職
業
活
動
の
自
由
」
と
い
う
基
本
権
を
念
頭
に
お
き
な

が
ら
、
そ
れ
と
対
立
す
る
公
益
目
的
、
す
な
わ
ち
疾
病
保
険
の
適
正
な
運

営
ひ
い
て
は
被
保
険
者
に
対
す
る
療
養
給
付
の
確
保
と
い
う
疾
病
保
険
の

第
四
款



制
度
目
的
に
沿
っ
た
事
案
の
解
決
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
、
西
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
前
述
の
「
金
庫
医
師
判
決
」
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
療
養
給
付
の
た
め
の
活
動
を
医
師
の
職
業
活
動
と
し
て
営
業
の

側
面
か
ら
理
解
し
、
こ
れ
に
対
す
る
制
限
を
「
職
業
活
動
」
に
対
す
る
規

制
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

こ
れ
を
日
本
法
と
対
比
し
て
み
た
場
合
、
判
例
で
も
同
様
の
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で

紹
介
し
た
判
例
に
対
応
す
る
諸
判
例
、
す
な
わ
ち
保
険
医
の
指
定
等
お
よ

び
療
養
給
付
に
対
す
る
報
酬
額
の
多
寡
を
め
ぐ
る
判
例
は
相
当
数
に
達
し

て
お
り
、
医
療
保
険
制
度
を
め
ぐ
る
重
要
な
問
題
群
を
形
成
し
て
い
る
。

前
者
の
う
ち
で
も
、
指
定
取
消
処
分
の
執
行
停
止
申
請
事
件
で
は
、
行
政

事
件
訴
訟
法
二
五
条
に
い
う
執
行
停
止
の
要
怖
が
主
た
る
論
点
に
な
っ
て

い
る
た
め
、
取
消
処
分
に
よ
り
被
る
こ
と
に
な
ろ
う
医
師
等
の
営
業
上
の

利
益
が
回
復
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
後
者
の
場
合
に
は
、
保
険
医
療
機
関
の
提
供
し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
が

療
養
担
当
規
則
に
合
致
す
る
か
否
か
が
主
に
争
わ
れ
、
こ
こ
で
は
診
療
時

に
お
け
る
医
師
の
判
断
の
自
律
性
と
保
険
給
付
と
し
て
の
画
一
性
と
の
関

係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
少
な
く

と
も
判
例
上
は
、
療
養
給
付
に
お
け
る
医
師
の
権
利
利
益
が
潜
在
的
に
で

あ
れ
、
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
の
法
制
度
に
お
い
て
、
医
療
保
険
制
度
が
国
民

皆
保
険
を
採
用
し
て
い
な
が
ら
な
お
も
医
師
法
等
が
医
業
に
つ
い
て
自
由

開
業
制
を
建
前
と
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
、
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
医
療
保
険
制
度
は
国
民
の
健
康
の
維
持
増
進
を
目
的
と

す
る
も
の
の
、
当
然
に
自
由
診
療
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

ま
た
医
師
法
や
医
療
法
も
営
業
と
い
う
側
面
で
自
由
開
業
制
を
原
則
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
医
業
に
は
な
お
営
業
と
し
て
の
側
面
が
残
っ
て
い
る

と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
金
庫
医
師
法
に
対
す
る
西
ド
イ
ツ
の
先

の
理
解
は
、
医
業
の
自
由
開
業
を
建
前
と
し
つ
つ
保
険
医
に
療
養
給
付
の

実
施
を
委
託
し
て
い
る
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
の
理
解
に
有
益
な
示
唆

を
与
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
臼
本
に
お
い
て
も
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
制
度

上
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
療
養
給
付
の
実
施
に
か
か
る
法
的
紛
争
の
背

景
に
医
師
と
保
険
者
と
の
利
益
対
立
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
両
国
の
保
険
制
度
が
医
業
の
自
由
開
業

を
前
提
と
し
て
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
つ
き
現
物
給
付
方
式
を
採
用
し
た

と
い
う
共
通
点
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
療
養
給
付
に

関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
日
独
両
法
制
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
共
通
の
問
題
を
有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
策
的
に
は
自
由
開

業
を
保
障
さ
れ
た
医
師
達
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
療
養
給
付
の
給
付
過

北法40(3・297)769
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程
に
と
り
こ
む
の
が
合
理
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
的
に
は

実
際
に
採
用
さ
れ
た
制
度
に
お
け
る
関
係
当
事
者
間
の
権
利
利
益
が
ど
の

よ
う
に
し
て
保
障
も
し
く
は
調
整
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
本
稿
の
分
析
視
点
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
制
度

の
歴
史
的
分
析
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
つ

ぎ
の
二
点
に
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
西
ド
イ
ツ
の
金
庫
匿
師
法
で
採
用
さ
れ

て
い
る
制
度
が
必
要
と
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
制
度
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
当
事
者
の
利
益
状
況
を
適
切
に
把

握
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
ド
イ

ツ
疾
病
保
険
制
度
の
経
験
し
た
二
度
の
財
政
的
な
危
機
(
第
一
次
大
戦
後

の
イ
ン
フ
レ
と
世
界
恐
慌
)
に
お
い
て
、
金
庫
医
師
法
が
ど
の
よ
う
に
対
応

し
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
両
国
が
抱
え
て
い
る
医
療
保
険
制

度
の
財
政
問
題
の
対
応
策
を
考
慮
す
る
際
の
て
が
か
り
を
提
供
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(1)
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・
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(
4
)
G
G
一
一
一
条
一
項
は
、
「
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
職
業
、
職
場

お
よ
び
養
成
所
を
自
由
に
選
択
で
き
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
職
業
活
動
(
切
買
え
S
5ロ
σロ
ロ
肉
)
は
法
律
に
よ
っ
て
、
ま

た
は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
規
律
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
」
と
定
め
て
い
る
。
な
お
、

G
G
二
一
条
に
関
す
る
邦
語
の
解

説
と
し
て
、
コ
ン
ラ

1
ト
・
へ
ツ
セ
(
阿
部
照
哉
ほ
か
訳
)
『
西
ド

イ
ツ
憲
法
綱
要
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
三
年
)
二

O
九
頁
以
下

が
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)

比
例
数
制
度
採
用
の
経
過
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
三
節
以

下
を
参
照
。

北法40(3・298)770
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回
〈
巾
同
向
。
〈
-Nω
・
ω-H由月日()・開]{]戸
"ωC(ω
印町内・)・

そ
の
根
拠
と
し
て
、

X
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま

ず
第
一
点
は
、
金
庫
医
師
の
数
の
増
加
は
総
報
酬
の
増
加
を
直
接

も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
疾
病
金
庫
の
財
源
に
直
接
の
影

響
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
点
は
、
過
剰
な
診
療
等
に
よ

る
報
酬
額
の
増
大
、
医
師
の
非
違
行
為
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
報

酬
算
定
に
か
か
る
審
査
や
保
険
審
査
医
(
〈
巾
ユ

E
5
5
R
N
H
)
に

7 



よ
る
診
療
券
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

(
R
V
O
三
六
八
条
b
)
な
ど
で
十

分
に
対
応
で
き
る
こ
と
。
第
三
点
は
、
医
師
の
職
業
モ
ラ
ル
の
低

下
の
防
止
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
懲
罰
等
に
対
し
て
は
、
医
師
職

業
裁
判
所
(
岳
巾
山
口
E
n
Z
∞巾門口町田
m
R
-
n
Z岳
民

5
5
で
十
分

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
医
師
職
業
裁
判
所
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
前
節
注
(
国
)
の
宇
都
木
論
文
を
参
照
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

回
〈
巾
止
の
4
・
Nω
・
ω-Eg--w
ロ
ト
N'
な
お
、
こ
こ
で
い
う
規
律

(
河
晶
巴
口
口
問
)
と
は
、
基
本
権
の
内
容
を
よ
り
異
体
的
に
形
成
し
、

ま
た
二
次
的
に
制
限
す
る
と
い
う
立
法
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
き
、
へ
ツ
セ
前
掲
注
(
4
)
一
五
八
頁
以
下
を
参
照
。

(9)

∞
〈
巾
止
の
〈
・
ロ
・
∞
・

5
g
-
開
戸

ωコ
・
邦
語
の
紹
介
文
献
と
し

て
、
覚
道
豊
治
「
幻
薬
局
開
設
拒
否
事
件
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

二
三
号
(
一
九
六
九
年
)
六
六
頁
が
あ
る
。

(
叩
)
∞
〈
巾
氏
。
〈
-Nω
・
ω・
5
∞0
・
何
回

H-AFAR

(
日
)
そ
の
実
質
的
な
理
由
は
、
つ
ぎ
の
点
に
あ
っ
た
。
ま
ず
一
九
五

七
年
に
お
け
る
統
計
に
よ
れ
ば
、
金
庫
業
務
す
な
わ
ち
療
養
給
付

に
よ
っ
て
金
庫
医
師
の
得
る
純
収
入
が
平
均
で
一
七
、
七

O
O
D

M
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
全
医
師
の
う
ち
金
庫
医

師
で
は
な
い
の
は
全
体
の
約
一
二
%
で
し
か
な
い
こ
と
、
お
よ
び

そ
の
後
の
人
口
増
加
に
伴
う
金
庫
構
成
員
の
増
加
を
あ
わ
せ
て
考

8 

慮
す
る
な
ら
ば
、
仮
に
残
り
を
金
庫
医
師
に
し
た
と
し
て
も
、
医

師
の
収
入
は
一
六
、

O
O
O
D
M
に
し
か
低
下
し
な
い
。
そ
の
た

め
、
連
邦
政
府
が
憂
慮
す
る
よ
う
な
、
金
庫
医
師
聞
の
過
当
競
争

や
そ
れ
に
伴
う
医
療
費
の
高
騰
、
疾
病
金
庫
財
源
の
圧
迫
と
い
う

事
態
が
発
生
す
る
可
能
性
は
非
常
に
少
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
採

用
さ
れ
た
統
計
は
、
連
邦
医
師
会
(
∞

5
骨
品
目
g
w回
B
B
R
)
の

も
の
を
中
心
に
、
連
邦
統
計
局

(
ω
S片山田江田

nyg
∞
ロ
ロ
骨
回
目
白
同
)

や
開
業
医
協
会
(
〈
R
E
E
仏
巾
司
ロ
一
色
巾
括
巳
白
回
目

g巾
ロ
〉
R
R
)
お

よ
び
地
区
疾
病
金
庫
連
合
会
(
〈
巾
号
白
旦
仏
R

0

3
許
可
白
ロ

wg'

W
由
回
目
巾
ロ
)
の
統
計
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
〈
ぬ
戸
∞
〈
巾
え
の
〈
-

Nω
・
ω・]{由品
0

・
何
回

HWAF一山内向・

(
ロ
)
〈
m州

-ω
立巾
-Bm可巾円

¥
ω
n
E
S
E
m
-
-
zロ
m
H
ω
n
v
g
F
白・白・
0
・w

ω.ωAH品一町内.

∞℃
E
B巾M
H

巾円

¥ω
円
E
Bヨ
己
主
ロ
ロ
mlωnFロ円
F
出・担。・・

ω・留品・

∞
ωの〈・

ωc・
HO--由一山市
Y
何
回
0

・
N由一山

(N由市山)一∞
ωの〈・

ω
。ω・

](山由、『一戸】
WAF一戸一山印
()(N印一山)一切
ωの〈・由・由・]{申
mwN・明日一
Y
N由一戸

(N由
N)
・

(
日
)
∞
ωの
〈
-
N
∞
・
印
・
呂
町
∞
・
開
N

∞-∞
O
R

(
同
)
∞
ω。
〈
・
ロ
・
∞
-

H

申
印
∞
・
開
戸
巴
由
片
岡
・
な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
っ

ぎ
の
二
つ
の
場
合
に
意
義
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
許
可
委
員
会

に
よ
る
許
可
の
取
消
し
を
医
師
が
争
っ
て
い
る
場
合
、
通
常
は
執

14 13 

北法40(3・299)771 



Nhhsg・
的

)
C
司
挺
将

Schlin / Due， a.a.O.， S. 925. 

Vgl. BSG v. 29. 5. 1962， E 17，79 (84f.) ; Krauskopf， 

a.a.O.， S. 455ff. 

(自) BSG v. 26. 4. 1978， E 46， 136 (137ff.) 

(お) V gl. Krauskopf， a.a.O.， S. 502f. Spielmeyer / 

Schimmelpfung-Schutte， a.a.O.， S. 351ff. 

(お) 出;>0111K<機ロ燃同-)><0 -C:ó~' ~同盟凶糧強~fí~ti' 

4J;\費量軍Q乞粥~W:~忠告4眠時製E主主主総ユムj 択J 平;ぃユI{ò。

(お)

(罰)

Wir. 

V gl. Krauskopf， a.a.O.， S. 502. ; Spielmeyer / Schim. 

melpfung-Schutte， a.a.O.， S. 352. 

!と赴-:!:l:s抵冨(l信州b'週l:-:!:l誼窓-R= a ufschiebene 

kung・のC.!)(.;'<1く~11~草) -C:ób't-> ~mm:!:主念おユ。~~ミ~-C:ó

2ミ"，，'紘j[?長意思主主余 ~(4*担起Q体制-\o-1{ò ~J -'J~悶恒三'

ム{結鰍IIIII(4fi(P=: ;>0111 K <機.0同~)骨~f.;! ti :;ti 4同様軍1韮

(ω l!:ll!:l-fミ伊保川陣)為採!とlキ週l:-:!:l ~46-司p.~.;.!型~4o' 隆盛:l:]o

Q製定説~よ}二小祖i 早J ]IIt対;j[?糎秘書~b' i止+起さ主艇榔~悔い

l{ob't->必の。 Vgl. Spielmeyer / Schimmelpfung-

Schutte， a.a.O.， S. 345. 

持制撚11題担安川話。

V gl. Spielmeyer / Schimmelpfung-Schutte， a. a. 0.， 

ム

l
¥
叙
底

(口)

(虫)

Krauskopf， a.a.O.， S. 502f. 

Krauskopf， a.a.O.， S. 502a. 

BSG v. 22. 4. 1983， E 55， 144 (146ff.) 

BSG v. 18. 8. 1972， E 34， 248 (251). 

V gl. Krauskopf， a.a.O.， S. 460f. Spielmeyer / 

Schimmelpfung-Schutte， a.a.O.， S. 353. 

(沼) 草川当， BSG v. 27. 1. 1965， E 22， 218. b'怖燃や獄匪拘

~ドユf.;!~緊軍事墜さ主， 111' 000凸冨恭J .J...j~堅-'J~ド'

~J~ぬj縫!ば帰結余b'~存置はわニド当 1 ' oooo::~r~J -'J 

Ebenda. 

(~) 

(民)

(宕)

(沼)

m) 
(沼)

S.349ff. 

(~) Vgl. Bertram Schulin / Wolfgang Due， Zur Ein. 

fuhrung一-Kassenarztrecht， JuS 1984 S. 920.， S. 925ff.; 

Dieter Krauskopf / Gunther Schroeder-Prinzten， 

Soziale Krankenversicherung Komm. 2. Aufl.， (C. H. 

m) 

Beck， 1986) S. 454f. 

Schlin / Due， a.a.O.， S. 925ff. 

BSG v. 29. 5. 1962， E 17， 79 (84f.) ; BSG v. 15.5.1963， 

E 19， 123 (127ff.). 

Krauskopf， a.a.O.， S. 454. 

(自)

(お)



ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

に一

O
O
D
M
づ
っ
報
酬
を
減
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事

件
の
原
告
は
、
こ
の
配
分
規
定
に
よ
り
本
来
な
ら
二
一
、
八

O
六

D
M
で
あ
っ
た
報
酬
を
一
六
、
五
八
O
D
M
に
減
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
切

ωの
〈
-

N

N

H

H
申
品
目
・
開

N
N
-
N
H
∞
(
N
H
由民・)・

(
お
)
∞
〈
巾
円
問
。
〈
-
H
0
・
ω
-
H甲
山
可

N
w
-
w
ω
ω

・ロ
H

(
同∞印町内・)・

(
幻
)
∞

ωの
〈
-
N叶

-
F
呂
町
印
w
何

N
N
N
H
∞
(
N
ω
ω
町
内
)

(
却
)
∞
〈
由
民
の
〈
-
N
ω

・
ω
-
E
m
-
-
H
W
H
H
・
ω

。(
A
F
H
R
・)・

(
却
)
下
級
審
を
も
含
め
て
、
保
険
医
指
定
処
分
に
関
す
る
判
例
は
一

五
件
、
診
療
報
酬
額
の
多
寡
に
関
す
る
判
例
は
一
六
件
に
の
ぼ
る

(
筆
者
調
べ
)
。
な
お
、
後
者
の
判
例
に
つ
き
分
析
整
理
し
た
も
の

に
、
加
藤
智
章
「
医
療
保
険
法
に
お
け
る
減
点
査
定
の
手
続
と
判

例
法
理
L

『
山
形
大
学
紀
要
〔
社
会
科
学
〕
』
一
八
巻
一
号
ご
九

八
七
年
)
七
五
頁
、
川
上
宏
二
郎
「
保
険
医
療
制
度
を
め
ぐ
る
法

律
問
題
」
西
南
学
院
大
学
『
法
学
論
集
』
一

O
巻
二
・
三
・
四
号

二
九
七
八
年
)
一
三
頁
が
あ
る
。

(ω)
保
険
医
指
定
取
消
処
分
が
争
わ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
執
行
停

止
事
件
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
以
下
の
判
例
が
あ
る
。
①

浦
和
地
決
昭
和
二
九
年
四
月
二

O
日
(
行
集
五
巻
四
号
九
一
七

頁
)
、
②
東
京
高
決
昭
和
五
四
年
七
月
三
一
日
(
判
時
九
三
八
号
二

五
頁
)
、
③
東
京
地
決
昭
和
五
四
年
八
月
一

O
日
(
判
時
九
四
三
号

四
七
頁
)
、
④
東
京
高
決
昭
和
五
五
年
二
月
一
九
日
(
判
時
九
五
九

号
六

O
頁
)
、
⑤
浦
和
地
決
昭
和
五
六
年
一
月
一
二
日
(
判
タ
四
三

五
号
八

O
頁
)
、
⑥
宇
都
宮
地
決
昭
和
五
六
年
九
月
二
五
日
(
判
時

一
O
二
六
号
八
三
頁
)
、
⑦
神
戸
地
決
昭
和
五
六
年
一

O
月
一
四
日

(
判
タ
四
七

O
号
一
八
七
頁
)
、
⑧
東
京
高
決
昭
和
五
六
年
一

O
月

三
O
日
(
訟
月
二
八
巻
一
号
一
四
五
頁
)
、
⑨
大
阪
高
決
昭
和
五
七

年
二
月
二
三
日
(
判
タ
四
七

O
号
一
八
七
頁
)
、
⑩
静
岡
地
決
昭
和

五
九
年
六
月
二
五
日
(
判
タ
五
三
四
号
一
五
七
頁
)
、
⑪
東
京
高
決

昭
和
五
九
年
一
二
月
四
日
(
判
例
自
治
一
一
号
八
九
頁
)
で
あ
る
。

な
お
、
執
行
停
止
の
申
立
が
認
容
さ
れ
た
の
は
、
①
、
②
、
⑦
、

⑩
お
よ
び
⑪
で
あ
る
。

(
H
U
)

前
掲
注

(ω)の
判
例
の
中
で
、
保
険
医
指
定
取
消
処
分
の
執
行

停
止
を
認
容
し
た
⑤
判
決
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
同
判
決
は
、
健
保
法
に
よ
る
「
保
険
医
の
登
録
が
取
消

さ
れ
て
も
医
師
免
許
が
取
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
健
康
保

険
以
外
の
活
動
が
理
論
上
可
能
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
健

保
が
実
際
の
医
療
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
実
状
か
ら
、
「
保
険
医

登
録
の
取
消
し
は
実
際
上
医
療
行
為
の
殆
ど
を
禁
止
さ
れ
る
に
等

し
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
被
る
べ
き
損
害
は
」
収
入
面
等
か
ら
み

て
、
行
訴
法
二
五
条
二
項
に
い
う
「
回
復
困
難
な
損
害
を
避
け
る

北法40(3・301)773
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た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。
こ

れ
と
同
旨
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
前
掲
注
(
紛
)
の
⑦
お
よ
び
⑮
が

あ
り
、
反
対
の
趣
旨
と
思
わ
れ
る
も
の
に
⑧
が
あ
る
。

(
必
)
判
例
の
分
析
整
理
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
却
)
の
二
論
文
を
参

照
さ
れ
た
い
。

第
二
章

疾
病
保
険
法
と
現
物
給
付
原
則
の
採
用

西
ド
イ
ツ
の
現
行
疾
病
保
険
制
度
で
は
、
金
庫
・
医
師
双
方
の
団
体
聞

で
療
養
給
付
の
実
施
を
委
託
す
る
契
約
を
締
結
し
、
医
師
が
こ
の
契
約
に

基
づ
き
療
養
給
付
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
金
庫
と
医
師
と
の
聞

の
委
託
関
係
を
規
律
す
る
の
が
金
庫
医
師
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま

な
変
遷
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
金
庫
医
師
法
を
制
度
史
の
側

面
か
ら
み
た
場
合
、
ま
ず
そ
の
形
成
を
促
し
た
要
因
が
考
慮
さ
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
聞
に
直
接
の
法
律
関
係
を
必

要
と
し
た
要
因
は
、
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
要
因
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
疾
病

保
険
制
度
に
お
け
る
現
物
給
付
原
則
の
導
入
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
開

業
医
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
九
世
紀
に
な
さ
れ
た
救
貧
扶
助
か

ら
共
済
金
庫
制
度
へ
の
転
換
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
本
章
で
は

ま
ず
疾
病
保
険
制
度
の
前
身
と
も
い
う
べ
き
制
度
の
う
ち
で
も
特
に
共
済

金
庫
制
度
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

加
え
て
、
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
制
度
に
お
い
て
最
初
に
現

物
給
付
原
則
を
採
用
し
た
一
八
八
三
年
の
疾
病
保
険
法
(
の
巾

8

R

Z可・

門
出
巾
町
内
日
ロ
昨
巾
ロ
〈
巾
門
的
叫

n
Z
Eロ
肉

色

句

〉

号

a
R「

g
B
H印
・
』
ロ
ロ
』

H∞∞
ω・

閉
山

(
U
E
m
a・
以
下

K
V
G
と
略
)
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
現
物
給
付
原

則
を
採
用
し
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の

K
V
G
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク

の
主
導
に
よ
り
成
立
し
た
世
界
初
の
社
会
保
険
立
法
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
制
度
の
基
礎
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
本
章
の
主
題
で
あ
る
現
物
給
付
原
則
の
採
用
に
つ
い

て
検
討
す
る
ま
え
に
、
ご
く
簡
単
に

K
V
G
の
成
立
過
程
と
そ
の
具
体
的

内
容
も
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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第
一
節
疾
病
保
険
法
成
立
以
前
の
制
度
状
況

第

一

款

概

観

一
八
八
三
年
に
成
立
し
た

K
V
G
を
紹
介
す
る
た
め
に
は
、
中
世
以
来

発
展
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
相
互
扶
助
制
度
に
つ
い
て
み
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
社
会
保
険
の
前
身
と
も
い
う
べ
き

諸
制
度
は
、

K
V
G
の
成
立
以
前
に
工
場
労
働
者
、
鉱
夫
、
手
工
業
者
等

に
対
し
て
、
疾
病
、
廃
疾
ま
た
は
死
亡
時
に
お
け
る
扶
助
を
実
施
し
て
お



ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

り
、
ま
た
種
々
の
変
遷
を
遂
げ
た
後
に

K
V
G
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

K
V
G
の
成
立
過
程
を
紹
介
す
る
の
が
主
な
目

的
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
中
で
も

K
V
G
と
時
期
的
に
近
接
し
、

ま
た
制
度
的
に
も
直
結
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
中
心
に
論
述
を
す

す
め
て
い
く
。

さ
て
、

K
V
G成
立
以
前
に
お
け
る
医
療
の
担
い
手
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
医
師
達
で
あ
っ
た
。
医
師
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
自
由

業

E
R
守
色
巾
切
巾

2
0
と
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
大
部
分
は
一
雇一

わ
れ
か
つ
経
済
的
に
も
従
属
的
な
関
係
に
お
か
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
都

市
医

(ωg舎白『
N
デ

ω
g仏仲間】町可白山町
5)
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
都
市
に
雇
わ

れ
、
主
に
都
市
の
行
っ
て
い
た
救
貧
医
療
に
従
事
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
一
九
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
続
い
て
い
た
が
、

近
代
医
学
が
発
展
し
、
普
及
す
る
に
つ
れ
て
開
業
医

E
R
官
長
丘
R
Z

〉
3
5
が
医
師
の
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
て
、
一
八

六
九
年
に
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
営
業
法
(
色
巾
の
巾
者

R
Z
o
E
Eロ
関
門
田
町
田

z
o
E巳
2門

的

n
y
g
∞
ロ
ロ
己
〈
。
B
N
H・
』
ロ
ロ

-zs・
岡
山
の
巴

ω-N色
・
)
が
医

師
の
営
業
に
対
し
て
、
資
格
証
明
に
基
づ
く
医
師
の
免
許
(
〉
匂
湾
各
白
'

t
o
ロ
)
制
を
採
用
し
、
医
師
は
免
許
の
取
得
を
も
っ
て
ド
イ
ツ
国
内
で
自

由
に
開
業
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

開
業
医
の
増
加
は
、
国
民
の
多
く
を
占
め
る
低
所
得
者
層
へ
の
医
療
に
直

(5) 

接
寄
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
者
は
開
業
医
に

対
す
る
費
用
や
報
酬
の
支
払
能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
の
担
い
手
は
開
業
医
で
は
な

く
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
都
市
が
実
施
し
て
い
た
公
的
な
救
貧
扶
助
主
広
三
・

(6) 

同巾ロ

E
n
Z
〉
『
ヨ
巾
ロ
回
忌
呂
町
)
に
従
事
し
て
い
た
救
貧
医
(
〉
コ
吋
凶
巾
ロ
国
『
N
門
)

(7) 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
公
的
な
救
貧
扶
助
は
、
農
村
部
か
ら
都
市
部

(8) 

へ
の
大
規
模
な
人
口
流
入
を
可
能
に
し
た
一
連
の
諸
政
策
に
よ
り
、
一
九

世
紀
半
ば
か
ら
、
と
り
わ
け
都
市
部
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
過
剰
な
財
政
負
担

(9) 

を
課
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
は
じ
め
と
す

る
ド
イ
ツ
諸
邦
で
は
、
次
第
に
救
貧
扶
助
に
代
わ
る
金
庫
制
度
の
整
備
を

営
業
政
策
の
一
環
と
し
て
、
す
す
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
各
ラ
ン
ト
で
行
わ
れ
た
金
庫
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
、
プ
ロ
イ
セ

ン
を
中
心
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

営
業
法
に
基
づ
く
金
庫
制
度
の
再
編

プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
た
北
ド
イ
ツ
で
は
、
教
会
等
に
よ
る
救
貧
制

度
と
は
別
に
、
中
世
か
ら
ツ
ン
フ
ト
を
基
盤
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
扶

助
制
度
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
に
関
す
る
規
定
は
、
一
七

九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
(
骨
印
刷

J
E
E
R
Z
E
]官
百
冊
一
日

戸田一ロ骨

2
Z
・
以
下
A
L
R
と
略
)
の
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
、
組
織
そ
の

第
二
款
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も
の
は
以
下
で
紹
介
す
る
金
庫
制
度
へ
と
吸
収
・
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
な

ヲ
令
。

さ
て
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
都
市
部
の
職
人
・
徒
弟
等
を
対
象
と

す
る
相
互
扶
助
組
織
を
、
再
編
し
、
そ
の
発
展
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
一
八
四
五
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
営
業
法

(
U
B
E
E
R
Y巾
〉

--mmgaロ
巾
の

9
2円

σ
g
aロロロ
m〈
O
ヨ
ロ
・
』
間
口
C
R

E
S・
p-の
ωω
・
色
・
)
が
あ
る
。
こ
の
営
業
法
は
、
職
人
、
徒
弟
お
よ
び

工
場
労
働
者
に
対
し
て
、
救
済
金
庫
の
保
持
と
新
設
を
承
認
し
、
ゲ
マ
イ

ン
デ
に
対
し
て
地
方
条
令

(
0
3
8
S
E
C
に
よ
る
強
制
金
庫
(
N
当
包
括
凹
a

-sngの
設
立
権
限
を
付
与
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
強
制
金
庫
は
、
あ
る

地
区
で
就
業
し
て
い
る
職
人
と
徒
弟
し
か
対
象
に
し
な
か
っ
た
た
め
、
工

場
労
働
者
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
同
法
は
組
織
、
給

付
お
よ
び
拠
出
金
の
徴
収
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
欠
陥

も
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
八
四
九
年
二
月
の
プ
ロ
イ
セ
ン
法
規
命
令
に
よ
り
工
場
労

働
者
に
対
し
て
も
強
制
金
庫
が
導
入
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
命
令
は
、

地
方
条
令
に
よ
る
強
制
金
庫
の
設
立
お
よ
び
そ
れ
へ
の
強
制
加
入
を
工
場

労
働
者
に
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
は
、
自
営
商
工

業
者
に
保
険
団
体
の
結
社
ま
た
は
イ
ン
ヌ
ン
グ
に
金
庫
の
設
立
を
強
制
す

る
権
限
が
付
与
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
こ
の
命
令
は
使
用
者
に
拠
出
義
務
を

課
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
地
方
条
令
に
よ
る
強
制
金
庫
の

設
守
了
加
入
権
限
を
謙
抑
的
に
し
か
利
用
し
な
か
っ
た
た
め
、
新
た
な
立

法
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
一
八
五
四
年
四
月
三
日

の
救
済
金
庫
法

(
d
E
R
a
g
Nロロ同町田町白凹凹巾口県語山門
N)
で
あ
る
。
こ
の
法

律
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
強
制
金
庫
設
置
権
限
に
加
え
て
、
必
要
な
場
合
に
は

県
庁
(
∞
話
可

E
Z
m
-
q
g
m
)
に
も
そ
の
権
限
を
付
与
し
た
。
ま
た
、
こ
の

法
律
に
基
づ
く
地
方
条
令
に
よ
り
、
賃
金
を
得
て
い
る
見
習
者
を
含
め
た

す
べ
て
の
被
用
者
を
対
象
と
す
る
新
た
な
金
庫
設
立
義
務
を
導
入
す
る
こ

と
も
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
被
用
者
に
対
し
金
庫
の
設

立
お
よ
び
そ
れ
へ
の
加
入
を
強
制
す
る
制
度
を
「
強
制
金
庫
制
度

3
3
E

5
5
己

R
N者
印
口
問
島

2
8ロ
)
」
と
い
い
、
こ
の
制
度
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
他

に
、
ハ
ノ

1
フ
ァ
!
、
へ
ツ
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
お
よ
び
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
で
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
八
六
九
年
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
営
業
法
は
、
先
の
「
強
制
金

庫
制
度
」
に
代
え
て
、
金
庫
へ
の
加
入
を
強
制
す
る
が
金
庫
の
選
択
を
自

由
に
す
る
「
金
庫
強
制
制
度

3
3
g
B
仏

g
関

g
m
m
E
4
5ロ
mg)」
を
採

用
し
た
。
つ
ま
り
、
一
八
六
九
年
営
業
法
は
、
設
立
強
制
に
基
づ
い
た
強

制
金
庫
へ
の
加
入
強
制
を
任
意
共
済
金
庫
の
加
入
者
に
対
し
て
免
除
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
強
制
共
済
金
庫
と
任
意
共
済
金
庫
と
の
聞
に
被

保
険
者
の
加
入
を
め
ぐ
る
競
争
状
態
が
生
じ
、
こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
意

北法40(3・304)776



図
し
た
の
が
、

つ
ぎ
に
紹
介
す
る
一
八
七
六
年
共
済
金
庫
法
で
あ
る
。

一
八
七
六
年
共
済
金
庫
法

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

第
三
款

一
八
四
五
年
以
来
設
立
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
金
庫
組
織
を

統
一
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
一
八
七
六
年
に
共
済
金
庫
法
が
成
立
し
た
。

同
法
成
立
の
具
体
的
な
理
由
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
い
て

る
。
ひ
と
つ
は
、
従
来
の
営
業
法
が
採
用
し
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
地
方
条
令

に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
強
制
金
庫
の
設
立
が
制
度
を
雑
多
な
も
の
に

し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
一
八
六
九
年
営

業
法
に
お
い
て
強
制
金
庫
へ
の
加
入
強
制
が
免
除
さ
れ
る
際
の
要
件
で
あ

る
「
そ
の
他
の
金
庫
L

に
加
入
す
る
者
の
解
釈
に
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
行
政
庁
は
「
そ
の
他
の
金
庫
」
を
「
国
家
に
よ

る
承
認
を
得
た
金
庫
L

の
み
で
あ
る
と
解
し
、
裁
判
所
は
こ
れ
と
反
対
の

解
釈
を
採
用
し
い
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
ラ
イ
ヒ
政
府
が
、
社
会
民
主
党
系
な
い
し
は

ヒ
ル
シ
ェ
・
ド
ウ
ン
カ

1
系
(
百
円

m
n
F
l
o
g
n
w巾門的
n
y
g
)
労
働
組
合
に
よ

る
任
意
金
庫
が
ス
ト
ラ
イ
キ
の
た
め
の
「
闘
争
金
庫
(
烈
ユ
諸
島
田
師
団

g)」

化
す
る
と
い
う
危
倶
感
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

共
済
金
庫
法
は
、
従
来
の
任
意
も
し
く
は
強
制
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

種
々
の
金
庫
に
つ
き
一
定
の
要
件
の
下
で
行
政
庁
の
認
可
を
取
得
さ
せ
、

こ
れ
ら
の
金
庫
を
「
登
録
済
み
共
済
金
庫
(
巾
Z
m
g
n
yユ巾
σ
2
2

}
内
向
回
目
巾
)
」
と
し
て
の
法
的
地
位
を
付
与
し
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
金
庫
組

織
を
す
べ
て
「
登
録
済
み
共
済
金
庫
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
問

題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
法
律
が
規
定
し

て
い
る
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

給
付
は
、
加
入
後
遅
く
と
も
一
四
週
間
の
待
機
期
間
の
後
に
支
給
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
疾
病
に
よ
る
労
働
不
能
の
場
合
、
少
な
く
と
も
一
三
週
間

ま
で
は
「
疾
病
扶
助
(
関
門
釦
ロ

w
g
c口同巾叫凹毘同
N
C
口
問
)
」
が
支
給
さ
れ
る
。
こ

の
疾
病
扶
助
の
日
額
は
、
少
な
く
と
も
男
子
に
つ
い
て
は
地
区
平
均
日
給

(
。
江
田
口
宮
山
岳
町
吋
白
m
m
z
yロ
)
の
三
分
の
二
、
女
子
に
つ
い
て
は
そ
の
二
分

の
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
疾
病
扶
助
額
の
三
分
の
こ
を
限
度
と
し

て
治
療
・
薬
剤
の
給
付
(
阻

R
E
n
Z
∞
各
自
己
】

5
m
g
a
〉
ロ
ロ
包
)
も
支
給

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
金
庫
構
成
員
の
家
族
に
対
す
る
扶
助
や
埋
葬
料
の
給

付
(
司
同
日
戸
ぽ
旦
晋

2
m
m
E己
の
巾
者
普

E
ロ
m
gロ
ω芯
号
巾

mm]仏
)
も
許
可

さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
金
庫
運
営
に
必
要
な
拠
出
は
労
使
の
折
半
で
あ
り
、

使
用
者
は
拠
出
金
の
支
出
を
も
っ
て
代
議
員
総
会
な
ら
び
に
理
事
会
に
そ

の
代
表
者
を
送
り
こ
み
、
金
庫
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
金
庫

を
運
営
す
る
組
織
と
し
て
は
、
代
議
員
総
会
(
の
巾

Z
E
Z
R
E
B
B
-
E
m
)

お
よ
び
理
事
会
(
ぐ

o
g
gロ
仏
)
な
ら
び
に
そ
の
他
の
委
員
会
が
規
定
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
金
庫
運
営
は
、
こ
れ
ら
の
組
織
に
よ
り
決
議
さ
れ
た
規
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約
百

E
E
C
な
ら
び
に
法
律
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
、
規
約
は
ゲ

マ
イ
ン
デ
官
庁
の
認
可
を
必
要
と
す
る
。
さ
ら
に
、
金
庫
運
営
に
対
す
る

監
督
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
官
庁
が
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
官
庁
は
金
庫
の
設
立
お
よ
び
規
約
の
認
可
、
財
政
の
監
査
・

監
督
な
ど
を
行
う
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
金
庫
の
解
散
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
当
該
金
庫
が
金
庫
強
制
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

か
つ
代
議
員
総
会
に
お
い
て
解
散
に
つ
き
五
分
の
回
以
上
の
賛
成
が
得
ら

れ
た
場
合
に
限
り
、
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
、
共
済
金
庫
の
法
的
性
質
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、

共
済
金
庫
の
法
的
地
位
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
純
然
た
る
民
事
法
上
の
法
人

格
(
吋
巳
ロ
買
守

a
z
n
y
E
n
Z
穴
。
『
旬
。
『
由
巳
O
ロ
巾
ロ
)
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ

て
い
情
そ
し
て
、
疾
病
扶
助
の
う
ち
治
療
や
薬
剤
の
給
付
に
か
か
わ
る

法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
費
用
償
還
原
則
百
三
日
ぢ
仏
角
穴

S
Zロ巾ヤ

己
主
E
D
m
)
が
採
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
医
師
と
疾
病
金
庫
の
聞
に
は
直
接

の
法
関
係
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
療
養
給
付
に
か
か
る
法

律
関
係
は
、
医
師
と
金
庫
構
成
員
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
雇
用
契
約

(
巴
ぽ
ロ
2
4巾
吋
丹
叫
ぶ
刷
)
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

診
療
費
の
額
は
、
医
師
が
患
者
で
あ
る
金
庫
構
成
員
の
財
産
状
態
を
基
準

に
決
定
し
、
診
療
費
は
直
接
患
者
で
あ
る
金
庫
構
成
員
か
ら
医
師
に
支
払

わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
金
庫
構
成
員
は
い
っ
た
ん
支
払
っ
た
診
療
費
の

償
還
を
疾
病
金
庫
に
申
請
し
、
金
庫
は
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
金
庫
規

約
に
基
づ
い
て
金
庫
構
成
員
に
支
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
四
款
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険

最
後
に
、
今
ま
で
紹
介
し
て
き
た
共
済
金
庫
制
度
と
は
ま
っ
た
く
別
に
、

南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
展
し
て
い
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
に
つ
い
て
も

概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
救
貧
扶
助
(
〉
コ
国

g
E円
由
。
話
巾
)
と
疾
病
保
険
と
を

か
け
あ
わ
せ
た
制
度
が
と
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ
の

地
域
内
に
居
住
す
る
職
人
、
徒
弟
お
よ
び
工
場
労
働
者
に
対
す
る
救
貧
扶

助
と
疾
病
保
険
運
営
を
実
施
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
疾

病
保
険
の
部
分
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
と
い
う
。
こ
の
制
度
は
一
八
六

九
年
四
月
二
九
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
救
貧
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
法

律
に
よ
れ
ば
、
本
籍
地
(
出
色
ヨ
巳
)
以
外
で
就
業
し
て
い
る
労
働
者
の
疾

病
に
際
し
て
、
就
業
地
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
当
該
労
働
者
に
対
し
て
疾
病
扶

助
を
給
付
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
ゲ
マ
イ
ン

デ
に
は
こ
れ
ら
の
労
働
者
か
ら
一
定
額
の
拠
出
金
を
強
制
的
に
拠
出
さ
せ

る
権
限
が
付
与
さ
れ
、
こ
の
拠
出
強
制
は
当
該
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
本
籍
地
を

有
す
る
労
働
者
に
も
及
ん
で
い
た
。
拠
出
を
強
制
さ
れ
た
者
は
救
貧
扶
助

要
件
に
関
係
な
く
疾
病
の
み
を
要
件
と
し
て
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き



た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
拠
出
金
の
反
対
給
付
と
し
て
疾
病
扶
助
が
受
け

(“) 

ら
れ
る
と
い
う
疾
病
保
険
制
度
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み

に
、
こ
の
疾
病
扶
助
が
給
付
さ
れ
る
期
聞
は
最
高
で
一
三
週
間
で
あ
り
、

拠
出
金
は
四
半
期
ご
と
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
パ

l
デ
ン
で
は
一
八
七

O
年
五
月
五
日
の
法
律
に
よ
り
、
ヴ
ュ

ル
テ
ン
ブ
ル
グ
で
は
一
八
七
三
年
四
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
り
同
様
の
制

(
灯
)

度
が
と
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

1 

一
八
八

0
年
代
に
成
立
し
た
、
ビ
ス
マ
ル
ク
主
導
に
よ
る
社
会

保
険
立
法
以
前
の
相
互
扶
助
制
度
な
ら
び
に
金
庫
制
度
に
つ
い
て

紹
介
・
検
討
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

土
田
武
史
「
救
済
金
庫
と
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
」
国
士
館

大
学
『
法
経
論
叢
』
五
一
号
(
一
九
八
五
年
)
一
八
七
頁
、
栃
本

一
三
郎
「
プ
ロ
イ
セ
ン
近
代
化
と
社
会
行
政
」
小
山
路
男
編
著
『
福

祉
国
家
の
生
成
と
変
容
』
(
一
九
八
三
年
、
光
生
館
)
九
六
頁
以
下

所
収
、
近
藤
文
二
『
社
会
保
険
』
(
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
底
)
九

四
頁
以
下
、
箸
方
幹
逸
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
共
済
金
庫
』
出
ロ
ゲ
a

E
8
3
東
京
経
済
大
学
『
東
経
大
会
誌
』
四
七
・
四
七
号
(
一
九

六
五
年
)
三
五
五
頁
、
同
二
九
世
紀
に
お
け
る
『
救
済
金
庫
』
」

東
京
経
済
大
学
『
東
経
大
会
誌
』
四
六
号
(
一
九
六
五
年
)
四
六
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頁
、
同
「
ド
イ
ツ
の
社
会
政
策
|
l
p
ビ
ル
マ
ル
ク
社
会
保
険
の
成

立
と
展
開
」
小
川
喜
一
編
『
社
会
政
策
の
歴
史
』
(
一
九
七
七
年
、

有
斐
閣
)
一
七
八
頁
以
下
所
収
、
上
村
学
「
ド
イ
ツ
社
会
保
険
法

史

ω」
『
東
北
福
祉
大
学
』
七
号
(
一
九
六
八
年
)
五
五
頁
、
藤
瀬

浩
司
「
プ
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
救
貧
法
と
労
働
者
保
険
制

度
の
展
開
」
名
古
屋
大
学
『
経
済
科
学
』
二

O
巻
四
号
(
一
九
七

四
年
)
八
五
頁
な
ど
。

(2) 

。g括
〉

}σ
叶巾

n
z・
dσ
旬

。

巾

ロ

〉

5
m白
ロ
閃
印
℃
ロ
ロ
}
内
同
仏
巾
『

∞
巾
N
-
m
Vロ
ロ

m巾
ロ
門
凶
巾
吋
〉
吋
N

Z

N
ロ
己
巾
口
開
ハ
吋
同
ロ
}
内
巾
ロ
}
内
回
目
的
巾
ロ
(
戸

、
吋
巾
巳

)
w
N
-日
]
戸
埠
叶
日

ω・
H
O
N
-

〉

5
2円
F
F
白・白・

0
・
wω

呂
ω・

一
八
六
九
年
営
業
法
二
九
条
三
項
。

〉

5
2
n
z
-
白・白

0
・・

ω・
5ω

こ
の
当
時
の
救
貧
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
1
)
藤
瀬
論
文

お
よ
び
栃
本
論
文
を
参
照
。

3 4 5 6 7 

〉

-σ】

1

巾

nzw
白
血
・

0
・・

ω・
5ω
・

こ
の
政
策
の
具
体
的
な
内
容
お
よ
び
そ
の
社
会
経
済
的
背
景
に

つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
1
)
藤
瀬
論
文
八
七
頁
以
下
。
ま
た
は
前
掲

注
(
1
)
栃
本
論
文
一
六
六
頁
以
下
を
参
照
。

〉

5
2
n
z・
由
民
・

0
・
wω
・
H
C
A
P
・
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庫
、
で
あ
る
。

(
凹
)
一
九
四
九
年
法
規
命
令
五
六
条
お
よ
び
五
七
条
。

(
却
)
一
九
四
九
年
法
規
命
令
五
七
条
二
項
お
よ
び
五
八
条
二
項
。

同》巾由

nyw巾噌白血・
0
・・

ω-HHAV
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
規
命
令
の
中
に

後
年
の
疾
病
保
険
に
お
け
る
つ
ぎ
の
五
つ
の
主
要
原
則
が
認
め
ら

れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
①
被
用
者
拠
出
金
の
賃
金
か
ら
の
控
除
、

②
使
用
者
の
拠
出
強
制
、
③
被
用
者
三
分
の
二
・
使
用
者
三
分
の

一
の
拠
出
割
合
、
④
拠
出
金
徴
収
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
関
与
、

⑤
国
家
(
ゲ
マ
イ
ン
デ
)
監
督
下
に
お
け
る
自
主
運
営
の
存
在
、

で
あ
る
。
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一
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y
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3
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〈
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ョ

ω・
〉
匂
円
山
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ωω-Hω
∞-

(幻

)
ω
片山内肖

lω
。
s-0・白・白・
0
・wω
・
怠
一
目
凶
門
向
田
・
白
・
白
・
0
・wω
・
ω由一

E
8
2・国
b
・o・-ω
・
∞
∞
一
者
同
ロ
ロ
回
関
白

F
白
b
・o-U・
s
h
g
n
y
F

白・白・
0
・・

ω
-
H
E
R
一
九
五
四
年
救
済
金
庫
法
三
条
は
、
一
九
四
五

年
営
業
法
以
来
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
の
み
付
与
さ
れ
て
い
た
権
限
を
必

要
な
場
合
に
県
庁
が
行
使
で
き
る
と
し
て
い
る
。

(
M
)
ω
広巾

?ω
。
g-0・同・同・
0•. 

ω.
品
町
一
司
角
川
Z
3・白・白・。
-wω.ω
∞一

22 

同-巾巾円出・出・白

0
・・

ω-a∞・

(
お
)
〈
関
戸

ω同一角川吋
|ω
。
B
E
L
-血・
0
・u
m
山・

hFa
一町内]巾巾目印岨白・白・

9
・
ω-m∞一

』。白

n
E
E
C
B
E口町・。{巾

a
g
g
n
F巾
〉
号

m-zany己
Nm巾印巾同
N-

m巾ぴロロ
m
H∞
∞
。
居
申
0

・
口
一
回
回
二
回
内
ぽ

-HU芯
-
∞
-
M
∞一回
M巾
R
3・白・白・

。・・

ω・
岳
民
・
こ
れ
以
前
か
ら
、
ザ
ク
セ
ン
、
チ
ュ

1
ビ
ン
ゲ
ン
侯

国
お
よ
び
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ア
イ
ク
で
は
、
す
で
に
金
庫
強
制
制

度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。

(
部
)
一
八
六
九
年
営
業
法
一
四
一
条
。

(幻

)
ω
早川『

lωosz-
白・白・
0
・wω
・
怠
一

pwHmw吋印・白・国・
0
・・

ω・
8
一

同]巾

g
L・白・。・ふ
-
S
一
者
同
ロ
ロ
間
関
白
ゲ
白
・
同
・
0
・wω

怠・

(却

)
ω
z
q
i
ω
。
B-0・白・白・
0
・wω
・
会
一
司
旦
角
的
・
白
・
白
・

9
・
ω・
8
・

同]巾

3
・国・白・
0
・
ω
S
一
当
山
口
口
問
問
白
デ
白
・
白
・
0
・ふ

-
S・
こ
の
法
律

に
お
い
て
は
、
任
意
金
庫
・
強
制
金
庫
の
如
何
を
問
わ
ず
、
一
八

八
四
年
ま
で
に
す
べ
て
を
登
録
済
み
共
済
金
庫
に
改
組
す
る
予
定

で
あ
っ
た
。

(
却
)
つ
ま
り
、
一
八
六
九
年
営
業
法
一
四
一
条
に
い
う
「
そ
の
他
の

疾
病
、
共
済
ま
た
は
埋
葬
金
庫

Z
E
2
2
穴

E
ロ
w
g
J
E
-
rー

O
也市円

ω
g号
巳
内
白
凹
町
内
ロ
)
」
に
ど
の
よ
う
な
金
庫
が
含
ま
れ
る
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ω広巾『
iω
。
ョ

-ow
同-同・。

-wω
・
怠
一

H
M
2
2凹
w
白・白・
0
・wω
・
広
一
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同町内目印
w

白・白・
0
・・

ω
-
m
p
司何回門町長巾・同・白・
0
・・

ω・N
田町内向・

(但

)
ω
巴

R
I
F
E
E
L
-白
0
・
い
・
会
一
巧

S
E
m
E
-
白・同・

9
・
ω・日
0

・

5
2
2・白・白・
0
・・

ω・
8
・
一
八
七
六
年
営
業
法
改
正
に
よ
る
金
庫

強
制
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
①
新
た
な
強
制
金
庫
の
設

立
は
登
録
済
み
共
済
金
庫
の
形
式
に
よ
る
こ
と
(
一
四
一
条
)
、
②

生
年
満
一
六
歳
以
上
の
職
人
、
徒
弟
お
よ
び
工
場
労
働
者
に
対
し

て
は
金
庫
加
入
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
こ
四
一
条

a
・一

項
)
、
③
使
用
者
に
対
す
る
届
出
義
務
の
賦
課
と
拠
出
金
立
替
払
い

の
賦
課
(
一
四
一
条

c
・
三
号
)
、
④
工
場
主
に
対
す
る
労
働
者
拠

出
分
の
五

O
%ま
で
拠
出
義
務
の
賦
課
二
四
一
条
C

二
一
号
)
で

あ
る
。

(詑

)
ω
同町凶吋
|
ω
0
5
]
0・白・曲。・・

ω
・
会
一

p
w
z
g
w
白・白・
0
・司

ω
・
8
一

同

Z
2・同-同・
0
・ふ・

S
一
巧

E
E
m
R
田・白・
0
・wω
・邑・

(
お
)
共
済
金
庫
法
七
条
一
項
。

(M)

共
済
金
庫
法
一
一
条
。

(
出
)
共
済
金
庫
法
一
六
条
か
ら
二
三
条
。

(
お
)
共
済
金
庫
法
三
条
、
四
条
。

(
幻
)
共
済
金
庫
法
二
五
条
か
ら
二
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
金

庫
は
監
督
官
庁
に
対
し
て
、
金
庫
構
成
員
の
数
、
疾
病
事
故
お
よ

び
死
亡
事
故
の
状
況
、
な
ら
び
に
拠
出
白
お
よ
び
給
付
日
を
報
告

す
る
ほ
か
、
決
算
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

金
庫
は
、
五
年
ご
と
に
専
門
家
に
よ
る
監
査
も
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
監
督
官
庁
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、

監
督
官
庁
が
金
庫
に
対
し
て
解
散
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
お
)
共
済
金
庫
法
三

O
条
以
下
。

(拘

)
E
R
F
E
O噂白・回・
0
・w
ω
-
S
一
巧

S
E
m白?目・回・
0
岨

ω
邑
一

。山口

Rw
白・由。

-wmv・
N
E・
し
か
し
、
こ
の
法
人
格
に
は
制
限
が
つ

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
金
庫
財
産
の
処
分
だ
け
が
自
由
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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。ロロ同}同町同・

ω
n
yロ包円山巾同
J
Uぽ
肘
ロ
7
1
n
E
C口
問
己
2
・∞巾
N芯
『
ロ
ロ
-

mAWHHN者一∞
nFRM
〉円
N芯
ロ
ロ
ロ
仏
関
門
白
ロ
roHMW白白白
A
u
p
o。
穴

H
U
E

ω・
∞
忠
一
〉
【
σ
巾
2
2
-
m
m巾
HHM白
P
ω
可
ロ
}
内
宮
コ
司
釦
ロ
門
出
ロ
ロ
m

E
色町ロ

吋巾
n
z
z
n
y巾
ロ
∞
巾
N一』巾
F
Zロ
mmロ
N
4
1印
n
F巾ロ〉巾同・
N
Zロ
ロ
ロ
仏
関
口
5
・

W
巾ロ

-S印田町己

U
-師団
w開
ユ
田
口
関
係
山
口
早
ωωwm凶

H

一
-)-mg『同内】巾
Rm-

E
巾
聞
内
問
団
団
巾
ロ
〈
巾
円
可
出
関
巾
己
角
川
門
田
O
N
E
-巾
口
同
日
ロ
}
内
巾
ロ
〈
巾

awyq-

ロロ
mw
。目的師二、
H
，c
σ
g
m巾ロ

E
2・
ω・∞-

(
H
U
)

こ
こ
で
い
う
巴
巾
ロ
田
守

R
R血
肉
と
は
、
診
療
契
約
の
こ
と
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
法
の
場
合
、
有
償
の
委
任
契
約
は
認
め
ら
れ
な
い
た

め
、
診
療
契
約
は

B
G
B
の
起
草
時
に
労
務
の
対
価
性
に
着
目
し

て
雇
用
契
約
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
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ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

っ
き
、
高
鳥
英
弘
「
診
療
契
約
の
特
質
と
内
容
(
一
)
」
『
民
商
法

雑
誌
』
九
七
巻
六
号
(
一
九
八
七
年
)
七
五
頁
以
下
を
参
照
。

(必

)
ω
n
yロ
m
E
2・回・同・
0
・L
凶
・
∞
∞
叶
一
〉
5
5
n
z
-
白・白・。・・

ω・
5
N・

(
時
)
一
八
八
三
年
K
V
G
四
条
か
ら
一
五
条
ま
で
の
中
に
ゲ
マ
イ
ン

デ
疾
病
保
険
と
し
て
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
一
八
八
三
年
K
V
G

で
は
、
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
を
そ
の
他
の
疾
病
金
庫
(
つ

ま
り
、
地
区
、
経
営
体
、
イ
ン
ヌ
ン
グ
な
ど
の

K
V
G担
当
機
関

と
し
て
の
金
庫
)
に
加
入
し
て
い
な
い
保
険
加
入
義
務
者
の
疾
病

保
険
担
当
機
関
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
は
、
他
の
疾
病
金
庫

と
は
異
な
り
、
独
立
の
法
人
格
を
有
し
て
お
ら
ず
、
ゲ
マ
イ
ン
デ

の
一
行
政
部
門
(
〈
句
羽
田

-E口
問
認
さ
am)
と
さ
れ
て
い
る
。
〈
m--

ω門戸内山門
tω
。
B}0・白・白・0・
w
ω
Nち町内

(
川
制

)
ω
色町円

ω。
s-0・白・同・
0
・・

ω・
8
一
百
巾
包
印
L
F白・
0
・・

ω・
2
町内・

(
必
)
一
八
六
九
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
法
律
二

O
条
に
よ
れ
ば
、
週
一
五

ペ
ニ
ヒ
を
上
限
と
し
て
疾
病
扶
助
を
受
け
る
労
働
者
か
ら
徴
収
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

(
川
町

)
ω
昨日
qlωcg-0・白・白・。
-wω

き
一
穴
gam-
白血・。・

ω・
2
R

(
灯
)
パ

l
デ
ン
で
の
救
済
期
間
は
八
週
間
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
プ
ル
グ
で

は
六
週
間
で
あ
っ
た
。

第
二
節
一
八
八
三
年
疾
病
保
険
法
の
成
立

第

一

款

概

観

こ
こ
で
は
、
疾
病
保
険
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
物
給
付
を
導
入
し
た
、

一
八
八
三
年
K
V
G
の
成
立
過
程
と
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
お

お
ま
か
に
紹
介
す
る
。
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
強
制

加
入
お
よ
び
労
使
双
方
か
ら
の
拠
出
金
徴
収
等
を
内
容
と
す
る
共
済
金
庫

制
度
が
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
疾
病
保
険
に
関
し
て
い
え

ば
制
度
的
な
下
地
が
相
当
程
度
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
登
場
し
た
一
八
八
三
年
K
V
G
は
、
同
時
期

に
成
立
し
た
災
害
保
険
法
(
の
g
m
R
Z可
・
門
出
目
白
口
問
問

-
z
q
a
n
y
m
E口問

円
山
巾
円
〉
号
巳
同
巾
吋
〈
O
B
m
-
』
ロ
ロ
ニ
∞
∞
h
p
w

問
。
∞
同
日
山
・
由
吋
・
・
以
下
U
V
G
と
略
)

や
老
齢
お
よ
び
廃
疾
保
険
法
(
の
巾
8
R
σ
巾
可
・
内
出
巾
円
ロ
〈
釦
-EPM洋印
i
Z
H
M
門凶

〉
再
開
『
〈
巾
a
-
n
Z
E口
問
〈
。
g
N
N・
』
ロ
ロ
-

H

∞
∞
少
閉
山
の
∞

-ω
・
由
叶
)
と
は
異
な

り
、
従
来
の
制
度
を
な
る
べ
く
生
か
し
た
か
た
ち
で
立
法
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
三
年
と
八
四
年
に
あ
い
つ
い
で
成
立
し
た

K
V
G
と
U
V
G

に
、
一
八
八
九
年
の
老
齢
お
よ
び
廃
疾
保
険
を
加
え
た
三
つ
の
社
会
保
険

立
法
は
、
そ
の
成
立
の
過
程
に
ピ
ス
マ
ル
ク
の
意
図
が
強
く
影
響
し
た
こ

と
か
ら
、
「
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
立
法

は
、
そ
れ
を
促
進
し
た
要
因
が
一
八
七
八
年
の
社
会
主
義
鎮
圧
法
や
一
八

北法40(3・311)783
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七
九
年
の
保
護
関
税
政
策
に
対
す
る
労
働
者
の
不
満
を
緩
和
解
消
さ
せ
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
鞭
」
に
対
す
る
「
飴
」
の
政
策
、
す

な
わ
ち
労
働
者
福
祉
の
色
合
い
を
も
っ
労
働
運
動
対
策
で
あ
る
と
一
般
に

理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
の
政
策

的
な
背
景
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
た
め
、
そ
の
背
景
に
あ
る

政
策
的
な
意
図
や
社
会
状
況
等
に
つ
き
詳
論
を
加
え
ず
、
ど
の
よ
う
な
経

緯
か
ら

K
V
Gが
立
法
さ
れ
た
か
を
簡
単
に
論
じ
る
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
一
八
八
三
年
K
V
G
を
そ
の
成
立
過
程
と
い
う
点
か
ら
み
た
場

合
、
こ
れ
に
対
す
る
独
自
の
議
論
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
が
つ

く
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
立
法
事
情
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
先
の
三
つ
の
社
会
保
険
立
法
の
う
ち
、
立
法
が
ま
っ
さ
き
に
意
図

(
5
)
 

さ
れ
た
の
が

U
V
G
で
あ
り
、

K
V
G
は
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て

成
立
し
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
立
法
時
に
お
け
る
議
論
の
多

く
は
、
労
働
災
害
の
補
償
に
つ
き
社
会
保
険
を
導
入
す
る
こ
と
の
当
否
や

U
V
G
の
具
体
的
内
容
の
当
否
に
費
や
さ
れ
た
た
め
、

K
V
G
そ
の
も
の

に
つ
い
て
の
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
款

K
V
G
の
成
立
過
程

K
V
G
の
成
立
過
程
を
紹
介
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る

U
V

G
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
以
下
簡
単
に

み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
八
七

0
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
災
補

償
、
と
り
わ
け
労
働
災
害
に
起
因
す
る
経
済
的
損
害
の
補
償
は
、
一
八
七

一
年
に
成
立
し
た
雇
主
賠
償
責
任
法
(
国
民

G
E
n
yお
2
2
N
)
に
よ
り
実

施
さ
れ
て
い
た
。
一
雇
一
主
賠
償
責
任
法
は
、
同
法
の
列
挙
し
た
事
業
の
使
用

者
に
、
無
過
失
責
任
な
い
し
は
従
来
の
民
事
法
上
の
責
任
を
拡
大
す
る
か

た
ち
で
損
害
賠
償
義
務
を
課
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
は
、
労
災

補
償
制
度
と
し
て
は
、
は
な
は
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

同
法
に
よ
り
使
用
者
が
賠
償
義
務
を
負
う
べ
き
寸
経
営
災
害
(
切
巳
ユ
与
印
目

ロロ
P
Z
)
」
の
範
囲
が
非
常
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
使
用
者
の
責
任
が

拡
大
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
立
証
責
任
は
最
終
的
に
被
用
者
が
負

う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
一
八
八

O
年
に
、
労
災
補
償
制
度
の
改
善
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
試
み
が
ラ
イ
ヒ
議
会
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
政
府
で
な
さ
れ
、
つ
ぎ
の
二
つ

の
改
善
案
が
示
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
従
来
の
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
被

用
者
側
の
挙
証
責
任
を
使
用
者
側
へ
転
換
さ
せ
、
使
用
者
責
任
を
拡
大
さ

せ
る
と
い
う
案
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
社
会
保
険
と
し
て
の
災
害
保

険
を
導
入
す
る
と
い
う
案
で
あ
っ
た
。
前
者
の
案
は
、
使
用
者
に
過
大
な

産
業
負
担
を
課
し
、
ま
た
労
使
の
階
級
対
立
を
激
化
さ
せ
る
と
の
理
由
で

採
用
さ
れ
ず
、
国
家
に
よ
る
労
働
者
階
級
へ
の
扶
助
と
し
て
の
色
彩
を
も

た
せ
う
る
と
考
え
ら
れ
た
後
者
の
案
が
ラ
イ
ヒ
政
府
よ
り
議
会
へ
法
案
と



し
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
災
害
保
険
法
案
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
災
害
保
険

の
運
営
に
つ
き
強
力
な
国
家
管
理
の
思
想
を
も
り
こ
ん
で
い
た
た
め
、
な

か
な
か
成
立
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
三
回
に
わ
た
り
提

出
さ
れ
た
法
案
の
う
ち
最
初
の
二
回
の
法
案
審
議
に
お
い
て
、
保
険
財
源

に
国
庫
補
助
を
入
れ
る
と
い
う
点
と
保
険
の
運
営
主
体
を
国
家
と
す
る
点

で
激
し
い
議
論
が
か
わ
さ
れ
て
い
た
。
結
局
、
補
助
金
の
導
入
を
廃
止
し
、

同
一
業
種
の
事
業
者
団
体
を
保
険
者
と
し
、
こ
れ
を
監
督
官
庁
の
監
督
下

に
お
く
と
い
う
内
容
の
第
三
法
案
が
、
一
八
八
四
年
七
月
に
可
決
成
立
し

た
の
で
あ
る
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

こ
の
よ
う
な
災
害
保
険
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
疾
病
保
険
法
案
が

災
害
保
険
制
度
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
一
八
八
二
年
の
ラ
イ
ヒ
議
会

に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
提
出
理
由
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
災
害
保
険
法
案
が
一
四
週
間
以
上
の
労
働
不
能
を
給
付
の
要

件
と
し
、
こ
れ
を
超
え
な
い
期
間
の
事
業
災
害
を
保
護
の
対
象
に
し
な

か
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
短
期
の
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
制
度
が
別

途
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
短
期
災
害
の
た
め
の
保
障
制
度

を
新
た
に
構
築
す
る
と
い
う
余
裕
が
当
時
の
ラ
イ
ヒ
政
府
に
な
か
っ
た
た

め
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
共
済
金
庫
制
度
を
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
点
で
の
議
会
内
の
合
意
は
一
八
八
二
年
の
段
階
で
成
立
し

て
い
た
た
め
、
疾
病
保
険
法
案
の
審
議
は
こ
と
の
ほ
か
順
調
に
進
み
、
各

種
の
審
議
を
経
た
後
、
一
八
八
三
年
三
月
コ
二
日
に
賛
成
二
三
ハ
、
反
対

九
九
で
可
決
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
款
一
八
八
三
年
K
V
G
の
概
要

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
経
過
で
成
立
し
た
一
八
八
三
年

K
V
G
が、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
こ
こ
で
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。
ま
ず
、
被
保
険
者
の
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
従
来
の
共

済
金
庫
法
が
採
用
し
て
い
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
等
の
条
令
に
よ
る
加
入
強
制
か

ら、

K
V
G
の
規
定
に
よ
る
全
国
一
律
の
加
入
強
制
に
改
め
ら
れ
て
い

ヲ

G

。保
険
を
運
営
す
る
組
織
に
関
し
て
は
、

K
V
G
は
強
制
金
庫
と
し
て
の

地
区
疾
病
金
庫

3
2終
日
ロ
宮
口
宵
曲
目
印
巾
)
を
保
険
担
当
機
関
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
既
存
の
強
制
金
庫
を
と
り
こ
ん
で
い
る
。
地
区
疾
病
金
庫
と
な

ら
ん
で
、
法
律
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
要
件
の
下
で
工
場
、
建
設
業
お
よ
び

イ
ン
ヌ
ン
グ
疾
病
金
庫
は
従
前
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
ま
た
、
既
存
の
任

意
共
済
金
庫
は
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
条
件
に
合
致
す
る
限
り
で
そ
の

存
続
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

金
庫
の
運
営
組
織
に
つ
い
て
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
を
除
き
、

K
V

G
は
一
八
七
六
年
の
共
済
金
庫
法
を
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
た
。
す
な
わ

北法40(3・313)785
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ち
、
金
庫
の
種
別
に
よ
り
組
織
構
成
が
異
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
基
本
的

に
は
、
拠
出
を
負
担
す
る
被
保
険
者
・
使
用
者
双
方
の
代
表
に
よ
り
構
成

さ
れ
た
理
事
会
お
よ
び
代
議
員
総
会
が
金
庫
運
営
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

給
付
内
容
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
稼
得
無
能
力
状
態
(
開
コ
司
巾
号
凹

5
・

E
E
m
w
a円
)
の
場
合
に
の
み
与
え
ら
れ
る
給
付
と
し
て
、

K
V
G
は
疾
病

の
開
始
の
四
日
後
か
ら
最
高
二
二
週
間
ま
で
の
疾
病
扶
助
請
求
権
(
〉
ロ
・

告
E
n
y
由
民
門
出
巾
関
吋

S
W
2
5
5
3
5
R
g
m
)
を
被
保
険
者
に
保
障
し
て

い
明
ま
た
、
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
お
よ
び
薬
剤
の
給
付
に
関
し
て
は
、

従
来
の
共
済
金
庫
が
採
用
し
て
い
た
費
用
償
還
原
則
に
代
わ
っ
て
現
物
給

付
原
則

(
Z白
E
ユ
巴
∞
Z
ロ
曹
司
吉

Ne)が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
拠
出
金
の
割
合
は
、

K
V
G
の
被
保
険
者
が
同
時
に

U
V
G
の

被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
被
保
険
者
三
分
の
二
、
使
用
者
が
三
分

の
一
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
使
用
者
に
は
、
労
働
者
の
届
出
(
〉
ロ
Em--

仏
ロ
ロ
ぬ
)
お
よ
び
拠
出
金
支
払
の
義
務
が

K
V
G
に
よ
り
課
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

疾
病
金
庫
に
対
す
る
監
督
は
、
原
則
的
に
各
ラ
ン
ト
に
委
ね
ら
れ
て
い

お
P

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
金
庫
構
成
員
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
範
囲
に
居

住
し
て
い
る
者
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
官
庁
が
、
そ
の
他
の

(
初
)

場
合
に
は
各
ラ
ン
ト
政
府
が
指
定
し
た
官
庁
が
監
督
に
あ
た
り
、

こ
れ
ら

監
督
官
庁
の
上
級
官
庁
に
は
各
ラ
ン
ト
政
府
の
指
定
し
た
官
庁
が
あ
た
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
官
庁
の
最
上
級
官
庁
に
は
、
各
ラ
ン
ト
の

省
大
臣
が
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

不
服
申
立
手
続
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
監
督
官
庁
が
三
審
制
の
か
た
ち

で
疾
病
扶
助
請
求
権
に
関
す
る
裁
決
手
続
を
実
施
し
て
い
た
。
ま
た
、
裁

判
は
、
原
則
と
し
て
民
事
裁
判
手
続
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
た
が
、
各
ラ

ン
ト
政
府
の
定
め
に
し
た
が
い
例
外
的
に
行
政
裁
判
所
に
よ
り
処
理
さ
れ

る
場
合
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

K
V
G
は
、
監
督
官
庁
と
不
服
審
査
に
つ

い
て
ラ
イ
ヒ
の
統
一
的
な
制
度
を
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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1 

こ
れ
は
、
前
節
で
紹
介
し
た
一
八
七
六
年
共
済
金
庫
法
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
の
実
効
性
は
低
か
っ
た
。
出
。
円
印
門

司角川同巾
3
・
。
{
巾
の
巾
印
n
E
n
y
g
己
巾
司
由
。
N
E
Zロ
〈
巾
円
回
目
n
F巾
E
ロ
mω
・

〉
え
-
ニ
(
〉
間
関
白
丘
〈
巾
ユ
回
m・
5
叶∞
)wω
・
怠
一
明
ユ
巾
門
町
1FnF
同C
o
a印噂

口
一
巾
の
巾
R
E
n
y
Z
門rw吋印
O
N
E
-
oロ
〈
巾
a
-
n
F巾「ロロ
m
-ロ
ロ
巾
三
回
門
町
'

E
ロ
門
戸
(
〉
円
σ巾
E
W円l
〈叩門出。吋ぬロロ
m
P
E
N
g
w
閉
山
・
ロ
に
よ
れ
ば
、
一

八
七
六
年
に
八
六
九
、
ニ

O
四
名
の
構
成
員
・
五
、
二
三
九
の
共

済
金
庫
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
八

O
年
に
は
七
一
六
、
七
三
八
名

の
構
成
員
・
四
、
三
四
二
の
共
済
金
庫
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
こ

の
減
少
の
原
因
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
等
が
新
た
な
共
済
金
庫
の
設
立
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に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
労
働
組
合
系
列
の
任
意
共
済
金
庫

が
登
録
に
対
し
て
敬
遠
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

2 

〈

m-・
4

司
。
一
同
包
括

E
R
R
-
E
C
』
同
町

Z
m巾問一一色巾吋
S
F
E
-

-内巾ロ〈巾『回目nFmHBEMm-
関
門
戸

1
5∞
Hω
・N

白・

ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
つ
ぎ

の
諸
文
献
が
存
在
す
る
。
西
村
健
一
郎
「
ド
イ
ツ
労
働
災
害
補
償

法
の
生
成
に
関
す
る
一
考
察
こ
)
・
(
二
)
」
『
民
商
法
雑
誌
』
六

五
巻
四
号
(
一
九
七
二
年
)
三
六
頁
、
同
五
号
六
五
頁
、
箸
方
幹

逸
「
雇
主
賠
償
責
任
法
か
ら
災
害
保
険
立
法
へ
|
|
ビ
ス
マ
ル
ク

社
会
保
険
の
成
立
過
程
の
一
局
面
(
生
命
保
険
文
化
研
究
所
『
所

報
』
六
号
(
一
九
五
九
年
)
五
六
三
頁
、
近
藤
文
二
「
社
会
保
険

の
理
論
と
技
術
|
|
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
を
中
心
と
し
て
」
生

命
保
険
文
化
研
究
所
『
所
報
』
六
号
(
一
九
五
九
年
)
二
三
頁
、

藤
田
伍
一
「
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
研
究
の
一
視
角
|
|
経
済
的

必
然
性
論

ω・
ω」
『
一
橋
論
叢
』
六
五
巻
五
号
こ
九
七
一
年
)

一
三
四
頁
、
六
六
巻
一
号
(
一
九
七
一
年
)
一
一
九
頁
、
押
尾
直

士
山
「
社
会
保
険
と
保
険
理
論

l
i帝
政
ド
イ
ツ
社
会
保
険
を
中
心

と
し
て
」
『
保
険
学
雑
誌
』
五

O
七
号
(
一
九
八
四
年
)
一
頁
、
菅

谷
章
「
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
成
立
へ
の
系
譜
」
東
海
大
学
『
政

3 

治
経
済
学
部
紀
要
』

る。

一
八
号
(
一
九
八
六
年
)

一
五
頁
な
ど
が
あ

4 

本
稿
各
章
で
引
用
し
た
諸
文
献
(
例
え
ば
、

-Mmzg
や

E
2
2

等
)
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
る
の
み
で
あ

る
。
ま
た
、
吋
v
g
ω
庁

σR-P
〈巾円巴
n
y
巾
円
己
口
問
印
円
三
件
〉
自
国
巾
ロ
・

℃
巴
巾
肉
巾
唱
。
。
穴
呂
∞
Hω
・
∞
日
仏
町
内
も
、
疾
病
保
険
の
政
策
的
意
図
を

説
明
す
る
際
に
、
専
ら
災
害
保
険
で
の
議
論
を
紹
介
す
る
の
み
で

あ
っ
た
。

前
掲
注

(3)
箸
方
論
文
五
六
三
頁
。

以
下
、
災
害
保
険
制
度
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
専
ら
前
掲

注
(
3
)
の
西
村
論
文
と
箸
方
論
文
に
よ
っ
て
い
る
。

(
7
)

雇
主
賠
償
責
任
法
全
般
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
3
)
西
村
論
文

五
三
四
頁
以
下
参
照
。

(
8
)

前
掲
注

(
3
)
西
村
論
文
五
三
四
頁
。

(9)

立
証
責
任
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
前
掲
注

(3)
西
村
論
文
五
四

O
頁
以
下
お
よ
び
箸
方
論
文
五
六
四
頁
以
下
を
参
照
。

(
叩
)
前
掲
注

(
3
)
箸
方
論
文
五
七
六
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
前
掲
注

(
3
)
西
村
論
文
五
五

O
頁
、
箸
方
論
文
五
八

O
貰
の
注

(
日
)
を
参
照
。

(
臼
)
災
害
保
険
法
案
は
、

5 6 
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一
八
八
一
年
、

一
八
八
二
年
そ
し
て
一
八



八
四
年
の
三
度
に
わ
た
っ
て
ラ
イ
ヒ
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
議
論
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
3
)
箸
方
論
文

五
八
二
頁
以
下
。

(M)

前
掲
注

(
3
)
箸
方
論
文
六

O
O頁。

(
日
)
司
免
巾
同
・
P
白・白・
0
・
ω
-
E
J
伏広巾一回二凶・白・
0
・w

∞-HOAFR-
一一凶色巾同・

E

ω
o
s
z
-
ω
。
NU-mmwmW2Nmmσ
ロロ
m-
。巾凹
nyWE--円
F巾
の
『
ロ
ロ
門
宇

宙
関
巾
ロ
ロ
ロ
仏
穴
『
白
ロ
}
内
巾
ロ
〈
巾
同

l

回目
nzmHJH口問団吋
munz・
(
の
Z
2白
〈
古
田
目

nF巾
F
E
o
s
-
ω
・
8
一
』
。
釦
n
E
B
C
S
E
Z戸
口
一
冊
門
凶
2
2
S巾

〉『
σ色丹巾吋凹
n
r
z
g
m
g巾円
Nm巾
σロロ
m

H
∞∞
O
l
E
2・
(
ロ
ロ
ロ
nrm門

出
口
口
σ-oF
呂∞。)・

ω・印由・

(
同
)
前
掲
注

(
3
)
箸
方
論
文
五
九
一
頁
。

(口
)
ω
丘
qiω
。
B
Z
-
m
-回・
0.‘
ω・
8
一
虫
法
凶
円
少
回
・
白
・
0
・・

ω・
2
一

C
B
E
C同・白・白
-OJω

印町一回内}巾巾山田
w白・印。・・

ω・呂町・

(
凶
)
一
八
八
三
年

K
V
G
一
条
お
よ
び
三
条
参
照
。

(
凹
)
従
来
の
地
方
条
令
に
よ
る
金
庫
へ
の
加
入
強
制
は
廃
止
さ
れ

た。

(
加
)

(
氾
)

(
詑
)

(
幻
)

研究ノート

一
八
八
三
年

K
V
G
五
三
条
以
下
。

一
八
八
三
年
K
V
G
六
九
条
。

一
八
八
三
年

K
V
G
四
条
か
ら
一
五
条
。

地
区
疾
病
金
庫
の
運
営
組
織
は
ほ
ぼ
共
済
金
庫
法
と
同
じ
で
あ

一
八
八
三
年

K
V
G
三
四
条
以
下
参
照
。

(
出
)
例
え
ば
、
経
営
体
疾
病
金
庫
の
場
合
、
一
八
八
三
年

K
V
G
六

四
条
一
項
二
号
に
基
づ
き
代
議
員
総
会
も
し
く
は
金
庫
理
事
会
の

長
を
規
約
に
よ
り
経
営
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い

ヲ
令
。

る
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(
お
)
一
八
八
三
年

K
V
G
五
条
。

(却

)
ω
己
qlω
。ョ
-
0
・国・白・
0
・・

ω-N吋印一

(
u
c
z
y
q
ω
n
y口
町
三
巾
タ
ロ
芯

同w
ロ件当
-nEロロ
m
己
巾
『
∞
巾
N-oFロロ
m巾ロ

N41凹
nF巾
ロ
〉
円
N門
巾
ロ
ロ
己

町内

E
ロ}内巾ロ}内白印印巾・

U
O同
呂
∞
Hω
・∞晶、可一一
U
-
o
g吋穴一巾円件巾・相内白
m山・

凹巾ロ

4
R可
此
閃
角
川
会
川
吋
印
CNS-m口
問

E
ロ}内巾ロ〈巾吋回目円}同巾円ロロ
m-
口
町
田
-w

吋
ロ

σ
E
m
g
H
u
g
-
ω
・吋問問・一の
g
括
〉
5
5
n
z
-
C
σ
巾
円
〉
ロ
回
開
田
口
-

m回目)ロロ}三色町同・回巾
N一一向
}MCDmmロ
門
同
町
吋
〉
円
N同町

NC
仏
叩
ロ
関
門
田
口
}
内
巾
ロ
'

W
白田印巾ロ
(
N
・、
H
a
]
)
・
N
B
E叶印
ω・
ロ
由
・
一
八
八
三
年

K
V
G
六

条
一
項
。
詳
細
は
本
章
第
三
節
を
参
照
。

(
幻
)

c
g
]由民・目・白・
0
・wω
・
印
吋
一
司
皿
山
門
角
的
w
白・白

0
・
ω・
詔
一

ω同一角川吋

ω。
B-c-
由・白・
0
・・

ω・
8
H
R
一
八
八
三
年

K
V
G
四
七
条
。
そ
の

他
、
場
合
に
応
じ
て
こ
の
拠
出
割
合
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
な

お
、
拠
出
金
の
最
高
限
度
額
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
の
場
合

で
地
区
平
均
日
給
の

3
%、
そ
の
他
の
金
庫
の
場
合
で

6
%で

あ
っ
た
。



(羽

)
d
g
g
z戸
白
・
白
・

0
・

wω
・
印
吋
一

ω
a
q
ω

。B-0・
国
・
白
・

0
・・

ω
可
申
町
内
・

(却

)
ω
己
負

lωosz-
白
・
白

0
・・

ω
-
M
E
R

(
初
)
一
八
八
三
年
K
V
G
四
四
条
、
六
六
条
一
項
、
七
二
条
三
項
。

(
氾
)
一
八
八
三
年
K
V
G
八
四
条
一
項
。

(
泣
)
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
商
工
務
省
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
べ

ル
グ
で
は
内
務
省
、
へ
ツ
セ
ン
で
は
内
務
省
と
司
法
省
で
あ
っ
た
。

(お

)
ω
p
w円

ω
。s-0・

白
・
白
・

0
・・

ω
-
N
S
R
一
司

2
R印
頃
何
回
ゐ
・

0
・・

ω・
印
由
民
・

(
担
)
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
行
政
裁
判
所
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

第
三
節
現
物
給
付
原
則
と
金
庫
医
師
法

第
一
款
現
物
給
付
原
則
の
導
入

前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
一
八
八
三
年
K
V
G
は
成
立
し

た
。
こ
こ
で
は
、
本
論
文
の
主
要
な
関
心
で
あ
る
医
師
に
よ
る
療
養
の
給

付
が
こ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
を

内
包
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
一
八
八
三
年
K

V
G
を
医
師
に
よ
る
療
養
の
給
付
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
法

律
は
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
保
険
者
が
被
保

険
者
に
対
し
て
直
接
医
療
給
付
を
実
施
す
る
義
務
を
負
う
寸
現
物
給
付

(
Z白
E
E
=巾
山
田
宮
口
問
)
」
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
原
則
の
採
用
に

よ
り
、
被
保
険
者
が
医
療
給
付
を
受
け
る
際
の
医
師
へ
の
診
療
費
支
払
は

不
要
と
な
り
、
代
わ
り
に
保
険
者
た
る
疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
聞
に
診
療

費
支
払
・
診
療
内
容
に
関
す
る
契
約
関
係
が
必
要
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

費
用
償
還
原
則
の
場
合
に
は
発
生
し
な
い
金
庫
・
医
師
聞
の
法
律
関
係
、

す
な
わ
ち
金
庫
医
師
法
(
同
盟
凹

gl〉ロマ
m
R
Z
)が
、
現
物
給
付
原
則
を

採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
新
た
に
発
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
、

一
八
八
三
年
K
V
G
が
何
故
に
現
物
給
付
原
則
を
採
用
し
た
の
か
に
つ
い

て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
八
八
三
年
K
V
G
立
法
者
で
あ
っ
た
ロ

l
マ
ン
は
、
急
速
な
工
業
化

に
よ
り
旧
来
の
人
的
拘
束
関
係
か
ら
脱
し
た
が
実
際
に
は
す
べ
て
の
保
護

を
失
っ
た
労
働
者
を
疾
病
時
の
経
済
的
な
リ
ス
ク
か
ら
保
護
す
る
こ
と

を
、
疾
病
保
険
の
目
的
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
認
識
に
よ
れ
ば
、

当
時
の
労
働
者
層
は
治
療
費
を
一
時
的
に
立
替
え
る
だ
け
の
資
力
す
ら
有

し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ロ

1
マ
ン
は
、
被
保
険
者
(
労
働
者
)
に
一

時
的
な
立
替
え
払
い
を
要
求
す
る
費
用
償
還
原
則
の
採
用
は
充
分
な
療
養

給
付
を
困
難
に
し
、
上
述
の
立
法
目
的
に
合
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
考

え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

K
V
G
は
、
被
保
険
者
の
立
替
え
払
い
を

必
要
と
し
な
い
現
物
給
付
原
則
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
原

則
の
採
用
は
、
老
齢
等
の
危
険
で
は
な
く
疾
病
と
い
う
危
険
に
対
し
て
の

み
保
護
を
与
え
る
と
い
う
疾
病
保
険
の
性
格
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
役
だ

っ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
保
険
強
制
の
全
国
的
な
導
入
に

北法40(3・317)789



研究ノート

よ
り
旧
来
の
共
済
金
庫
の
よ
う
に
金
庫
構
成
員
が
散
在
す
る
と
い
う
事
態

が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
現
物
給
付
原
則
の
導
入
に
と
っ
て
有
利
な
条

(9) 

件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
内
容
の
医
療
給
付
が
ど
の
よ
う
に
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
か
を
紹
介
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
款
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の
内
容

K
V
G
六
条
一
項
一
号
は
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
を
疾
病
金
庫
の
義
務

と
し
て
い
た
が
、
そ
の
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
は
詳
細
な
規
定
を
お
い
て

い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の
実
施
手
段
は
、
現
物

給
付
原
則
の
枠
内
で
各
疾
病
金
庫
の
自
主
運
営
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
疾
病
金
庫
そ
れ
自
体
は
現
物
で
療
養
を
給
付
で
き
な
い

た
め
、
疾
病
金
庫
は
医
師
と
の
間
で
診
療
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
委
託
契
約
は
基
本
的
に
は
民
事
法
上
の
契

約
自
由
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
に
は
社
会
保
険
と

し
て
の

K
V
G
の
性
質
に
由
来
す
る
制
約
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ま

ず、

K
V
G
六
条
一
項
一
号
の
「
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
」
が
ど
の
よ
う

な
内
容
で
あ
っ
た
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
(
位
『

N
E
S
g
∞
岳
山

E
Eロ
閃
)
」
と
は
、
ド
イ

ツ
国
に
お
い
て
開
業
認
可
を
受
け
た
医
師
(
白
匂
匂

E
E巾
ユ
巾
〉
足
。
に
よ
る

充
分
な
治
療
活
動
、
す
な
わ
ち
疾
病
の
状
態
を
緩
和
し
も
し
く
は
治
癒
さ

(U) 

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
療

養
給
付
は
開
業
認
可
さ
れ
た
医
師
に
よ
り
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
開
業
認
可
さ
れ
た
医
師
が
不
在
の
場
合
も
し
く

は
そ
の
居
所
が
非
常
に
遠
い
場
合
に
は
、
つ
ぎ
の
条
件
を
充
足
し
て
い
る

限
り
で
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
開
業
認
可
さ
れ
て
い
な

い
が
治
療
に
役
立
つ
者
に
よ
り
経
験
則
上
た
い
て
い
成
功
が
予
測
さ
れ
る

(ロ)

よ
う
な
簡
単
な
治
療
行
為
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の
他
、
規
約
に
よ
り
ラ
ン

ト
法
上
の
医
師
に
準
じ
る
者
の
治
療
行
為
を

K
V
G
に
い
う
「
医
師
に
よ

る
療
養
給
付
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
医
師
に
準
じ
た
者
の

活
動
が
開
業
認
可
さ
れ
た
医
師
の
指
揮
下
に
あ
る
限
り
で
、
そ
の
活
動
は

「
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
」
の
一
部
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
机
v

療
養
給
付
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
疾
病
保
険
財
源
の
限
界
か
ら
一
定
の

{
日
)

限
界
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
療
養
給
付
は
被
保
険
者
の
疾
病

の
程
度
、
す
な
わ
ち
治
療
の
必
要
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ

(
日
)

の
限
界
は
唆
昧
で
あ
り
、
た
だ
公
平
で
合
目
的
的
で
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
疾
病
金
庫
の
療
養
給
付
義
務
は
そ
の
管
轄
区
域
内
に
限

{

口

)

(

凶

)

定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
金
庫
相
互
間
の
協
力
を
規
定
し
た
条
文
に
よ

り
調
整
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
原
則
で
あ
る
現
物
給
付
に
も

例
外
規
定
が
存
在
し
て
お
り
、
被
保
険
者
は
常
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
医
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師
に
よ
る
療
養
給
付
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

第
三
款
金
庫
医
師
契
約

最
後
に
、
疾
病
金
庫
が
療
養
給
付
義
務
を
履
行
す
る
際
の
金
庫
医
師
契

約
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
疾
病
金
庫
は
療
養
給
付
義
務
を

負
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
義
務
の
履
行
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
官
庁
に
よ
る
監
督

の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。

K
V
G
四
五
条
に
よ
れ
ば
、
監
督
行
政
庁
で
あ

る
ゲ
マ
イ
ン
デ
官
庁
は
必
要
な
場
合
に
疾
病
金
庫
に
対
し
て
医
師
と
の
契

約
締
結
を
命
令
も
し
く
は
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
情
つ
ま
り
、
疾
病
金

庫
は
六
条
一
項
一
号
の
義
務
履
行
の
た
め
に
医
師
と
の
契
約
締
結
を
強
制

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
強
制
は
通
常
の
場
合
、
金
庫
が

任
用
す
る
医
師
の
数
、
報
酬
支
払
方
式
お
よ
び
契
約
内
容
に
及
ぶ
こ
と
は

な
く
、
こ
れ
ら
は
金
庫
理
事
会
を
中
心
と
し
た
金
庫
の
自
主
運
営
に
委
ね

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

金
庫
と
医
師
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
は
私
法
上
の
契
約
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
契
約
が

B
G
B
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
法
的
性

質
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
金
庫
医
師
と
被

保
険
者
と
の
聞
に
存
す
る
診
療
契
約
を
本
契
約
(
国
吉
宮
認
可
昨
日
m)
と
し
、

金
庫
医
師
と
疾
病
金
庫
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
る
契
約
を
こ
の
本
契
約
の
予

約
(
〈
。

2
R丹

E
m一
)
と
解
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
一
つ
は
、

金
庫
医
師
と
疾
病
金
庫
が
第
三
者
で
あ
る
被
保
険
者
の
た
め
に
な
す
診
療

契
約
、
す
な
わ
ち
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
(
〈
貨
同

E
m
g
m
g
m芯ロ

ロコ
R
R
)
」
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
当
時
の
通
説
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、

被
保
険
者
に
療
給
給
付
の
請
求
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
後

者
の
考
え
方
が
支
持
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
も
、

疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
聞
の
雇
用
契
約
(
巴

g己
認
可
昨
日
開
)
で
あ
る
と
い

う
見
解
で
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
時
点
で
の
金
庫

医
師
間
の
法
律
関
係
は
、
両
者
の
合
意
に
基
づ
く
自
由
で
平
等
な
契
約
当

事
者
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
法
的
に
は
自
由
で
平
等
な
両
者
の
関
係
は
、
実
際
に
は
医

師
が
一
方
的
に
不
利
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
疾
病
金

庫
が
使
用
者
と
し
て
の
経
済
的
優
位
を
利
用
し
て
金
庫
そ
れ
自
体
の
利
益

を
追
求
し
た
た
め
に
、
生
じ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
庫
が
医
師
へ
の

診
療
報
酬
額
を
低
く
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
、
収
入
に
限
り
あ
る
金
庫
財
政

の
収
支
を
プ
ラ
ス
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
金
庫
医
師
関
係

に
お
け
る
医
師
の
不
利
は
、

K
V
G成
立
当
初
で
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
不
利
は

K
V
G
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
ま
す
ま
す
増
大
し
、
大
き
な
問
題
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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厳
密
に
い
え
ば
、
現
物
給
付
原
則
を
採
用
し
た
の
は
、
一
八
八

三
年

K
V
G
が
初
め
て
で
は
な
い
。
こ
れ
以
前
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ

疾
病
保
険
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
と
の
主
張
が
あ
る
。
ま
た
、

一
八
七
六
年
共
済
金
庫
法
は
、
疾
病
時
の
扶
助
と
し
て
、
現
金
給

付
の
他
に
医
師
に
よ
る
現
物
の
療
養
給
付
を
金
庫
の
規
約
に
よ
り

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
(
同
法
一
一
条
二
項
、
二
一

条
三
項
)
。
一
八
八
三
年

K
V
G
は
、
現
物
給
付
原
則
を
通
常
給
付

の
中
で
全
面
的
に
採
用
し
た
点
で
画
期
的
と
い
え
よ
う
。
〈

mu・

口
町
宮
司
穴
一
巾
件
件

po-巾
円
内
曲
目
田
町
ロ
〈
巾
コ
『
同
伺
巾
仏
巾
司
凹

ONE-巾
口
問
門
出
口
E

W
巾ロ〈巾同・∞
W
Y巾
HicEm-
口一∞印・・同，ロ
σ一口問内山口
]SA山町噌

ω・∞・

(
2
)
K
V
G六
条
一
項
一
号
は
、
「
疾
病
扶
助
と
し
て
、
疾
病
の
開
始

か
ら
・
自
由
な
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
(
同
月
ぽ
母
N
E
n
Z
∞巾
F
E
a
-

-Em)、
薬
剤
(
〉

R
5
0、
な
ら
び
に
眼
鏡
(
∞
E
Z
S
、
脱
腸
帯

(∞

E
n
v
gロ
骨
吋
)
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
治
療
器
具
が
給
付
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
」
、
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
条
文
は
ゲ
マ
イ
ン
デ

疾
病
保
険
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
法
二

O
条
一
項
一
号
、

六
四
条
、
七
二
条
三
項
第
一
文
、
七
三
条
一
項
、
七
五
条
に
よ
り
、

そ
の
他
の
保
険
担
当
機
関
に
も
同
様
に
適
用
さ
れ
て
い
た
。
〈
m]・

聞内】巾同門
0
・同・国・
0
・・

ω・
吋
-
一
の
ロ
ロ
同
町
巾
『

ωロ
ゲ
ロ
巾
町
内
凶
巾
門
司
。
広
明
ロ
ワ
三

nw-

Z
ロ
m
岳
山
吋
∞
巾
N戸市町ロロ肉巾ロ

N項目印
n
y巾
ロ
〉
司
N
Z
ロ
ロ
仏
関

E
D
W巾ロ・

1 

3 

}内出回目巾
-
U
C同

E
2・
ω・
∞
宅
一

ω吾川吋

ω
o
s
z・
ω。N
一白
-m巾田町同
N
'

m巾ぴロロ
m-
。巾凹
n
z
n
z一一門司戸市の

E
口
内
出
血
肉
巾
ロ
ロ
ロ
仏
関

E
D
W巾ロ〈巾吋回一-

n
y巾
Hiロロ向田同・巾門町一円唱(のロ由同国〈明日田口町巾吋唱]戸唱。∞)・

ω
N吋。同・

回。巾同件巾

w
同-国・
0
・・

ω・
叶
戸
一

ω円F
D
巾
正
常
-
国
-
回
・
0
・wω
・
∞
由
叶
一

〉
]σ
巾『同

Z
一m
m
g白口口、

ω同
『
ロ
}
内
宮
司
君
田
口
門
出
口
ロ
関
山
口
門
同
巾
ロ
円
巾
nzza

n
F巾
ロ
回
巾
N一円巾『ロロぬ巾ロ

Nt司
戸
田
門
町
巾
ロ
〉
巾
吋
N門
巾
ロ
ロ
ロ
仏
関
吋
田
口
}
内
巾
ロ
}
内
白
由
自

由
巾
ロ
吋
口
町
田
印
・
噂
何
ユ
白
ロ
mmw口
同
申

ωω
・
ω・
回
一
の
巾
。
『
m
〉
宮
司
巾
円
宮
W

Cσ
巾
吋
色
町
ロ
〉
ロ
凹
m
町
田
ロ
何
回
匂
ロ
ロ
}
内
丘
叩
叶
∞
巾
N日巾
}MC口
一
閃
巾
ロ
〉
吋
N円巾

N
C

a巾ロ町内吋田口}内巾ロ}内白
mu

凹巾ロ
(
H
・、
H
，
a一)
w
N片山出回由一-一山

ω・
H
O
ω

・

〈
伺
戸
開
-
2同巾
w

白・白・
0
・・

ω・
5
・
一
般
的
に
、
ピ
ス
マ
ル
ク
は

K

V
G
の
立
法
作
業
に
あ
ま
り
関
与
し
な
か
っ
た
た
め
、

K
V
G法

案
は
主
と
し
て
ロ

l
マ
ン
の
作
品
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

択
一
色
丹
市

L-血・
0
・ム・

5
一
〈
m-
巧
即
日
件
巾
『
〈
oma-
∞
訪
日
常
冨

旨
u
s
m
3
R凹
-nym『
ロ
ロ
旬
、
(
の
巾
C
品
巧
巾

2
2
5
8
P
E巴
)wω
・
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4 5 
ト~

...... 
開ハ
Z
R
P
田・白・
0
・・
ω
-
H
0

・

開。巾門同巾・国-回・
0
・wω
・
口
一
〈
mF
〈。
m巾
戸
田
・
白
・
。
・
・
∞

-EH-

町内}巾円円巾・白・白・

9
・
ω・ロ・

(9)

こ
れ
は
、
一
八
八
三
年

K
V
Gが
地
区
疾
病
金
庫
や
ゲ
マ
イ
ン

デ
疾
病
保
険
を
保
険
担
当
機
関
の
中
心
に
し
た
こ
と
に
よ
る
。

6 7 8 



ドイツ疾病保険制度の形成と発展(上)

(叩

)
ω
門
町
ロ
巾

E
R
L
E・o・-ω
・
∞
∞
吋
一
〉

5
5
n
z
-
白・白・
0
・・

ω
-
H
S
一

宮
町
内
円

lω

。sz・釦-回・
0
・wω
・
N弓内向・

(
日
)

(ロ)
(
日
)

(
M
)
 

(
日
)

(
日
)

ωzh凶円
lω

。E
Z・同・白・
0
・・

ω・
Nロ・

例
と
し
て
、
歯
科
技
工
士
に
よ
る
歯
科
手
術
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
薬
師
、
産
婆
、
看
護
婦
、
按
摩
な
ど
で
あ
る
。

ω広
角

ω
。B
Z・出・国・
0
・wω
・
N
2・

ω
t
2
1
ω
o
g
-
0・国-国・
0
・・

ω・
N吋
N・

〈

m戸

c
g円
肉
】
。
白
門
註

B
a
v白
-
-
。
ぽ
切
。
門
同
巾
戸

HEロ
関
門
凶
巾
叩
列
。
ロ
ゲ

mg〈
刊
門
町
田
町
吋
巾
ロ
エ
ロ
吋
佳
巾

C
口
町
田
]
宮
町
一

}
W
E
E
P
N
5
2
5印
印

zgω
・
2
N
R・
例
え
ば
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
は
、
撮
影
そ
れ
自
体

が
病
気
に
な
っ
て
い
る
部
位
ま
た
は
骨
折
部
分
の
確
定
、
治
療
ま

た
は
疾
病
の
緩
和
に
必
要
な
限
り
で
「
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
」

に
含
ま
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
医
師
の
と
こ
ろ
へ
行
く
ま
で

も
し
く
は
医
師
が
患
者
の
と
こ
ろ
へ
行
く
ま
で
の
交
通
費
も
ま

た
、
交
通
費
扶
助
に
よ
り
は
じ
め
て
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
が
可

能
に
な
る
場
合
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
で
同
伴
者
に
対
し
て
も
支
給

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
必
要
と
あ
れ
ば
、
電
話
料
金
を
も
償
還
さ
れ

え
た
の
で
あ
る
。

ω子山
?
ω
0
5
-
0・同-由・
0
・
ω
-
N
2・

K
V
G
五
七
条

a
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
被
保

(
口
)

(
日
目
)

険
者
が
金
庫
の
管
轄
区
域
外
で
発
病
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
管
轄

区
域
を
担
当
す
る
疾
病
金
庫
が
、
当
該
被
保
険
者
を
保
険
し
て
い

る
金
庫
の
求
め
に
基
づ
き
、
疾
病
に
か
か
っ
た
被
保
険
者
が
そ
の

金
庫
に
対
し
て
請
求
で
き
る
の
と
同
様
の
扶
助
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
扶
助
を
実
施
し
た
金
庫
は
、
も
と
も
と
そ
の
被
保
険

者
へ
の
扶
助
実
施
義
務
を
負
っ
て
い
た
金
庫
に
対
し
て
費
用
の
償

還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(叩

)
ω
己
負

ω
。BZ
W
白・回・
0
・・

ω-Na-
例
外
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合

で
あ
る
。
例

K
V
G
二
七
条
三
項
の
場
合
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

地
区
疾
病
金
庫
は
規
約
に
よ
り
、
そ
の
法
律
上
の
構
成
員
資
格
を

根
拠
づ
け
る
就
業
か
ら
脱
し
た
後
に
も
な
お
疾
病
金
庫
に
任
意
に

加
入
し
金
庫
の
管
轄
区
域
外
に
居
住
し
て
い
る
よ
う
な
構
成
員
に

対
し
て
発
病
の
際
に
現
物
給
付
の
代
わ
り
に
金
銭
補
償
を
行
う
旨

を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
疾
病
金
庫
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ

び
救
貧
連
合
会
と
の
関
係
に
お
い
て
、
疾
病
金
庫
の
代
わ
り
に
こ

れ
ら
の
機
関
が
被
保
険
者
へ
の
給
付
を
実
施
し
疾
病
金
庫
相
互
間

で
金
銭
給
付
を
命
じ
る
場
合
で
あ
る

(
K
V
G
五
七
条
お
よ
び
五

七
条

a)
。
最
後
に
、
判
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
も
し
く
は

K
V
G

に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
疾
病
金
庫
と
同
程
度
の
給
付
を
な
す
登
録

済
み
共
済
金
庫
の
構
成
員
は
、
自
由
な
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
お
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